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１．計画の基本的事項 

(1) 計画の基本的な考え方 

本県の平成３０年４月１日現在の６５歳以上の高齢者数は４３.８万人（県人口の３

１．６％）、うち７５歳以上の高齢者数は２２.５万人（県人口の１６.３％）であるが、

今後、令和２年には、４４.３万人（県人口の３３.３％）が６５歳以上の高齢者となり、

令和７年には、２６.４万人（県人口の２０.８％）が７５歳以上の後期高齢者となると見

込まれるなど、全国平均を上回るペースで高齢化が進行すると推計されている。 

こうした状況を踏まえ、本県では、超高齢社会の到来による様々な課題に対し、高度

急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを総合的に確保するとともに、高齢者

が重度の要介護状態となっても、可能な限り、住み慣れた地域で安心して日常生活が継

続できる社会を実現する必要がある。 

そこで、本計画の策定により、高度急性期（急性期）を中心に人的・物的資源を効率的

に投入して、早期の地域社会への復帰を実現するとともに、受け皿となる地域の在宅医

療の充実を図るほか、医療従事者の負担軽減にも十分配慮し、関係団体等との連携のも

と、愛媛らしい医療提供体制を構築し、平成２８年３月に策定した地域医療構想の実現

に向け引き続き取り組むこととしている。 

また、介護分野についても、本計画の策定により、地域包括ケアシステムの構築に向

けて、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制整備の促進を

支援するほか、質の高い介護人材の安定的な確保・定着にも積極的に取り組むこととし

ている。 
 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

愛媛県における医療介護総合確保区域については、宇摩圏域（四国中央市）、新居浜・西

条圏域（新居浜市、西条市）、今治圏域（今治市、越智郡（上島町））、松山圏域（松山市、

伊予市、東温市、上浮穴郡（久万高原町）、伊予郡（松前町、砥部町））、八幡浜・大洲圏域

（八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡（内子町）、西宇和郡（伊方町））、宇和島圏域（宇和

島市、北宇和郡（松野町、鬼北町）、南宇和郡（愛南町））の地域とする。 

☑２次医療圏及び高齢者福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び高齢者福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                       ） 
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(3) 計画の目標の設定等 

１．愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

地域医療介護総合確保基金の対象事業（※１）については、地域医療構想に基づき医師

会等関係団体や医療機関から提案された事業を「全県事業」と「医療圏事業」に区分し、

「医療圏事業」は各圏域に設けられた「調整会議」において事業を精査したのち、「全県

事業」と併せて「推進戦略会議」に諮り、課題解決に効果的な事業を優先して取り組むと

ともに、医療と介護の総合的な確保を図ることとする。 

なお、介護分においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域におい

て、安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

 ※ 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

（病床の機能分化・連携） 

②居宅等における医療の提供に関する事業（在宅医療・介護サービスの充実） 

③介護施設等の整備に関する事業 

④医療従事者の確保に関する事業（医療従事者等の確保・養成） 

⑤介護事業者の確保に関する事業 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワー

クの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、病

床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移

行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

        （平成２８年度）      （令和７年度） 

    高度急性期 ２，１８４床   →   １，３２６床 

    急性期   ８，６３１床   →   ４，７２４床 

    回復期   ２，１８０床   →   ４，８９３床 

    慢性期   ５，７８８床   →   ３，８７９床 

【実施事業】 

・病床機能分化連携基盤整備事業（病床転換を伴うもの） 

・同（医療施設近代化施設整備事業） 

・同（ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤整備事業） 

・同（愛媛県広域災害・救急等医療情報システム構築事業） 

・医科歯科連携推進事業（機能分化のための歯科衛生士確保事業）  

・病床機能分化医療スタッフ配置事業 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、在宅患者の歯科診療支援拠点の

整備、在宅医療を支援する遠隔診療システム等のモデル整備、在宅医療に携わる人材

の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】           （平成２８年度）    （令和７年度） 

・在宅療養支援病院数(各圏域１以上)     達成４圏域   →  各圏域１以上 

・在宅療養支援診療所数(各圏域 15 以上)    達成４圏域   →   達成６圏域 

・在宅療養支援歯科診療所数(各圏域 10以上)  達成４圏域   →   達成６圏域 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数(各圏域 50以上)  達成３圏域   →   達成６圏域 
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・在宅看取りを実施している病院数(各圏域１以上)  達成５圏域   →   達成６圏域 

・在宅看取りを実施している診療所数(各圏域５以上)  達成５圏域   →   達成６圏域 

【実施事業】 

・在宅診療支援システム整備モデル事業 

・口腔保健センター整備事業 

・在宅医療普及推進事業 

・在宅医療連携体制構築事業 

・在宅歯科医療連携室整備事業 

・在宅歯科診療設備整備事業 

・薬剤師支援事業（在宅医療支援薬剤師等普及事業） 

・看護師等育成強化事業（訪問看護管理者研修） 

 

③介護施設等の整備に関する目標 

  地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において予定

している地域密着型サービス施設等の整備等を行うとともに、介護療養型医療施設等から

介護老人保健施設等への転換整備を行う。 

   

【定量的な目標値】    

  ・地域密着型特別養護老人ホーム 1,317床（47カ所）→ 1,346床（48カ所） 

  ・併設ショートステイ  1カ所 

  ・認知症高齢者グループホーム  5,199床（314カ所）→ 5,298床（320カ所） 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所  957床（120カ所）→ 975床（122カ所） 

  ・看護小規模多機能型居宅介護事業所  58床（7カ所）→ 76床（9カ所） 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

            利用者数 282人／月（14カ所） → 302人／月（15カ所） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養成

施設の整備、運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確

保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数          25人(H27) →  27人以上(R7) 

・産科医及び産婦人科医の数(人 口 1 0 万 対 )   8.8人(H28) → 9.2人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数     113.9人(H26) → 113.9人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数   92.5以上(H26) → 234.4以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数(各圏域１以上) 

達成５圏域(H26) → 達成６圏域(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数(各圏域５以上) 

達成４圏域(H26) → 達成６圏域(R7) 

【実施事業】 

・医師育成キャリア支援事業 

・医師確保推進対策事業（女性医等就労支援事業、若手医師等定着支援モデル事業 他） 

・愛媛プラチナドクターバンク事業 

・産科医等確保支援事業 

・救急医療対策事業 

・小児救急医療電話相談事業 

・医科歯科連携推進事業（歯科医療従事者等人材養成事業） 
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・医療勤務環境改善支援センター運営事業 

・看護師等研修事業 

・看護師等支援事業 

・保健師等指導事業 

 ・看護師等養成所運営費補助金 

 ・院内保育事業運営費補助金 

・薬剤師支援事業（薬剤師確保事業） 

・産科医等確保支援事業 

・周産期医療対策強化事業 

 

⑤介護従事者の確保に関する目標 

  本県においては、県内の労働市場の動向も踏まえ、①介護の魅力の若年層等へのアピ

ール、きめ細かいマッチングなどの「参入促進」、②地域包括ケアシステム構築のため

の人材や介護サービスの質を高めるための人材の「資質の向上」、③介護職員の早期離

職防止、定着促進などの「労働環境の改善」等の対策を一体的に進める。 

 

 【定量的な目標値】 

  本県で将来必要となる介護職員等の必要数を、県内市町のサービス見込量を基に推計

したところ、平成 32（2020）年に 31,039 人、平成 37（2025）年には 32,637 人となる

ことから、令和元年度については介護職員の増加（824人）を目標とし、次の事業を実

施する。 

（参考）７期介護保険事業支援計画 

H28供給見込人数：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

   平成 28年 平成 32年 平成 37年 

需要見込人数  31,039 32,637 

供給見込人数 27,746 28,850 29,672 

差引不足人数 0 2,189 2,965 

       （31,039－27,746）人÷４年≒824人 

 ・福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置等）協議会開催 年２回 

 ・外国人介護人材受入連携強化事業（協議会設置）連携会議開催 年２回 等 

 ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発信事業）テレビＣＭ年 30回 

 ・介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの発信）イベント参加者 1,350名 

 ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業）参加者 計 440名 

 ・介護雇用プログラム推進事業 派遣人数 40名 

 ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材マッチング事業）支援員派遣 各所月１回 

 ・介護に関する入門的研修受講促進事業 参加者 100名 

 ・介護人材就労支援事業 参加者 40名 

 ・外国人留学生介護福祉士候補者学習支援事業 受入人数 20名 

 ・外国人介護人材マッチング支援モデル事業  

 ・介護支援専門員養成研修等事業 検討会開催 年２回 等 

 ・口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 参加者 1,203名 
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 ・介護人材キャリアアップ支援事業 研修参加者 600名  

 ・介護職員の資質向上研修事業 研修参加者 100名 

 ・介護職員相互研修事業 研修参加者 80名 

 ・介護職員の日常生活支援力向上研修事業 研修参加者 90名 

 ・ノーリフティングケア普及啓発モデル事業 研修実施事業所 ６事業所 

・介護職員等資質向上支援事業 代替派遣人数 40名 

 ・認知症地域医療支援事業 認知症サポート医養成研修受講 10名 

 ・認知症介護従事者養成事業 管理者研修受講 200名 等 

 ・認知症対応力向上研修事業 研修受講 780名 

 ・市民後見推進事業 研修受講 40名 等 

 ・法人後見推進事業 個別指導実施団体 ５団体 等 

 ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材定着支援事業）アドバイザー派遣 各 15回 

 ・ＩＣＴ機器活用による介護職場環境改善支援事業 アドバイザー派 50事業所 

 ・ＩＣＴ機器導入促進事業 ＩＣＴ機器助成台数 

 

２．計画期間 

  平成 31年４月１日～令和 12年３月 31日 

■宇摩圏域 

１．宇摩圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

宇摩圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関等に要望調査を実

施した上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題として、

不足する医療機能の充実や医療機関の連携強化、在宅医療の提供体制の充実、医療従事者

の育成等が挙げられている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

将来的に病床機能分化へ繋げるための二次救急医療体制の確保、ＩＣＴを活用した地域

医療ネットワークの連携強化を行うことで、転院・在宅へのスムーズな移行促進を図り、

急性期病床から回復期病床の転換促進につなげる。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

       （平成２８年度）     （令和７年度） 

    高度急性期   １０床   →     ５１床 

    急性期    ４５２床   →    ３１７床 

    回復期    １７４床   →    ２９４床 

    慢性期    ４０１床   →    ２１７床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医

療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】         （平成２８年度）    （令和７年度） 

・在宅療養支援病院数          ０機関    →   １機関以上 
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・在宅療養支援診療所数         ６機関    →   15機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数       ６機関    →   10機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数     30か所    →    50か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数    ０機関※   →   １機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数   ４機関※   →   ５機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において予定 

している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 87床（３カ所）→ 116床（４カ所） 

  ・併設ショートステイ   １カ所（11床） 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所 17床（２カ所） →  26床（３カ所） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、看護師養成施設の運営支援、歯科衛生

士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数  4.1人(H26) → 4.1人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 6.1人(H26) → 17.5人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 ０機関(H26) → １機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ２機関(H26) → ５機関以上(R7) 

 

２．計画期間 

平成 31年４月１日～令和３年３月 31日 

■新居浜・西条圏域 

１．新居浜・西条圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

新居浜・西条圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関等に要望

調査を実施した上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題

として、病院の機能分化の推進、医師をはじめとする医療従事者の確保及び地域定着等が

挙げられている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

機能分化・連携につながる設備整備を行い、病床の削減・転換等を推進することで、圏

域内での医療機能の充実と回復期病床の増加に繋げる。 

 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

       （平成２８年度）    （令和７年度） 

高度急性期    ４４床   →   １９６床 
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    急性期   １，７０１床   →   ８２６床 

    回復期     ２７６床   →   ６７７床 

    慢性期     ７０３床   →   ６４８床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医

療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】         （平成２８年度）    （令和７年度） 

・在宅療養支援病院数          ２機関    →   ２機関以上 

・在宅療養支援診療所数         22機関    →   22機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数       20機関    →   20機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数     82か所    →   82か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数    １機関※   →   １機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数   11機関※   →   11機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において予定 

している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム   856床（47カ所） →  883床（49カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所  152床（20カ所）  →  161床（21カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 57人／月（４カ所）→ 77人／月（５カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所   ９床（１カ所） →  18床（２カ所） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

若手医師確保のための取り組みに対する支援、歯科衛生士養成所の新設、看護師養成施

設や院内保育の運営支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数    15.9人(H26) → 15.9人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数  10.0人(H26) → 40.3人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関(H26) → １機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数   11機関(H26) → 11機関以上(R7) 

 

２．計画期間 

平成 31年４月１日～令和３年３月 31日 

■今治圏域 

１．今治圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

今治圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関に要望調査を実施

した上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題として、不
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足している病床機能の充実、関係機関相互の連携体制の強化、救急医療体制の維持・確保、

医療従事者養成・確保対策の充実等が挙げられている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

将来的に病床機能分化へ繋げるための二次救急医療体制の確保や医療スタッフの確保・

配置等を行うことで、転院・在宅への移行促進を図り、回復期病床の増加に繋げる。 

 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

       （平成２８年度）    （令和７年度） 

    高度急性期    ２３床   →   １１９床 

    急性期   １，３７８床   →   ６８２床 

    回復期     ２１３床   →   ７０８床 

    慢性期     ７６４床   →   ４３０床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医

療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】         （平成２８年度）    （令和７年度） 

・在宅療養支援病院数          ４機関   →    ４機関以上 

・在宅療養支援診療所数         15機関   →    15機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数       ９機関   →    10機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数     68か所   →    68か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数    １機関※  →    １機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数   ５機関※  →    ５機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担軽減、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、

医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 １人(H29) → 5人以上(R7)  

・小児科医療に係る病院勤務医数 8.4人(H26) → 9.5人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 12.0人(H26) → 24.1人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 1機関(H26) → １機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ７機関(H26) → ７機関以上(R7) 

 

 

２．計画期間 

平成 31年４月１日～令和２年３月 31日 
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■松山圏域 

１．松山圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

松山圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、郡市歯科医師会、医療機関

に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域

の課題として、不足している病床機能の充実、医療機関相互の役割分担や連携の推進、在

宅医療の普及・推進、医療従事者の確保等が挙げられている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設整備やそれを推進する医療スタッフの確保・配置を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行

促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

       （平成２８年度）     （令和７年度） 

    高度急性期 ２，０７７床   →    ７８１床 

    急性期   ３，０２３床   →  １，９９５床 

    回復期   １，００１床   →  ２，０６７床 

    慢性期   ２，６６８床   →  １，８３６床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、特殊な環境における地域包括支援シ

ステム構築支援、特別な対応を要する在宅患者の歯科診療支援拠点の整備や、在宅医療に

携わる人材の育成確保等を通じ、圏域の在宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】         （平成２８年度）    （令和７年度） 

・在宅療養支援病院数          10機関   →    10機関以上 

・在宅療養支援診療所数        123機関   →   123機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数       54機関   →    54機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数     244か所   →   244か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数    ４機関※  →    ４機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数   33機関※   →    33機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において予定し

ている地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

 ・広域型特別養護老人ホーム   2,194床（23カ所） →  2,254床（24カ所） 

 ・併設ショートステイ   １カ所 

・認知症高齢者グループホーム  2,489床（151カ所） →  2,525床（153カ所） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師等養成所
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運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数  16人(H29) → 24人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数  71.5人(H26) → 71.5人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 46.1人(H26) → 80.2人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 

 18機関(H26) → 18機関以上(R7) 

 

２．計画期間 

平成 31年４月１日～令和３年３月 31日  

 

■八幡浜・大洲圏域 

１．八幡浜・大洲圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

八幡浜・大洲圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関に要望調

査を実施した上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題と

して、不足する医療機能を補完する医療機関の連携体制の整備、在宅医療推進のための連

携体制の構築、救急医療体制維持のための人材確保等が挙げられている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を推進する医療スタッフの確保・配置、ＩＣＴを活用した地域医療

ネットワークの基盤整備等を行うことで、転院・在宅への移行促進を図り、回復期病床の

増加に繋げる。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

       （平成２８年度）     （令和７年度） 

    高度急性期     ０床   →     ５９床 

    急性期   １，０２８床   →    ４８６床 

    回復期     ２３５床   →    ６９３床 

    慢性期     ６８９床   →    ４４３床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医

療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】         （平成２８年度）    （令和７年度） 

・在宅療養支援病院数          １機関    →   １機関以上 

・在宅療養支援診療所数         30機関    →   30機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数       ７機関    →   10機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数     57か所    →   57か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数    １機関    →   １機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数   12機関    →   12機関以上 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、院内保育施設の運営支援、歯科衛生士

の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数    31人(H29) → 32人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数  2.4人(H26) → 2.5人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数  10.0人(H26) → 44.4人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 1機関(H26) → １機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ８機関(H26) → ８機関以上(R7) 

 

２．計画期間 

平成 31年４月１日～令和３年３月 31日 

 

■宇和島圏域 

１．宇和島圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

宇和島圏域では、地元保健所が調整役となり、各市町、郡市医師会、医療機関等に要望

調査を実施した上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題

は、医療機関相互の役割分担・連携強化、救急医療体制の維持・確保、深刻な医師不足の

解消となっている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、病床の機能

分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

       （平成２８年度）     （令和７年度） 

    高度急性期    ３０床   →    １２０床 

    急性期   １，０４９床   →    ４１８床 

    回復期     ２８１床   →    ４５４床 

慢性期     ５６３床   →    ３０５床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

最新技術による遠隔診療支援により、地域の中核病院の機能強化と在宅医療提供体制の

充実を図る。 

【定量的な目標値】         （平成２８年度）    （令和７年度） 

・在宅療養支援病院数         ０機関     →   １機関以上 

・在宅療養支援診療所数         12機関    →   15機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数       14機関    →   14機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数    42か所    →   50か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数   ２機関    →    ２機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数  ６機関    →    ６機関以上 
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③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において予定

している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【定量的な目標値】  

 ・認知症高齢者グループホーム    387床（24カ所） →  405床（25カ所） 

 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所  0床（0カ所）  →  9床（1カ所） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、若手医師の育成拠点の整備、医療従事

者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数   12人(H29) → 23人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数  11.6人(H26) → 11.6人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 8.3人(H26) → 27.9人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 ５機関(H26) → ５機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ４機関(H26) → ５機関以上(R7) 

 

２．計画期間 

平成 31年４月１日～令和 12年３月 31日 

(4) 目標の達成状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法 

 (1) 関係者からの意見聴取の方法 

【これまでの調整状況】 

（医療関係） 

・平成 30 年６月 15 日  関係団体への要望調査、保健所への取りまとめ依頼（各圏域事業） 

・ ８月～９月    各圏域において医師会等の協力のもと地域医療構想調整会議等を 

実施。各圏域の事業を決定 

・平成 30 年 11 月 9 日   各圏域の検討結果を踏まえて、平成 30年度第１回地域医療構想推 

進戦略会議を開催し、31年度事業について意見聴取のうえ承認 

・ 11月～2月   平成 31年度当初予算編成作業 

・平成 31 年 3 月 20 日  平成 30 年度第２回愛媛県保健医療対策協議会において、30 年度実

施状況及び過年度実績について報告 

・令和元年 11 月 7 日  令和元年度第１回地域医療構想推進戦略会議を開催し、令和２年度

事業について意見聴取のうえ承認。また、令和元年度の交付申請予

定及び平成 30年度実績について報告 

 

（介護関係） 

・平成２９年７月１２日  介護関係団体に対し事前要望調査を実施 

・     ８月～１１月 介護関係団体と個別にヒアリングを実施 

・     １１月～    予算編成作業（事業選定、関係団体等との協議・調整） 

・平成３０年７月 ６日  介護関係団体に対し事前要望調査を実施 

・     ８月 ７日  福祉人材確保事業連携会議において協議 

・     ８月 ７日  愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会で意見聴取 

・     ８月～１１月 介護関係団体と個別にヒアリングを実施 

・     １１月～   予算編成作業（事業選定、関係団体等との協議・調整） 

・令和元年 ７月 ２日  愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会で意見聴取 

・     ７月２２日  介護関係団体に対し事前要望調査を実施 

・     ８月～１１月 介護関係団体と個別にヒアリングを実施 

・     １１月～   予算編成作業（事業選定、関係団体等との協議・調整） 

 

(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、地域医療構想推進戦略会議、愛媛県保健医療対策協議会、

愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会あるいは各分野に関して設置されている協議会

等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しなどを行うなどにより、計画を推

進していきます。 
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３－１．計画に基づき実施する事業(医療分) 

 

事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

      設備の整備に関する事業 

事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 

事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 

 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 

【№１（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(病床の機能

分化・連携を推進する基盤整備事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,331,100千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
新居浜・西条、松山 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和８年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、住み慣れた地域や自宅で生活し続けたいとい
うニーズが高まっていることから、円滑な在宅復帰につなげていくた
め、病床機能の分化・連携の推進を図る必要がある。 

アウトカム指標：併存症疾患治療センター新設後の外来患者数 5,772
人/年(H30年度末)→6,669人/年(R2年度末) 

事業の内容 
 平成 30 年度に実施した急性期病棟削減に伴う外来リハビリ室の移設
に伴い、その跡地に併存症疾患治療センターを整備する。 

アウトプット指標 
病床機能転換に取り組んだ後、施設の後利用に取り組む医療機関数：１
機関 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

併存症を有するがん患者は従来、併存症に対応できる総合病院での治
療を行っていたが、併存症疾患治療センターを整備することで同病院で
併存症を診れる機能を拡充し、入院治療患者の早期在宅復帰と地域包括
ケアシステムの強化促進につなげる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円)  

1,331,100 

基金充当

額（国費）

における

公民の別 

公 (千円) 

43,700 

基金 国（A）  (千円)  

443,700 民 (千円) 

400,000 都道府県 

（B） 

 (千円)  

221,850 

計 

（A＋B） 

 (千円)  

665,550 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C）    (千円)  

665,550 

備考 
基金支出見込額 令和２年度    165,550千円 

 令和３～７年度 各 100,000千円 
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事業の区分 １地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 

【№２（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(ＩＣＴを活用した

地域医療ネットワーク基盤整備事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

79,012千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
宇摩、八幡浜 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、住み慣れた地域や自宅で生活し続けたいとい

うニーズが高まっていることから、円滑な在宅復帰につなげていくた

め、病床機能の分化・連携の推進を図る必要がある。 

アウトカム指標：導入したシステム利用件数 (R元末見込)436件 

入院患者の平均入院日数 (導入前)15日→(導入後)13日 

事業の内容 
 医療機関が行うＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備

事業に対して補助を行い、地域医療連携を推進する。 

アウトプット指標 ＩＣＴの新規整備施設数（２機関） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医

療ネットワークの基盤整備を行い、病床の機能分化・連携を推進するこ

とで、回復期病床の割合の増加を図る。また、病院と診療所、老健施設、

デイサービス等を行う施設を回線で結び、院外のスタッフと行うカンフ

ァレンスを遅滞なく行うことで、多職種連携による退院支援をスムーズ

に行い、在宅医療に速やかに移行させることが可能となり、病診連携と

一層の病床機能分化が可能となる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円)  

79,012 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

26,099 

基金 国（A） 

 

 (千円)  

26,337 民 (千円) 

238 

 
都道府県 

（B） 

 (千円)  

13,169 

計 

（A＋B） 

 (千円)  

39,506 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C）   (千円)  

39,506 

備考 
基金支出見込額 令和元年度     331千円 

        令和２年度   39,175千円 
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事業の区分 １地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 

【№３（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(医療施設近

代化施設整備事業)  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

348,294千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
松山 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

 現状は数次の増改築により院内が複雑・狭隘となり、今後の医療の高

度化、病床機能分化に伴う診療機能の拡充に十分に対応できない。また、

当該施設の構造的な老朽化により、災害拠点病院としての機能も果たす

ためには早急に耐震化を図る必要があるため、全面建替えを行う。 

アウトカム指標：病棟建替前の病床数：650 床（高度急性期 166 床、急

性期 484床）(H29.7)→586床（高度急性期 144床、急性期 442床）(R3.4)  

事業の内容 

 医療機関が実施する、病床転換を伴った医療施設の近代化と患者の

衛生環境改善を目的とした病棟建替えに対し補助を行う。（旧国庫補助

の振替事業） 

 なお、今回の建替えは松山区域の地域医療構想に基づき基幹病院と

しての機能分化を図る松山赤十字病院の「公的医療機関等 2025プラ

ン」に基づき、病床機能の転換を伴うものとなっている。 

アウトプット指標 
病床機能転換を伴う医療施設の近代化、環境改善に取り組む医療機関

数：１機関 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

病床機能転換等を伴う施設近代化整備等を行うことで、圏域内の病床機

能分化・連携を促進させる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円)  

348,294 

基金充当

額（国費）

における

公民の別 

公 (千円) 

116,098 

基金 国（A）  (千円)  

116,098 民 (千円) 

0 都道府県 

（B） 

 (千円)  

58,049 

計 

（A＋B） 

 (千円)  

174,147 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C）    (千円)  

174,147 

備考  
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事業の区分 １地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 

【№４（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(愛媛県広域災害・救

急等医療情報システム構築事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

239,267千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、医療機関、消防機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域によって医療機能に偏りがあることから、不足する医療機能の充実と医

療機関・圏域間の連携強化を図るとともに、不足が見込まれている高度急性期

と回復期の病床確保に向けた取組みの促進が必要である。 

現状では、搬送先の選定は「手当たり次第」であり、正しい搬送先に正しく

搬送されているかの判断は搬送中も搬送後もできない状態であること、また、

地域によって情報に偏りがあり、かつ分析ができない状態であることから、シ

ステムを活用した病床機能の分化及び連携促進として、医師会ネットワークな

どをはじめとした地域医療ネットワークとの連携や救急搬送データの事後検証

機能を導入することが有効であると考える。 

アウトカム指標： 

救急搬送情報の入力件数 75,335件（H30）→ 76,000件（R元） 

事業の内容 

①広域災害・救急等医療情報システムにおいて、救急現場と医療機関をネット

ワークで接続し、患者情報を共有するシステムを構築することで、各医療圏域

の救急医療体制の強化と他圏域との連携強化を図るとともに、システム内に集

約した医療機関の機能情報と蓄積した救急搬送情報のデータを活用し、医療機

関ごとの役割分担や構想区域ごとの医療提供体制を明確化し、病床機能の転換

を促す。 

②広域災害・救急等医療情報システムにおいて、正しく搬送先を選定すること

ができたか分析するために事後検証システムを構築することで救急搬送時の医

療機関の選定に関する情報共有を促す。 

アウトプット指標 アウトカム指標：接続機関数 2,794件（H30）→ 2,800件（R元） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

救急搬送情報の入力件数の増加により、集約された医療機関の受け入れ情報

や搬送患者情報をより高い精度で分析することで、各圏域内の医療機関の役割

が明確になり、病床機能分化・再編が図られる。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円)  

239,267 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

 (千円)  

159,511 民 (千円) 

159,511 都道府県 

（B） 

 (千円)  

79,756 

計 

（A＋B） 

 (千円)  

239,267 

うち受託事業等 

(千円) 

159,511 その他（C）  (千円) 

 

備考  
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事業の区分 １地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 

【№５（医療分）】 

医科歯科連携推進事業（機能分化のための歯科衛生

士確保事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,828千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
八幡浜・大洲 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

早期退院の実現により病床の機能分化を促進するため、医科歯科連携

の重要性が指摘されているものの、現状では歯科医療関係者を配置して

いる病院は少なく、歯科医療関係者を交えたチーム医療を実施する体制

になっていない。 

アウトカム指標：平均在院日数の短縮（H30：30.5日→R2：30.0 日）に

よる慢性期→回復期病床への転換促進 

事業の内容 

【医科歯科連携歯科衛生士等配置事業】 

在宅復帰を目指す患者の早期退院を促し、地域の病床の分化を促進する

ため、病棟・外来に歯科衛生士を配置し、患者の口腔管理や退院時の歯

科医療機関の紹介等を行う。 

アウトプット指標 歯科衛生士を配置する病院数 ２施設 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

 歯科衛生士の病院への配置が増えることで在宅復帰を目指す患者の

早期退院を促し、在院日数の短縮により病床の分化を図る。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

5,828 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

3,885 民 (千円) 

3,885 
都道府県 

（B） 

(千円) 

1,943 

計 

（A＋B） 

(千円) 

5,828 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

 

備考  
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事業の区分 １地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 
【№６（医療分）】 

病床機能分化医療スタッフ配置事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

83,722千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

本県では、高度急性期と回復期の病床機能が不足しているが、特に高度急性

期への病床転換は、人材確保とセットで進めるべきであり、急性期機能の医療

機関が将来、高度急性期に転換するためには、本県としてはまず人材確保が必

要と考えている。このため、要支援機関への医師派遣や救急医療機関のオンコ

ール体制確保、地域医療連携室の新設・拡充等に伴う人材確保、地域医療構想

アドバイザーによる地域医療構想達成に向けた技術的支援等のソフト事業を、

地域医療構想に基づき連携の推進を図りながら、病床転換に先行して実施する

こととしている。 

アウトカム指標：〇支援を受け体制を確保できた医療機関数（目標：26機関） 

〇退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した患者数の割合（病床機能報

告制度）（H29:78.5％→R元:78.7％）による慢性期→回復期病床への転換促

進 

事業の内容 

○高度急性期病床が不足する圏域で、病床転換に先行して、地域連携により支

援が必要な医療機関に対し、医師派遣を行う病院への支援。 

○急性期病院から回復期病院への転院など、機能分化に応じた病院間連携を推

進するための医療スタッフの確保・配置 等 

アウトプット指標 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師の診療時間（目標：10,000時

間以上） 

○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（６圏域） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

地域の連携体制が構築・強化されることにより、病院間の転院や在宅への復

帰等を促進する。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

83,722 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

  282 

基金 国（A） 

 

(千円) 

55,814 民 (千円) 

55,532 都道府県 

（B） 

(千円) 

27,908 

計 

（A＋B） 

(千円) 

83,722 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） (千円) 

      

備考 
基金支出見込額 令和元年度   15,803千円 

        令和２年度   67,919千円 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【№７（医療分）】 

遠隔診療支援システム整備モデル事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

226,544千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
宇和島 

事業の実施主体 県、医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和１２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

愛南町における医師減少率は 38.8％（H8～H28）であり、他地域と比較
し高いほか、愛南町を支える県立南宇和病院は 24 時間 365 日の救急対
応や緊急呼び出し等による医師の負担は大きい。 

同町では、地域医療人材確保・育成モデル事業（29年度から 3年間）を
実施するなど、地域一体となって不足する医療資源の有効活用化に向け
た取組みを行っており、今後、築き上げた連携体制を有効活用し、５Ｇ
等の最新技術の活用を見据えた地域医療支援システムを構築すること
により必要な地域医療提供体制を確保することが期待されている。 

アウトカム指標：システムによる映像伝送件数 0→3,300件/年（R3年度末）  

事業の内容 

５Ｇ通信を見据えた映像伝送システム及び県立南宇和病院の診療体制
強化を目的とした地域医療情報連携システムを導入し、介護を含めた効
率的・効果的な地域医療提供体制の構築を図る。 
訪問診療（看護・介護）時にタブレットを用いて在宅患者の状態をリア
ルタイムで主治医に映像伝送し、遠隔から的確な診療支援を行う体制を
整備する。また、南宇和病院では患者映像に加え同院患者の電子カルテ
等の情報を共有し、在宅診療研修を行う若い医師等に対し指導医が遠隔

から指示できる体制を構築するなどの機能強化を図る。 

アウトプット指標 遠隔から助言支援を受けた人数（患者・医療従事者）360人/年（R3） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

映像等伝送により、遠隔から専門医や主治医が顔の見える医療を提供す

ることで、在宅患者や医療従事者等の安心へと繋がり、地域医療の活性

化が図られる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

226,544 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

13,333 

基金 国（A） 

 

(千円) 

133,333 民 (千円) 

 都道府県 

（B） 

(千円) 

66,667 

計 

（A＋B） 

(千円) 

200,000 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

26,544 

備考 
基金支出見込額 令和２年度 5,124千円、令和３～10年度 各 22,500

千円、令和 11年度 14,876千円 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【№８（医療分）】 

口腔保健センター整備事業費 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

120,000千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が増加の一途をたどっているにもかかわらず、住み慣れた地域
や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制は十分とは
言えない現状であることから、地域における包括的かつ継続的な在宅医
療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 

また、要介護高齢者や障がい者（児）の中には、適切な治療のため特別
な配慮が必要となる場合のほか、全身麻酔等による全身管理が必要なケ
ースが増えている。 

アウトカム指標：  

・全身麻酔下歯科診療受診患者（Ｈ30：55名→Ｒ3：57名（５％増）） 

・スペシャルニーズ歯科診療受診患者（Ｈ30：2,105 名→Ｒ3：2,210 名（５％増）） 

・巡回歯科診療受診患者（Ｈ30：2,497名→Ｒ3：2,621名（５％増）） 

・訪問歯科診療受診患者（Ｈ30：308名→Ｒ3：323名（５％増）） 

事業の内容 

要介護高齢者や障がい者（児）患者に対する訪問診療、巡回診療の実施の

ほか、かかりつけ医など一般の歯科診療所が行う在宅歯科診療によっては対

応が困難な、特別な支援を要する患者に対しての後方支援を担うなど、本県

の在宅歯科医療の拠点となる愛媛県口腔保健センターに係る施設整備に対す

る補助。 

アウトプット指標 

・全身麻酔下歯科診療実施体制：週１日以上 

・スペシャルニーズ歯科診療実施体制：週３日以上 

・巡回歯科診療実施体制：週１日以上 

・訪問歯科診療実施体制：週２日以上 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

在宅歯科医療の拠点を整備することで、在宅等において医療を受ける患者数を

増加させる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

120,000 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

40,000 民 (千円) 

40,000 都道府県 

（B） 

(千円) 

20,000 

計 

（A＋B） 

(千円) 

60,000 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（C） 

 

 (千円) 

60,000 

備考 
基金支出見込額 令和２年度   48,247千円 

        令和３年度   11,753千円 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【№９（医療分）】 

在宅医療普及推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

131,414千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、市町、郡市医師会、医療機関、ＮＰＯ 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

 高齢者が増加の一途をたどっているにもかかわらず、住み慣れた地域
や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制は十分とは
言えない現状であることから、地域における包括的かつ継続的な在宅医
療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 

また、地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療の提供、
受診に繋げる必要がある。 

さらに、島しょ部において地域包括ケアシステムを構築するためには
移動手段の確保が欠かせないため、機器を整備が必要がある。 

アウトカム指標： 
・在宅等での死亡割合の増加（H29：25.2％→R元：25.7％） 
・離島での在宅医療・訪問看護等の実施件数（目標：R 元：0 件→R3 年
度末：120件） 

事業の内容 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の設置 
・運営、市町や地域ごとに在宅医療の課題への対応を検討する協議会 
・研修等の開催、一般市民に対する在宅医療の普及啓発等(講演会の開
催等) 
・島しょ部における在宅医療の普及推進に必要な船舶の整備 

アウトプット指標 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の開催回数(目標：1回
以上) 
・研修や講演会等に取り組む団体数（市、郡市医師会、病院、訪問看護

協会、ＮＰＯ法人など）（目標：９団体） 
・在宅医療の起点となる離島の診療所への移動用船舶導入(1隻) 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

在宅医療等の提供体制を整備し、地域住民への周知及び実際の利用を
促進することで、在宅等での看取りに繋げる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

131,414 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

46,445 

基金 国（A） 

 

(千円) 

50,804 民 (千円) 

4,359 都道府県 

（B） 

(千円) 

25,403 

計 

（A＋B） 

(千円) 

76,207 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

55,207 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  1,000千円 

令和２年度 75,207千円 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【№10（医療分）】 

在宅医療連携体制構築事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

18,549千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 郡市医師会、県歯科医師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

 高齢者が増加の一途をたどっているにもかかわらず、住み慣れた地域

や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制は十分とは

言えない現状であることから、地域における包括的かつ継続的な在宅医

療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 

さらに地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療の提

供、受診に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加（H29：25.2％→R元：25.7％） 

事業の内容 

在宅医療に携わる他職種の支援、情報の集約等の機能を備えた在宅医

療連携拠点や、特別な支援を要する者に対して治療を行うことのできる

システムの拠点となる在宅歯科医療支援センターの運営に対する補助 

アウトプット指標 地域の連携体制の強化に取り組む医療機関数（目標：２機関） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

在宅医療の拠点を整備することで、在宅等において医療を受ける患者

数を増加させる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

 (千円) 

18,549 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

基金 国（A） 

 

(千円) 

12,366 民 (千円) 

12,366 都道府県 

（B） 

(千円) 

6,183 

計 

（A＋B） 

(千円) 

18,549 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

備考  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【№11（医療分）】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,086千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢化が進行する中、歯の保存状況と咀嚼機能の回復は全身の健康と

生命予後にも影響することが研究により明らかとなっているが、在宅歯

科診療の供給体制は十分ではないため、歯科、医科、介護及び行政等の

連携体制を構築して窓口機能を一元化するとともに、住民への普及啓発

を行う必要がある。 

アウトカム指標：在宅での歯科診療訪問回数の増加 

歯科診療訪問回数の増加（H30：50,445回→R2：52,967回(５％増)）  

事業の内容 

・各連携機関との調整窓口 

・在宅歯科医療希望者等の相談窓口 

・在宅歯科医療や口腔ケア指導等の実施歯科診療者等の紹介 

・居宅患者に対する歯科診療者の派遣 

・在宅歯科医療に関する広報・啓発 

アウトプット指標 連携室による相談対応件数 H30：1,403件→R2見込：1,473件(５％増) 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

在宅での療養を希望する患者に対する連携室による相談対応件数が

増えることで、在宅医療への移行を促す。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

11,086 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

7,390 民 (千円) 

7,390 都道府県 

（B） 

(千円) 

3,696 

計 

（A＋B） 

(千円) 

11,086 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

備考  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【№12（医療分）】 

薬剤師支援事業（在宅医療支援薬剤師等普及事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】  

9,446千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県薬剤師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

在宅医療を推進するためには、薬剤師の関与が必要不可欠であるが、

質の高い薬学管理の実現に向けた取り組み人材不足等が大きな問題に

なっている。また、医療機関を退院した患者と在宅対応が可能な薬局を

いかにしてつなぐかが問題となっている。 

アウトカム指標：薬局・医療施設従事薬剤師数（人口 10万人対数）の増

加（医師歯科医師薬剤師数調査）（H28:170.0人→R2:181.3人） 

事業の内容 
在宅医療に係る薬剤師の育成を行うとともに、在宅医療連携の拠点整備

及び在宅医療薬剤師の確保を行う。 

アウトプット指標 
在宅医療に係る薬剤師の養成研修会（３回） 

新たに在宅医療に関わる薬剤師の研修会（３回） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

在宅医療に係る薬剤師を養成することで、質の高い薬学管理を行うこと

ができる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

9,446 

基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

 (千円) 

6,297 民  (千円) 

6,297 都道府県 

（B） 

 (千円) 

3,149 

計 

（A＋B） 

(千円) 

9,446 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

備考  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【№13（医療分）】 

看護師等育成強化事業（訪問看護管理者研修） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

741千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

在宅医療を推進するために訪問看護が果たす役割は大きいが、短期間

で管理者が代わるなど運営に苦慮する事業所もある。そこで、管理者が

必要な能力を学び実践し、運営の安定化を図ることで、居宅における適

切な医療・介護サービスの提供体制を確保する必要がある。 

アウトカム指標：県内の訪問看護ステーション数 156ヶ所(H30年度末)

→156ヶ所以上(R1年度末) 

事業の内容 

〇看護職員に対し必要な知識や技術を習得させるための研修を実施し、

より高度な知識と技術を持った看護職員の育成・確保を進める。 

○訪問看護管理者研修（訪問看護ステーション管理者を対象にした研

修会の実施（各圏域５回/年） 

アウトプット指標 
訪問看護管理者研修会に参加した施設数（累計）103施設（H30)→105施

設（R元） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

訪問看護管理者として必要な能力を学び知識や技術を身につけてい

き、事業所運営の安定化を図ることで、施設の従事者が安心して質の高

い訪問看護を提供できるだけでなく、人材確保にもつながる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

741 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

494 民 (千円) 

494 都道府県 

（B） 

(千円) 

247 

計 

（A＋B） 

(千円) 

741 

うち受託事業等 

(千円) 

494 その他（C） 

 

(千円) 

備考  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№14（医療分）】 

医師育成キャリア支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

134,310千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和１２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医師の地域間・診療科間の偏在や医師の高齢化により、地域医療に必

要な医師が不足しており、医師の確保及び若手医師の県内定着が急務と

なっている。 

アウトカム指標： 人口 10 万人当たり医療施設従事者数の増加（262.5

［H28］→271.4［H30］→275.5［R2］） 

事業の内容 

地域医療支援センターの運営により、若手医師や医学生のキャリア形
成支援をはじめ、医師不足病院への支援などを行うとともに、県内外の

医学生のネットワークづくりによる卒後Ｕターンを促進し、若手医師の
県内定着を図る。 
また、医師不足が深刻な愛南地域で、地域の実情に応じた医療連携体

制の構築や人材育成手法を検討し、限りある医療資源を有効活用して地
域医療の充実を図り、同様の問題を抱える地域のモデルとする。 
さらに、愛南地域を総合診療科医師を目指す医学生や若手医師の研修

拠点化する。 

アウトプット指標 

・医師派遣・あっせん数（R2年度目標：91名） 
・キャリア形成プログラムの作成数（R2目標：24プログラム） 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割合
（目標：100％） 

・県立南宇和病院への実習生・若手医師の配置（R12 目標：年 20 名程

度） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

県内でキャリア形成できるプログラム等の環境を整え、派遣・あっせ
ん等を行うことで、医師不足地域における若手医師をはじめとする医師
の地域医療への従事・定着につなげる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

134,310 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

87,942 

基金 国（A） 

 

(千円) 

89,540 民 (千円) 

1,598 都道府県 

（B） 

(千円) 

44,770 

計 

（A＋B） 

(千円) 

134,310 

うち受託事業等 

(千円) 

1,598 その他（C） 

 

(千円) 

備考 
基金支出見込額 令和元年度 60,000千円、令和２年度 47,310千円、 

        令和３～10年度以降 各 3,000千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

【№15（医療分）】 

医師確保対策推進事業（（女性医師等就労支援事業、

若手医師等定着支援モデル事業、医師確保対策普及

啓発事業、地域医療キャリア形成支援センター運営

協議会運営経費） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】

4,207千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、郡市医師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

〇地域医療に従事する医師等の確保のために普及啓発を図る。 

〇増加傾向にある女性医師の出産・育児による離職防止や再就業を促進

し、地域医療に必要な医師の確保を図る。 

〇県内の医師偏在が顕著化する中、医師少数地域での医師確保・定着促

進は急務であり、地域の特性に応じた対策が必要。 

アウトカム指標：〇 医療施設従事医師数に占める女性医師の割合（医

師・歯科医師・薬剤師調査）（H28：17.4％→H30：18.0％→R元：18.3％） 

〇圏域における医師数（医師・歯科医師・薬剤師調査）（H30調査の各圏

域の数値より 1人以上増加） 

事業の内容 

○県ホームページやリーフレット作成、車両リース等経費。 

〇女性医師からの再就業に係る相談業務、再就業先の情報収集、研修会

等の開催等により、女性医師等の離職防止や再就業の促進を図る。 

〇各圏域の郡市医師会等が中心となって若手医師・医学生に対して研修

会等を開催し、医師少数区域への定着促進を図る。 

アウトプット指標 

〇女性医師の就労等に関する研修会・講演会等の参加人数 対前年比

10％増（H29：1回当たり平均 33人→R元：同 37人） 

〇研修会等に参加した若手医師・医学生の人数(各圏域 延べ 30人) 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

〇研修会や講演会等の開催により、女性医師の就労等に関する理解を促

進し、県内女性医師の定着につなげる。 

〇研究会等の開催を通じ、圏域内を訪れる研修医や医学生に対する教育

体制の充実を図り、圏域内での医師定着につなげる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

4,207 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

1,268 

基金 国（A） 

 

(千円) 

2,804 民 (千円) 

1,536 都道府県 

（B） 

(千円) 

1,403 

計 

（A＋B） 

(千円) 

4,207 

うち受託事業等 

(千円) 

666 その他（C） 

 

 (千円) 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  2,304千円 

        令和２年度  1,903千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

【№16（医療分）】 

医師確保対策推進事業（ドクターバンク、プラ

チナドクターバンク） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

170,410千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、県医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和１２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

〇県内外の医療機関を退職（退官）する医師を主ターゲットに県医師会、

愛媛大学等との緊密な連携のもと、医師不足地域等の医療機関とのマッ

チングを図り、地域医療を下支えする仕組みを構築する。 

アウトカム指標：〇松山圏域を除く医療施設従事医師数（医師・歯科医

師・薬剤師調査）（H26：1,429人→H28：1,429人→H30：1,430人→R2：

1,434人） 

事業の内容 

〇愛媛県医師会に事業運営委託し、愛媛大学医学部及び県と連携し

て、求人者及び求職者が円滑にマッチングできるよう調整し、ニーズ

の掘り起こしを行う。 

〇医師不足地域のニーズ調査や求人者・求職者の掘り起こしに当た

り、事業運営委員会を設置する。 

アウトプット指標 
〇医師斡旋成約数 年４件（プラチナ３、バンク１） 

〇医師斡旋のための紹介件数 年 2,000件 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

〇医師斡旋成約のために、医師データベースの活用や関係機関との連携

により、対象者の掘り起こしやマッチング交渉を実施。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

170,410 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

11,980 

基金 国（A） 

 

(千円) 

113,606 民 (千円) 

101,626 都道府県 

（B） 

(千円) 

56,804 

計 

（A＋B） 

(千円) 

170,410 

うち受託事業等 

(千円) 

101,626 その他（C） 

 

 (千円) 

備考 基金支出見込額 令和２～11年度 各 17,041千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№17（医療分）】 

医師確保対策推進事業（産科医等確保支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,250千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 大学 

事業の期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

〇県下で産科に関わる医師・助産師等を目指す研修医・学生を対象にシ

ミュレーション教育を通じた研修を開催し、産科診療に必要な知識やス

キルを修得させ、愛媛県の参加医療提供体制の強化、底上げを図る。 

アウトカム指標：〇愛媛県内の産科・産婦人科医師数（医師・歯科医師・

薬剤師調査）（H26：124人→H28：120人→H30：120人→R2：122人） 

事業の内容 
〇NPO法人周生期医療支援機構の指導を受けながら、産科診療に必要な

知識やスキルの修得を図る「ALSOプロバイダーコース」を開催。 

アウトプット指標 
〇産科の専門医取得プログラムを選択する県内医師の増 

（令和元年度：３人→令和２年度以降毎年５人程度） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

〇継続した取組を重ねることで医学生や若手医師に必要性を訴えるこ

ととなるほか、スキルアップ教育を継続することが県内の産科医療の質

の向上につながる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

7,250 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

3,333 

基金 国（A） 

 

(千円) 

3,333 民 (千円) 

 都道府県 

（B） 

(千円) 

1,667 

計 

（A＋B） 

(千円) 

5,000 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（C） 

 

 (千円) 

2,250 

備考 基金支出見込額 令和２～６年度 各 1,000千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№18（医療分）】 

救急医療対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

69,442千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、消防本部、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

小児救急への対応が可能な医療機関の確保が困難となっているため、

小児二次救急医療体制に参画する医療機関を支援し、体制の維持・確保

を図る必要がある。また、救急搬送時間が延長するとともに、搬送件数

が増加する中にあって、救急患者受入体制の維持・確保のために救急医

療機関の円滑な受入及び医師の負担軽減を図る必要がある。 

アウトカム指標：二次救急医療機関数 46機関(H30)→46機関(R元) 

※二次医療機関の負担軽減が医師の負担軽減、医師等の確保につながる 

事業の内容 

輪番制により小児二次救急医療等を実施している医療機関や、輪番制

病院への警備員配置に対し運営費を補助するとともに、救急搬送システ

ムを運用することにより救急搬送体制を強化する。 

アウトプット指標 
小児二次救急実施地区数（２地区（維持）） 

救急搬送システム運用実施機関（14消防機関（維持）） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

小児二次救急医療の運営を支援し、救急搬送システムを効果的に運用

することで、県内医師の負担を軽減し、医師の定着を図る。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

69,442 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

27,362 

基金 国（A） 

 

(千円) 

46,294 民 (千円) 

18,932 都道府県 

（B） 

(千円) 

23,148 

計 

（A＋B） 

(千円) 

69,442 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（C） 

 

 (千円) 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  32,958千円 

        令和２年度  36,484千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№19（医療分）】 

小児救急医療電話相談事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,390千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

時間外における小児軽症患者の救急受診が医療現場の負担となり、地

域医療の維持が困難になっている。 

アウトカム指標：♯8000満足度の維持 100％(H30) → 100％(R元) 

事業の内容 
小児の急な病気やケガに関する保護者の相談に対し、医師、看護師が

電話相談に応じる。 

アウトプット指標 年間相談件数（10,000件以上） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

県民のニーズに応じた相談体制を毎日確保することにより、電話相談

者の適正な救急受診に繋げる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

26,390 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

2,242 

基金 国（A） 

 

(千円) 

17,593 民 (千円) 

15,351 都道府県 

（B） 

(千円) 

8,797 

計 

（A＋B） 

(千円) 

26,390 

うち受託事業等 

(千円) 

15,351 その他（C） 

 

 (千円) 

備考  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

【№20（医療分）】 

医科歯科連携推進事業（歯科医療従事者等人材

養成事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

65,277千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会、郡市歯科医師会、県歯科技工士会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

口腔の衛生状態や健康度が、治療と病気の進行度や予後に大きく関わ

ることから、医科歯科連携や口腔ケアの重要性が高まっているが、これ

らの業務に従事する歯科衛生士等の歯科医療関係者は、現状では主に歯

科医療機関内で歯科医師の治療の補助に当たるに留まっているため、人

材が不足している。 

アウトカム指標：就業歯科衛生士数の増加（H30：1,601 人→R2：1,681

人→R3：1,723人） 

事業の内容 

がんや認知症に関する研修会等の開催による歯科医療従事者等の人

材養成、歯科技工士に対する離職防止や復職支援の実施、就学支援制度

や復職に必要な研修の実施、歯科衛生士養成所の設備整備による歯科衛

生士の確保等 

アウトプット指標 歯科衛生士に対する研修の実施回数（延べ 68回） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

歯科衛生士に対する研修の機会を増やすことにより、現在離職してい

る衛生士の復職を促し、医科歯科連携や口腔ケアの体制整備を図る。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

65,277 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

43,518 民 (千円) 

43,518 都道府県 

（B） 

(千円) 

21,759 

計 

（A＋B） 

(千円) 

65,277 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（C） 

 

 (千円) 

 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  6,444千円 

        令和２年度  58,833千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№21（医療分）】 

歯科衛生士養成所施設設備整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

117,479千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
新居浜・西条 

事業の実施主体 郡市医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

県内全体の歯科衛生士数は近隣県と比較し少数であり、県内比較にお

いても東予地区の歯科衛生士数は少ない。 

また、新居浜西条地域医療構想区域においては、医科・歯科連携が必

要な糖尿病やガンの患者が多く、今後、在宅歯科医療連携室の充実を図

るためにも歯科衛生士の人材養成・確保が必要である。 

このような中、新居浜市歯科医師会から、慢性的な東予地区の歯科衛

生士不足解消のため、基金を活用した新居浜市内への養成所設置要望が

あったもの。 

アウトカム指標：新設養成所への入学者数：24名（定員数）（R3～） 

事業の内容 

基金充当の是非、設置の必要性、学生確保の見通し、学校運営方針

等を総合的に勘案した結果、事業計画に一定の合理性が認められるた

め、養成所設置に係る施設及び設備費の一部を補助するもの。（養成所

運営は学校法人が行う。） 

アウトプット指標 養成所卒業後の東予地域への就職者数：20名（R6～） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

東予地域出身者の入学者数及び出身地域への就職者数の増加が見込ま

れ、東予地域の歯科保健医療の充実化が図られる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

117,479 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

39,159 民 (千円) 

39,159 都道府県 

（B） 

(千円) 

19,580 

計 

（A＋B） 

(千円) 

58,739 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（C） 

 

 (千円) 

58,740 

備考  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№22（医療分）】 

医療勤務環境改善支援センター運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,574千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医師や看護職員など医療従事者の離職防止等を図るため、各医療機関

における医療従事者の勤務環境改善に係る取組を促進する必要がある。 

アウトカム指標：病院常勤看護職員離職率の低下（H28:9.5％→R

元:9.0％） 

事業の内容 

医療機関から勤務環境の改善に係る相談を受け、医業経営の専門家や

医療労務管理の専門家が助言等を行い、必要に応じて訪問による支援を

実施するほか、勤務環境改善の必要性を啓発する研修会等を開催する。 

アウトプット指標 
センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機関数（1 ヶ所

以上） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

医業経営の専門家等が電話相談対応や訪問支援等を実施することに

より各医療機関の取組みを促進し、勤務環境改善計画の策定・実施に繋

げることで、医師や看護職など医療従事者の離職率の低下を図る。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

9,574 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

516 

基金 国（A） 

 

(千円) 

6,382 民 (千円) 

5,886 都道府県 

（B） 

(千円) 

3,192 

計 

（A＋B） 

(千円) 

9,574 

うち受託事業等 

(千円) 

5,866 その他（C） 

 

 (千円) 

備考 
基金支出見込額 令和元年度 4,787千円 

        令和２年度 4,787千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№23（医療分）】 

医療従事者勤務環境整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,280千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

限られた医療資源を有効に活用する必要があることから、看護職員の離

職防止等を図るため、各医療機関における職場環境改善に係る取組みを

促進することが求められている。 

アウトカム指標：病院常勤看護職員離職率の低下（H28:9.5％→R

元:9.0％） 

事業の内容 
ナースステーションや休憩室（仮眠室）、宿舎など医療従事者の職場環

境改善のための施設整備 

アウトプット指標 医療従事者の職場環境改善のための施設整備数（１機関） 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

医療従事者の職場環境改善のための施設・設備整備を行い、医療従事者

の職場環境を改善することで、医療従事者数の増加を図る。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

29,280 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

9,600 民 (千円) 

9,600 都道府県 

（B） 

(千円) 

4,800 

計 

（A＋B） 

(千円) 

14,640 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（C） 

 

 (千円) 

14,640 

備考  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№24（医療分）】 

看護師等研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

53,827千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

少子高齢化の進行による医療ニーズの増大と高度化、療養の場の多様化に伴う看護

ニーズに対応するためには、看護職員の確保・定着と質の向上が不可欠だが、新人看

護職員の離職率が全国平均に比して高いことや、小規模施設においては自施設内での

研修受講機会が少なく、看護職員としてのスキルアップが図りにくい等の課題がある。 

アウトカム指標：①県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職として就職した者

の割合（H30：90.3％→R元：90％以上） ②新人看護職員離職率（H30：8.8％→R 元：

7.5％以下） 

事業の内容 

看護教員及び看護職員に対し必要な知識や技術を習得させるための研修を実施し、

看護職員の資質向上と職場定着を進める。 

〇実習指導者講習会事業、〇看護教員継続研修事業、〇新人看護職員研修事業、〇新

人看護職員研修体制支援事業（新人看護職員がガイドラインに沿った研修を受けるこ

とのできる環境を整備するための方策の検討、中小規模病院の新人看護師対象の合同

研修の開催等）、〇看護職員県内定着促進事業（看護職員確保・定着のために、中高生

に対し看護職員の魅力発信、潜在看護職員の実態把握等） 

アウトプット指標 

〇看護教員継続研修事業修了生の延人数（H30：177人→R元：180 人以上） 

〇新人看護職員研修責任者・教育担当者研修事業の参加延人数（H30：313 人→R 元：250 人以上）  

〇看護職員人材派遣研修の利用施設数（H30：52件→R 元：50 件以上） 

〇ふれあい看護体験の参加延人数（H30 年：515人→R元：500人以上） 

〇看護職員合同就職説明会の参加延人数（H30 年：294 人→R元：250 人以上） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

養成学校等の教員の資質向上と特に離職率が高い新人職員への研修を手厚く実施す

ること等により、看護職員確保と県内定着を図る。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

53,827 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

808 

基金 国（A） 

 

(千円) 

35,884 民 (千円) 

35,076 都道府県 

（B） 

(千円) 

17,943 

計 

（A＋B） 

(千円) 

53,827 

うち受託事業等 

(千円) 

4,478 その他（C）  (千円) 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  33,494千円 

        令和２年度  20,333千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№25（医療分）】 

看護師等支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,842千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会、看護師養成所 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

少子高齢化の進展による医療ニーズの増大と高度化、療養や生活の場

の多様化に伴う看護・介護ニーズに対応していくために、より質の高い

看護職を育成し、定着、離職防止を図る必要がある。 

アウトカム指標：ナースセンター登録者のうち復職した人数  

311人（H30）→340人（R元） 

事業の内容 

更なる看護職員の確保が必要であるため潜在看護師等に着眼し、再就

業支援事業等を実施することで看護職員の定着、復職を図る。また、県

内中小病院の看護職員を対象にした実態調査を実施する。 

・中小病院等看護職員離職防止支援事業 

・就労環境改善事業 ・看護教員養成支援事業 ・再就業支援事業 

アウトプット指標 

・看護職員離職時等の届出数 （目標：350人以上） 

・届出者のうち復職を希望する者の割合 

（目標：H30年度(53％)と比較して増加→R元年度(55％)） 

・潜在看護師等を対象とした復職支援研修の受講人数 

（目標：H30年度(53人)と同程度→R元年度(50人以上)） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

研修会など看護職個々に対しての支援と、魅力ある職場づくりを目指

した医療機関等への支援を実施することにより、看護職の離職率の低

下、定着を図る。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

(千円) 

10,842 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

268 

基金 国（A） 

 

(千円) 

7,228 民 (千円) 

6,960 都道府県 

（B） 

(千円) 

3,614 

計 

（A＋B） 

(千円) 

10,842 

うち受託事業等 

(千円) 

915 その他（C） (千円) 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  10,048千円 

        令和２年度    794千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№26（医療分）】 

保健師等指導事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,191千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

疾病構造や人口構造などの変化に伴い、地域住民の医療・介護、健康

に対するニーズは多様化してきている。そこで、公衆衛生の視点から地

域の健康課題に着目できる保健師の能力強化を目指した計画的な人材

育成が必要である。 

アウトカム指標：自組織の上司・同僚と連携し、組織的活動を計画・

実践できていると答えた保健師数 6人中 5人(H30)→目標 全ての受

講生（R元） 

事業の内容 

今後の保健師の活動の方向性や人材育成のあり方を検討し、活動の要

となるリーダー期や中堅期保健師を対象とした研修会を実施して、組織

内での役割を再認識し必要な能力の強化を図る。 

〇保健活動に関する検討事業 

〇リーダー期・中堅期保健師スキルアップ研修 

アウトプット指標 

〇研修会参加数と組織数 （目標 15人 15組織） 

〇リーダー期・中堅期保健師の役割と今後の取組みが明確になった受講

者数 6人中 6人（H30）→目標 全ての受講生（R元） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

地域保健活動の中核を担う中堅期保健師が研修会に参加し、中堅期の

役割と今後の取り組みを明確にすることで、自組織での活動を計画的に

実践する能力を養う。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

 (千円) 

1,191 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

794 

基金 国（A） 

 

(千円) 

794 民  (千円) 

 都道府県 

（B） 

(千円) 

397 

計 

（A＋B） 

(千円) 

1,191 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

備考  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№27（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

203,204千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 看護師養成所の設置者 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

看護職員は依然として不足が見込まれ、新規確保を図る必要があるこ

とから、看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所の

運営継続のためには運営費に対する補助が必要。 

アウトカム指標：卒業者に占める県内就業率の増加（H29:72.8％→

H30:73.8％→R元:73.3％→R2:74.3％） 

事業の内容 

〇依然として不足が見込まれる看護職員の新規確保の根幹的な役割を

果たす看護師等養成所の運営に対する補助を行い、県内における看護職

員の新規確保及び質の高い医療の提供を図る。 

〇看護師等養成所の運営に必要な次の経費を支援。 

・教員経費 ・事務職員経費 ・生徒経費 ・研修経費  等 

アウトプット指標 補助施設数（８カ所） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

看護専門学校の運営に対して補助を行うことで、より充実した教育体

制を構築できることから、入学者の増加が図られ、ひいては、より質の

高い看護を提供できる看護職員の養成に繋がる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

 (千円) 

203,204 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

8,077 

基金 国（A） 

 

(千円) 

116,853 民  (千円) 

108,776 都道府県 

（B） 

(千円) 

58,426 

計 

（A＋B） 

(千円) 

175,279 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

27,925 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  166,825千円 

        令和２年度   8,454千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№28（医療分）】 

院内保育事業運営費補助金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

85,365千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

依然として不足が見込まれる看護職員の出産・育児による離職防止や

再就業の促進に対する支援が必要であるため、院内保育事業の運営に対

して補助を行う。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数に占める女性医師の割合（医師・

歯科医師・薬剤師調査）（H26:16.3％→H30:16.5％→R元:16.7％）  

事業の内容 

院内保育所は、勤務時間が不規則な看護職員等にとって仕事と育児の

両立支援に大きな役割を果たすものであるが、運営状況は厳しい状態で

あることから、院内保育事業の運営に対して補助を行う。 

アウトプット指標 補助施設数（15か所）※基金補助対象(12か所) 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

 院内保育所の運営に対して補助を行うことで、より多くの看護職員等

の仕事と育児の両立を支援することとなり、看護職員等の離職防止や再

就業に繋がる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

 (千円) 

85,365 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

9,317 

基金 国（A） 

 

(千円) 

26,350 民  (千円) 

17,033 都道府県 

（B） 

(千円) 

13,175 

計 

（A＋B） 

(千円) 

39,525 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

45,840 

備考 
基金支出見込額 令和元年度  37,211千円 

        令和２年度   2,314千円 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【№29（医療分）】 

薬剤師支援事業（薬剤師確保事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,427千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全県域 

事業の実施主体 県薬剤師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

近年の医薬分業の普及、在宅医療への取組み、医療機関での病棟薬剤師

の役割の増大などに伴い、薬剤師不足が大きな問題になっている。 

アウトカム指標：薬局・医療施設従事薬剤師数（人口 10万人対数）の増

加（医師歯科医師薬剤師数調査）（H28:170.0人→R2:181.3人） 

事業の内容 在宅医療を推進するため、休職中の薬剤師が安心して復職できるよ

う、昨年度作成した座学及び実務実習に関するプログラムに基づき、

復職支援講習会及び実務実習を実施して復職支援を進め、質の高い薬

学管理が可能な薬剤師育成のための取組を行うとともに、人材の確保

を図る。 

また、一人薬剤師の薬局等に対し、周辺地域に勤務する薬剤師の緊

急派遣などの協議・調整を行うための体制整備を支援する。 

アウトプット指標 復職支援講習会受講者数（10名） 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

在宅医療に対応できる薬剤師を確保するため、離職中の薬剤師に対し復

職支援等を行うことで復職を推進し薬剤師を確保する。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

 (千円) 

5,427 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（A） 

 

(千円) 

3,618 民  (千円) 

3,618 都道府県 

（B） 

(千円) 

1,809 

計 

（A＋B） 

(千円) 

5,427 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

備考  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№30（医療分）】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

71,600千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全県域 

事業の実施主体 市町 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

県内において、産科医療機関及び産科医等が減少しており、その維持・

確保のため、分娩手当を支給してその処遇改善を図る必要がある。 

アウトカム指標  

・手当支給施設の産科・産婦人科医師、助産師数 H30末：145人→ R元

末：145人以上 

・分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 H30 末： 

11.8人→ R元末：11.8人以上 

事業の内容 
産科医等の処遇を改善しその確保を図るため、分娩手当等を支給する

分娩取扱機関に対して財政支援を行う。 

アウトプット指標 
・手当支給医師、助産師数 145人 

・手当支給施設数 22施設 

アウトカムとアウ 

トプットの関連 

手当を支給することにより、産科医等の処遇が改善され、県内の産科

医療機関数及び産科医師等の人数の維持・確保に寄与する。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

 (千円) 

71,600 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

15,910 

基金 国（A） 

 

(千円) 

15,910 民  (千円) 

 都道府県 

（B） 

(千円) 

7,956 

計 

（A＋B） 

(千円) 

23,866 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

47,734 

備考  



44 

 

 

 

  

事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【№31（医療分）】 

周産期医療対策強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,200千円 

事業の対象となる医療介護総合 

確保区域 
全県域 

事業の実施主体 国立大学法人愛媛大学 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニーズ 

愛媛大学医学部の産婦人科医局、小児科医局は、当該診療科の過酷な

勤務状況や訴訟リスク等により、医局員確保の難易度が増す一方で、慢

性的な医師不足となっている県内産婦人科、小児科から、医局による医

療機関への応援体制の充実を求められており、医局員の確保を図るた

め、周産期医療を担当する医師の処遇を改善する必要がある。 

○アウトカム指標：新生児医療を担当する医師数：H30 末：4 人→R 元

末：4人以上 

○周産期医療を担当する医師数 産婦人科： H30末：14人→ R元末：

14人以上、同 小児科： H30末：28人→ R元末：28人以上 

事業の内容 
愛媛大学医学部附属病院の周産期医療を担当する医師（産婦人科・小

児科）に対する手当の支給を補助する。 

アウトプット指標 
手当支給件数 新生児医療担当医手当 目標：年間 240件 

小児期・周産期カウンセリング手当  目標：年間 240件 

アウトカムとアウ  

トプットの関連 

手当を支給することにより、周産期医療を担当する医師の処遇が改善

され、医師のモチベーションが上がり、周産期医療を担当する医師数の

維持・確保に寄与する。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（A＋B＋C） 

 (千円) 

7,200 

基金充当

額（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

1,600 

基金 国（A） 

 

(千円) 

1,600 民  (千円) 

 
都道府県 

（B） 

(千円) 

800 

計 

（A＋B） 

(千円) 

2,400 

うち受託事業等 

(千円) 

その他（C） 

 

(千円) 

4,800 

備考  



45 

 

３－２－１．計画に基づき実施する事業(介護分) 

 （事業区分３：介護施設等の整備に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 

介護基盤整備事業 

介護施設開設準備経費助成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

847,371千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

宇摩圏域、新居浜・西条圏域、今治圏域、八幡浜・大洲圏域、宇和島圏域 

事業の実施主

体 

民間事業者 

事業の期間 平成３1年４月１日～平成３３年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニー

ズ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせる社会づくりを推進する。 

アウトカム指標： 地域密着型サービス施設等の定員総数 １８，９４６人 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム         ２９床（１カ所） 

 認知症高齢者グループホーム          ９９床（６カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所         １８床（２カ所） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １８床（２カ所）                                                

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所利用者数 20人／月（1カ所）                                                 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。 

アウトプット

指標 

 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備等

を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促

進する。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,317床（47カ所）→ 1,346床（48カ所） 

・認知症高齢者グループホーム 5,199床（314カ所）→ 5,298床（320カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所  957床（120カ所）→ 975床（122カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所  58床（7カ所）→ 76床（9カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所              

        利用者数 282人／月（14カ所） → 302人／月（15カ所） 

 

 

 

 

 地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、県内の地域密着型サー

ビス施設等の定員総数を増とする。 
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事業に要す

る費用の額 事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
（注１） 

基金 
その他 
（Ｃ） 
（注２） 

国（Ａ） 都道府県
（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

384,984 

(千円) 

192,492 

(千円) 

0 

②施設等の開設・設

置に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

179,930 

(千円) 

89,965 

 

(千円) 

0 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

 

(千円) 

0 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (千円) 

 

基金充当額 

(国費)におけ

る公民の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

0 基金 国（Ａ） (千円) 

564,914 

都道府県（Ｂ） (千円) 

282,457 

民 (千円) 

564,914 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

847,371 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注

５） 

上記事業費中に、27年度補正分から充当する国費は含んでいない。 

 

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記    

   載すること。 

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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３－２－２．計画に基づき実施する事業(介護分)  

 （事業区分５：介護従事者の確保に関する事業） 

(1) 事業の内容等 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基盤整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No.1（介護分）】 

福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,212千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

増加する福祉・介護人材の需要に対して、効果的な人材確保対策

を実施するため、関係機関の連携体制を構築し、既存事業の改善

及び新規事業の検討を行う。 

アウトカム指標：既存事業の改善状況及び新規事業の実施状況 

事業の内容 県社会福祉協議会を中心として、行政関係者、有識者、種別協議

会、事業所、その他関係機関における検討会議を開催し、介護現

場で必要とされる人材確保について計画的な取組強化を検討、実

現するため連携等に取り組むほか、福祉人材センターにコーディ

ネーターを配置し、介護等人材に係る分析データを関係機関等に

提供し関係機関が連携し検討を進める。 

アウトプット指標 協議会の開催回数：年２回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

協議会の場で対面による議論をすることにより、連携を深め、既

存事業及び新規事業の内容の充実につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,212 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,140 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,072 

民 (千円) 

2,140 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,212 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,140 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基盤整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No. 2（介護分）】 

外国人介護人材受入連携強化事業（協議会設

置） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,415千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

受入施設側の理解促進や外国人介護人材の不安解消を図るため

の総合支援窓口として「愛媛県外国人介護人材支援センター」を

設置する。 

アウトカム指標：外国人介護人材の受入数 

事業の内容 受入連携会議の開催（外国人介護人材に関して行政、職能団体、

有識者等で制度や取組状況等の情報交換を行う。） 

相談窓口の設置や巡回相談（相談員による窓口相談や定期的な巡

回相談を実施し、施設側・外国人材側双方の悩みや課題の解決に

繋げる。） 

各種セミナーの実施（受入制度の理解促進を図るための研修会や

外国人のケア等に関するセミナーを実施する。） 

外国人介護人材の交流会の実施（職場を超えたネットワークの構

築によりモチベーション向上を図る） 

アウトプット指標 連携会議：年２回、巡回訪問回数：月４回程度、セミナー年３回 

交流会：年３回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

愛媛県外国人介護人材支援センターを中心に各種事業を実施す

ることにより、施設側の受入制度の理解促進や環境整備が進むと

ともに、受入人材の悩みや不安解消が図られ、外国人介護人材受

入の円滑化につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,415 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,610 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,805 

民 (千円) 

5,610 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,415 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

5,610 

その他（Ｃ） (千円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の

理解促進事業 

事業名 【No.3（介護分）】 

福祉・介護人材確保対策事業 

（介護等の仕事魅力発信事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,056千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、福祉・介護業界の魅力発

信、イメージ向上を図り、将来の人材確保につなげる。 

アウトカム指標：介護分野や介護の仕事に対する理解度や意識の

向上 

事業の内容 介護の日の前後１週間を中心に、テレビ、ラジオ、新聞等のマス

メディアを通じて、福祉・介護の仕事の魅力が伝わるようなキャ

ッチーな広告を広く県民に発信するほか、介護職にまつわる感動

エピソードを映像化し、インターネット番組等を活用して広く発

信することにより、介護のイメージアップを図る。 

アウトプット指標 各媒体の広告回数：テレビＣＭ 年 30回、ラジオＣＭ 年 20回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

中高生をはじめとする地域住民に対して、様々な媒体で福祉・介

護の仕事の魅力に触れる機会を設けることで、福祉・介護への理

解を深め、将来の従事者の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,056 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,037 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,019 

民 (千円) 

4,037 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,056 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

4,037 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の

理解促進事業 

事業名 【No.4（介護分）】 

介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの発

信） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,090千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県老人福祉施設協議会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

増加を続ける介護サービス需要に対応するため、介護サービスを

担う次世代の人材の確保を図る。 

アウトカム指標：次世代の介護人材の確保 

事業の内容 介護職員養成校、施設、地域が一体となって、福祉の仕事の魅力、

福祉体験を通じて理解と興味を発見し、「社会介護」の必要性に

ついて生活を通じて実感してもらい、次世代を担う介護人材の育

成を目的に、協働での「介護の日啓発イベント」及び福祉・介護

の理解促進のための「巡回型介護教室」を実施する。 

アウトプット指標 介護の日啓発イベント等 １２回 参加者 １，３５０名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の日の啓発や小中学生等に対して介護の魅力を発信するこ

とで、次世代を担う介護人材の確保につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,090 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,727 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,363 

民 (千円) 

2,727 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,090 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした

介護の職場体験事業 

事業名 【No.5（介護分）】 

福祉・介護人材確保対策事業 

（介護等の仕事魅力発見事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,914千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、事前の理解不足による早
期離職の防止や福祉・介護分野を将来の選択肢として考える若年
層の増加を図る。 

アウトカム指標：福祉・介護分野への入職希望者 

事業の内容 事業所見学・介護体験バスツアー事業（広く介護に関心を持つ
者を対象として、介護事業所等を見学・介護を体験するバスツ
アーを実施する。） 
職場体験事業（愛媛県福祉人材センターの求職登録者や地域の潜
在的な介護の担い手である主婦層、第２の人生のスタートを控え
た中高年齢層等を対象に、介護事業所等の職場体験を実施し、正
しい理解に基づく就職を支援する。） 
ジョブフェス 2019 の開催（介護分野での就職に関心ある学生や

保護者、一般の求職者を対象に、具体的な仕事の内容や事業所等
の説明等を実施し、仕事への理解を深め就職に繋げる。） 

アウトプット指標 バスツアー、職場体験及びジョブフェスへの参加者数 
 バスツアー開催数：６回、参加者数：20名/回×６回＝120名 
 職場体験者数：120名、ジョブフェス参加者数：200名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

バスツアー、職場体験及びジョブフェスを通じて、事業所の雰囲
気や実際の業務についての正しい理解を促し、早期離職の防止
や、興味関心の向上につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,914 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,943 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

971 

民 (千円) 

1,943 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,914 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,943 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.6（介護分）】 

介護雇用プログラム推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

33,907千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（人材派遣会社） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護に関して一定の知識等を有し、即戦力となる介護人材の確保

を図る。 

アウトカム指標：介護職員初任者研修の修了者数 ４０人 

事業の内容 求職活動を行っている者を対象に、介護プログラムに参加する人

を募集、雇用し、介護事業所・施設へ紹介予定派遣を行うととも

に、当該参加者が、派遣期間中に働きながら介護職員初任者研修

を修了できるよう支援するとともに、派遣期間終了後も派遣事業

所等で就業できるよう促す。 

アウトプット指標 介護サービス事業所への求職者の派遣人数 ４０人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

求職者を介護事業所に派遣させ、働きながら介護に関する資格を

取得させることにより、介護事業所にとって即戦力となる人材を

確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

33,907 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

22,605 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

11,302 

民 (千円) 

22,605 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

33,907 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

22,605 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッ

チング機能強化事業 

事業名 【No.7（介護分）】 

福祉・介護人材確保対策事業 

（介護等人材マッチング事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,867千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、求職者と求人事業所の相

互の情報不足のために就業に至らない状態を解消する。 

アウトカム指標：福祉人材センターを通じた就職者数 

事業の内容 キャリア支援専門員派遣・出張相談事業（県内 7か所のハロー

ワーク、県内外の学校等にキャリア支援専門員を派遣し、出張

相談を行うほか、各事業所を戸別訪問し、迅速かつ適切な求人

求職支援を行い、ハローワークとの連携を深め、各地域におけ

る介護人材確保につなげる。また、県外在住者に対し、就職活

動に要した経費の交通費の半額を助成し、本県での就職を促進

する。） 

アウトプット指標 キャリア支援専門員の派遣回数：各所月１回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

ハローワークを訪れる求職者に対して、福祉・介護分野の情報を

提供することにより、当該分野への入職希望者には適した事業所

を紹介し、福祉・介護分野を選択肢として考えていない者には興

味を抱かせる機会を提供できる。また、事業所に対して、労務管

理や人材確保の助言を行うことで、事業所が効果的な求人活動を

行うことができる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,867 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,911 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,956 

民 (千円) 

9,911 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

14,867 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

9,911 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受

講等支援事業 

事業名 【No.8（介護分）】 

介護に関する入門的研修受講促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,419千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護未経験者に介護の基本的な知識や技術を身につけさせるこ

とで、介護分野参入のきっかけづくりや介護不安の払しょくを図

る。 

アウトカム指標：就労マッチング者数 

事業の内容 一般県民を対象に「介護に関する入門的研修」を受講させるとと

もに、修了者で就労を希望する者には福祉人材センターを通じて

介護事業所とマッチングを行う。 

アウトプット指標 入門的研修 10回 参加者 100名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護に関する入門的研修の実施により、介護分野への新規参入を

促進し、人材確保につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,419 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,613 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

806 

民 (千円) 

1,613 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,419 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,613 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受

講等支援事業 

事業名 【No.9（介護分）】 

介護人材就労支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,620千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護職員が専門的業務に専念できるよう、地域の潜在的な介護人

材であるシニアや子育てを終えた主婦、学生、障がい者など多様

な人材を、介護周辺業務を行う「介護助手」として新たに育成す

ることにより、労働環境改善と介護サービスの質向上を図る。 

アウトカム指標：介護助手の継続雇用者数 

事業の内容 就労意欲のある一般県民が、介護の補助的な業務を行う介護助手

として介護施設等で安心して働くことができるよう、介護施設等

で基本的知識や技術を習得させる OJT研修を実施する。 

アウトプット指標 OJT研修 10施設 参加者 40名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護施設等で OJT研修を実施することにより、介護助手という新

たな担い手を育成し、継続雇用につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,620 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,080 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,540 

民 (千円) 

5,080 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,620 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

5,080 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事

業 

事業名 【No.10（介護分）】 

外国人留学生介護福祉士候補者学習支援事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,940千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、介護福祉士資格の取得を

目指す外国人留学生の学習支援を行い、介護人材の確保を図る。 

アウトカム指標：外国人介護福祉士候補者への学習支援の実施状

況 

事業の内容 受入施設が行う外国人介護福祉士候補者の日本語学習や介護分

野の専門学習、学習環境の整備等に要する経費に対して補助す

る。 

アウトプット指標 受入施設数：３施設、受入人数：２０名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

外国人留学生を受け入れた介護福祉士養成施設が、外国人介護福

祉士候補者に対して実施する、日本語学習や介護分野の専門学習

に要する経費を支援することにより、資格取得と県内での就職促

進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,940 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,293 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,293 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,647 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,940 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事

業 

事業名 【No.11（介護分）】 

外国人介護人材マッチング支援モデル事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,685千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県 

事業の期間 令和元年１０月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護人材の需要が増加する中で、海外の教育機関等と県内介護施

設等とのマッチングを支援し、介護福祉士資格の取得を目指す外

国人留学生の受入拡大を図る。 

アウトカム指標：外国人介護人材の受入数 

事業の内容 中国からの留学生の受入拡大に向け、現地の教育機関等と県内介

護施設等との仲介役となるマッチングコーディネータを設置す

るとともに、現地で合同説明会を開催するほか、県の魅力や介護

現場の様子、生活のしやすさなどを PRする動画を制作する。 

アウトプット指標 現地合同説明会の開催回数：２回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

現地合同説明会を通じて、現地の教育機関や送り出し機関、留学

生候補者と、県内介護施設や養成施設等とのマッチングを支援

し、外国人介護人材の受入拡大を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,685 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

800 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,123 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,562 

民 (千円) 

6,323 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,685 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

6,323 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.12（介護分）】 

介護支援専門員養成研修等事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,507千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県、愛媛県（愛媛県介護支援専門員協会）、愛媛県社会福祉協議会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護保険制度運用の要として、介護支援専門員には、一層の資質

向上が求められていることから、実践的研修により専門性を高

め、地域包括ケアシステムの実現を図る。 

アウトカム指標：介護支援専門員実務研修における達成度（修了

評価）：４段階評価で平均２．０以上 

事業の内容 ○介護支援専門員指導者検討会 

 介護支援専門員を対象とした法定研修（実務研修、専門研修

（課程Ⅰ・Ⅱ）、更新・再研修、主任・主任更新研修）の実施方

法、指導方針の協議を行い、研修の質の向上を図る。 

○主任介護支援専門員研修強化費 

 主任介護支援専門員研修・更新研修に係るファシリテーター

（講師級）配置等、研修強化に要する経費分の補助を行う。 

○主任介護支援専門員ファシリテーター研修 

 主任介護支援専門員を対象に、ファシリテーターとしてのス

キルアップを図る研修を実施する。 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の主任介護支

援専門員を対象とした研修・演習を行い、県内各地域における主

任介護支援専門員のリーダーを養成する。 

アウトプット指標 ○介護支援専門員指導者検討会の開催回数：２回 

〇実習指導者養成研修の開催回数：１回 

○介護支援専門員研修向上委員会の開催回数：１回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会の開催回数：５回 

○主任介護支援専門員ファシリテーター研修の開催回数：５回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修の開催回数 

全体研修：３回 

地域別研修：６地域×５回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護支援専門員の指導者検討会や地域リーダー養成研修を開催

し、介護支援専門員の指導に必要な知識や技能の向上を図り、指
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導を受ける介護支援専門員全体の質の向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,507 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,836 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,005 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,502 

民 (千円) 

4,169 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,507 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,321 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.13（介護分）】 

口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,929千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県歯科医師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅医療・介護の推進、介護従事者の確保・資質の向上等、「効

率的かつ質の高い介護サービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：口腔ケアに関して専門知識を有する介護人材の

確保  

事業の内容 介護事業所・施設介護職員の口腔ケアに対する資質向上を図るた

め、歯科医師又は歯科衛生士による訪問研修を実施するととも

に、地域住民や介護支援専門員、ヘルパー等を対象に、スクリー

ニングと食支援の連携体制構築のための研修会の開催や、口腔ケ

ア講演会を開催する。 

アウトプット指標 口腔ケア研修等 ７７回 参加者 １，２０３名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

歯科医師等が介護従事者を対象に口腔ケアに関する研修等を実

施することにより、専門知識等を有する人材の育成を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,929 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,953 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,976 

民 (千円) 

3,953 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,929 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.14（介護分）】 

介護人材キャリアアップ支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,040千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県老人保健施設協議会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護老人保健施設職員が介護現場で必要とされる知識や技術の

習得するほか、職員の意欲向上とサービス向上等を図る 

アウトカム指標：介護現場で必要とされる知識や技術を習得した

介護老人保健施設職員の確保 

事業の内容 サービス提供責任者として必要な知識等に関する研修会及び職

員の意欲向上とサービスの向上等を目的とした講演会等の開催 

アウトプット指標 資質向上研修 ８回  参加者 ６００名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

専門家を講師に招き職員の資質向上に係る研修等を実施するこ

とにより、介護現場で必要とされる知識や技術の習得を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,040 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,360 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

680 

民 (千円) 

1,360 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,040 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.15（介護分）】 

介護職員の資質向上研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

274千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護従事者の資質向上、効率的かつ質の高い介護サービス提供体

制の構築を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容 介護分野の専門家を講師に招き、県内の介護職員を対象に、介護

現場で必要とされる知識や技術の習得に関する合同研修会を開

催する。 

アウトプット指標 各種専門研修 １回 参加者 １００名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県地域密着型サービス協会に属する介護職員等を対象にした各

種専門研修を実施することにより、質の高い介護サービスの提供

につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

274 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

183 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

91 

民 (千円) 

183 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

274 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.16（介護分）】 

介護職員相互研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,045千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護従事者の資質の向上等、「効率的かつ質の高い介護サービス

提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容 県内の地域密着型サービス事業所が、事業所間の交流と職員のス

キルアップを図るため、マッチングされた事業所間で職員の相互

派遣を行い、職員のスキルに合わせた課題を持ち寄り研修する。 

アウトプット指標 相互研修 初級・中級・上級 各１回 参加者 ８０名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

初級から上級まで、職員の能力に応じて相互派遣を実施すること

により、職員のスキルアップを図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,045 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

697 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

348 

民 (千円) 

697 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,045 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.17（介護分）】 

介護職員の日常生活支援力向上研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

517千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護従事者の資質向上等、「効率的かつ質の高い介護サービス提

供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容 利用者の日常生活を支援する介護職員のスキルの向上を図るた

め、県内すべての地域密着型サービス事業所職員を対象とした研

修に必要な経費を補助する。 

アウトプット指標 研修回数 ３回 参加者 ９０名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

調理技術の研修、認知症高齢者の身体・認知機能の維持を目的と

したレクリエーション技術等に関する研修を実施することで、質

の高い介護サービスの提供につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

517 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

345 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

172 

民 (千円) 

345 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

517 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



65 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業 

事業名 【No.18（介護分）】 

ノーリフティングケア普及啓発モデル事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,495千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護従事者が、腰痛など職業に起因する健康上の不安なく働くこ

とができる職場環境づくりを進めることにより、要介護者及び介

護従事者双方の負担軽減とケアの質向上を図る。 

アウトカム指標：介護従事者等の身体的負担の軽減 

事業の内容 福祉用具・機器などを活用し、持ち上げない・抱え上げない介護

で腰痛予防に資するノーリフティングケアの研修を介護現場で

実施する。 

アウトプット指標 ノーリフティングケアの研修 県内 6事業所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

ノーリフティングケア研修の実施により、介護従事者等の身体的

負担の軽減を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,495 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,330 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,165 

民 (千円) 

4,330 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,495 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

4,330 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

  



66 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）研修代替要員の確保支援 

（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【No.19（介護分）】 

介護職員等資質向上支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

25,613千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（人材派遣会社） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護ニーズの増加及び多様化が見込まれる中、利用者のニーズに

的確に対応できる質の高い介護人材の安定的確保を図る。 

アウトカム指標：介護職員の資質向上 

事業の内容 施設・事業所が介護職員を外部研修等に参加させる場合に、人材 

派遣会社を通じてその代替職員を派遣する。 

アウトプット指標 代替派遣人数 40名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員が研修等に参加しやすい環境を整備することで、サービ 

スの質の向上とキャリアアップにつなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

25,613 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

17,075 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,538 

民 (千円) 

17,075 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

25,613 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

17,075 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築ための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.20（介護分）】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,961千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 県、愛媛県医師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後の認知症高齢者の増加が見込まれることから、関係団体等と

連携の下、各地域における早期診断・早期対応のための体制整備

を推進する。 

アウトカム指標：認知症診療の知識を有する医師の確保 

事業の内容 かかりつけ医が適切な認知症診断の知識・技術等を修得するため

の研修及びかかりつけ医への助言その他の支援を行う認知症サ

ポート医を養成するための研修を実施する。 

アウトプット指標 ○認知症サポート医養成研修：１０名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：６１名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：２００名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症サポート医を養成することで、地域の認知症施策の体制整

備を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,961 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

852 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,307 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

654 

民 (千円) 

455 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,961 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

455 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築ための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.21（介護分）】 

認知症介護従事者養成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,454千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県地域密着型サービス協会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

認知症高齢者の増加に伴い、認知症高齢者に対する介護サービス

の充実を図るほか、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
において、良質な介護を担う人材の確保及び計画的な養成を行う
こととされている。 

アウトカム指標：認知症指導者養成研修了者数（累計）：29名 

事業の内容 介護施設等に従事する新任者、及び認知症介護を提供する事業所
を管理する立場にある者等に対する適切なサービス提供に関す
る知識及び技術等を修得するための研修を実施するとともに、研
修指導者を養成するための研修に参加する経費を負担し、認知症
介護に関する資質向上を図る 

アウトプット指標 ○認知症対応型サービス事業管理者研修：２００名 
○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：５０名 
○認知症対応型サービス事業開設者研修：３０名 

○認知症介護指導者養成研修(基金対象外)：２名 
 ※ 認知症関連研修の講師になるための研修 
○認知症介護指導者フォローアップ研修：１名 
 ※ 指導者の技術向上を図るための研修  

アウトカムとアウトプット

の関連 

当該研修の講師となる認知症指導者養成研修修了者を増やすこ
とで、事業所内のケアチームの指導者役となる「認知症介護実践
リーダー研修」の充実した研修に繋げ、良質な介護サービスを提
供できる人材の育成を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,454 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

969 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

485 

民 (千円) 

969 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,454 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

969 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築ための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.22（介護分）】 

認知症対応力向上研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,693千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県歯科医師会、愛媛県薬剤師会、愛媛県看護協会）、

愛媛県看護協会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

専門職が高齢者等と接する中で、認知症の人に早期に気づき、か

かりつけ医等と連携して対応するとともに、容態の変化に応じて

専門職の視点での対応を適切に行うことを推進する。（認知症施

策推進総合戦略（新オレンジプラン）にて明記） 

アウトカム指標：認知症の基礎知識を有する医療従事者の確保  

事業の内容 認知症の方への支援体制構築の担い手となることを目的に、歯科

医師、薬剤師、看護師等の医療従事者に対し、認知症の方や家族

を支えるために必要な基礎知識や医療と介護の連携の重要性等

の知識を修得させる研修を実施する。 

アウトプット指標 認知症対応力向上研修参加者 ７８０名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

専門職への認知症対応の研修を実施することにより、地域におけ

る認知症診療（早期発見等）の充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,693 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,129 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

564 

民 (千円) 

1,129 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,693 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,029 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築ための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.23（介護分）】 

市民後見推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,356千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 松山市（松山市社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

成年後見制度の担い手として期待されている市民後見人の活用

が必ずしも十分に進んでいない実態があることから、市民後見人

の育成及び活用をより促進する。 

アウトカム指標：法人後見事業支援員の質の確保 

事業の内容 他団体が主催する市民後見人養成研修会に講師を派遣するなど、

市民後見人に関する啓発活動を実施する。また、法人成年後見事

業支援等に対し、資質向上のための研修会を実施する。 

アウトプット指標 ○フォローアップ研修会４０人 

○法人成年後見事業支援員ステップアップ研修会６回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

法人後見事業支援員を中心とした活動を展開していくため、さら

なる市民後見人の育成及び活用を推進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,356 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,571 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,785 

民 (千円) 

3,571 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,356 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,571 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築ための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.24（介護分）】 

法人後見推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,499千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県社会福祉協議会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

成年後見制度の利用者は、高齢化や障がい者の地域移行などに伴

い増加しているが、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職に

よる対応だけでは難しく、成年後見人等の担い手として法人後見

の充実を推進する。 

アウトカム指標：法人後見制度実施状況 ２０市町 

事業の内容 法人後見を実施するための身近なエリアである東予・中予・南予の３か

所で、法人後見の実現可能な法人の抽出と、法人同士の連携促進を図る

ことを目的として、学習会及び相談会を実施する。 

アウトプット指標 ○アドバイザーによる個別指導実施団体：５団体 

○権利擁護推進のための担い手養成学習会：１回 

○成年後見制度にかかわる実態調査：４００ヶ所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

法人後見制度の未実施市町にアドバイザーによる法人後見立ち

上げ団体等への個別指導を実施し、県下全域での法人後見制度の

普及・事業実施を推進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,499 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

999 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

500 

民 (千円) 

999 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,499 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.25（介護分）】 

福祉・介護人材確保対策事業 

（介護等人材定着支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,450千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、従事者が安定して働き続

けることができるように、職場環境の向上を図る。 

アウトカム指標：労務環境の改善や経営基盤の強化があった事業

所数 

事業の内容 事業所へのアドバイザー派遣事業（社会保険労務士や税理士など

専門家をアドバイザーとして派遣し、労働環境の改善や経営基盤

の強化等のため、管理的専門助言を行い、職場環境の向上への支

援を行う。 

アウトプット指標 アドバイザー派遣回数：社会保険労務士・税理士各 15回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

専門家をアドバイザーとして派遣することにより、管理的問題に

関して事業所が抱える問題の解決等が行われ、職場環境の向上に

つながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,450 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

967 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

  483 

民 (千円) 

967 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,450 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

967 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.26（介護分）】 

ＩＣＴ機器活用による介護職場環境改善支

援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,482千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（民間事業者） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、介護事業所での生産性向

上が急務とされていることを受け、ＩＣＴ活用による利用者情報

の共有化等により事務作業省力化等の取組みを支援する。 

アウトカム指標：ＩＣＴを導入した事業所数 

事業の内容 ＩＣＴ普及促進に向けた事業者向けセミナーの開催やタブレッ

ト端末やクラウドサービス等のＩＣＴを導入する意向のある事

業所にシステム環境整備に関する相談・支援を行うアドバイザー

を派遣することにより、介護職員等のワークスタイル改革や職場

業務改善を進める。 

アウトプット指標 アドバイザー派遣事業所数：50事業所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

専門家をアドバイザーとして派遣することにより、管理的問題に

関して事業所が抱える問題の解決等が行われ、職場環境の向上に

つながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,482 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,321 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

    2,161 

民 (千円) 

4,321 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,482 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

4,321 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.27（介護分）】 

ＩＣＴ機器導入促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

ＩＣＴ機器の活用により、深刻な人材不足に悩む介護現場の負担

軽減を図る。 

アウトカム指標：介護現場における負担軽減度 

事業の内容 業務効率化に資する介護業務のＩＣＴ化システムを構成するモ

バイル機器やソフトウエア等の購入又はリースに係る経費の一

部を助成する。 

アウトプット指標 ICT機器への助成台数 １０台 

アウトカムとアウトプット

の関連 

ＩＣＴ機器の活用により介護現場の負担軽減を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,000 

基金充当

額(国費) 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,000 

民 (千円) 

2,000 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,000 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ＜医療分＞令和元年 11月６日 愛媛地域医療構想推進戦略会議において議論 

 ＜介護分＞令和元年７月２日  愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会におい 

て議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

医療分、介護分・・・指摘なし 
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２．目標の達成状況 

 
平成30年度愛媛県計画に規定する目標を再掲し、平成30年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

１．愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、地域医療介護総合確保基金の対象事業（※１）については、地

域医療構想に基づき医師会等関係団体や医療機関から提案された事業を「全県事

業」と「医療圏事業」に区分し、「医療圏事業」は各圏域に設けられた「調整会

議」において事業を精査したのち、「全県事業」と併せて「推進戦略会議」に諮

り、課題解決に効果的な事業を優先して取り組むとともに、医療と介護の総合的な

確保を図ることとする。 

また介護分について、本県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、

高齢者が地域において、安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

※ 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

（病床の機能分化・連携） 

②居宅等における医療の提供に関する事業（在宅医療・介護サービスの充実） 

③介護施設等の整備に関する事業 

④医療従事者の確保に関する事業（医療従事者等の確保・養成） 

⑤介護事業者の確保に関する事業 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、院内助産所・助産師外来の施設・設備整備、病院間連携を推進す

るための医療スタッフの確保・配置等を行い、病床の機能分化・連携を推進するこ

とで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期 １，３２６床 

    急性期   ４，７２４床 

    回復期   ４，８９３床 

    慢性期   ３，８７９床 

【実施事業】 

・病床機能分化連携基盤整備事業 

・ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤整備事業 

・院内助産所・助産師外来の施設・設備整備 

・医科歯科連携推進事業（機能分化のための歯科衛生士確保事業）  

・病床機能分化医療スタッフ確保事業 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、在宅歯科医療に必要な設備の
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整備、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の充実を

図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数        各圏域１ 

  ・在宅療養支援診療所数       各圏域 15  

  ・在宅療養支援歯科診療所数     各圏域 10  

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数   各圏域 50  

  ・在宅看取りを実施している病院数  各圏域１ 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５ 

【実施事業】 

  ・在宅医療普及推進事業 

・在宅医療連携体制構築事業 

   ・在宅歯科医療連携室整備事業 

   ・在宅歯科診療設備整備事業 

・薬剤師支援事業（在宅医療支援薬剤師等普及事業） 

・看護師等育成強化事業（訪問看護推進事業） 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備等を行う。 

【定量的な目標値】 

   ・地域密着型特別養護老人ホーム 1,172床（ 42カ所）→ 1,201床（43カ所） 

・認知症高齢者グループホーム  5,166床（311カ所）→ 5,202床（313カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所  913床（115カ所）→  919床（116カ所) 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

           利用者数 232人／月（12カ所） →   372人／月（17カ所） 

・介護老人保健施設（介護療養型医療施設から転換） 

5,276床（68カ所） → 5,336床（69カ所） 

   ・介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 105床 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の整備、運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の

確保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

  ・へき地診療所の医師数             27人以上 

  ・産科医及び産婦人科医の数（人口 10万対）    9.2人以上 

  ・小児科医療に係る病院勤務医数         100.3人以上 

  ・小児科標榜診療所に勤務する医師数       234.4以上 

  ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

  ・退院調整支援担当者を設置している病院数    各圏域５以上 

【実施事業】 

   ・医師育成キャリア支援事業 

・医師確保推進対策事業（女性医等就労支援事業） 

・小児救急医療電話相談事業 
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・医科歯科連携推進事業（歯科医療従事者等人材養成事業） 

・医療勤務環境改善支援センター運営事業 

・看護師等研修事業 

・看護師等支援事業 

・保健師等指導事業費 

・看護師等育成強化事業（摂食・嚥下障害看護力強化事業） 

・看護師等養成所施設整備事業 

・看護師等養成所運営費補助金 

   ・院内保育事業運営費補助金 

・病院内保育施設整備事業 

   ・薬剤師支援事業（薬剤師確保事業） 

・産科医等確保支援事業 

・周産期医療対策強化事業 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

本県においては、県内の労働市場の動向も踏まえ、①介護の魅力の若年層等への

アピール、きめ細かいマッチングなどの「参入促進」、②地域包括ケアシステム構築

のための人材や介護サービスの質を高めるための人材の「資質の向上」、③介護職員

の早期離職防止、定着促進などの「労働環境の改善」等の対策を一体的に進める。 

 【定量的な目標値】  

本県で将来必要となる介護職員等の必要数を、県内市町のサービス見込量を基に

推計したところ、平成 32（2020）年に 31,039人、平成 37（2025）年には 32,637人

となることから、30年度については介護職員の増加（824人）を目標とし、次の事業

を実施する。 

（参考）７期介護保険事業支援計画 

Ｈ28供給見込人数：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

   平成 28年 平成 32年 平成 37年 

需要見込人数  31,039 32,637 

供給見込人数 27,746 28,850 29,672 

差引不足人数 0 2,189 2,965 

       （31,039－27,746）人÷４年≒824人 

【実施事業】 

   ・福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置等） 協議会開催年２回 

   ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発信事業）テレビＣＭ 年 24 回以上 

   ・介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの発信）イベント参加者 1,350名  

   ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業）参加者 200名 

   ・介護雇用プログラム推進事業 派遣人数 40名 

   ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材マッチング事業）支援員派遣 各所年 12 回 

   ・介護支援専門員養成研修等事業 検討会開催 年４回 等 

   ・口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 研修開催 ５地区 等 

   ・介護人材キャリアアップ支援事業 参加者 500名 

   ・介護職員の資質向上研修事業 参加者 100名  



   

5 

 

   ・介護職員相互研修事業 参加者 80名 

   ・介護職員の日常生活支援力向上研修事業 研修受講 90名  

   ・認知症地域医療支援事業 認知症サポート医養成研修受講 10名 等 

   ・認知症介護従事者養成事業 管理者研修受講 200名 等 

   ・認知症対応力向上研修事業 研修受講 780名 

   ・市民後見推進事業 研修受講 40名 等 

   ・法人後見推進事業 個別指導実施団体 ５団体 等 

   ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材定着支援事業）アドバイザー派遣 各 20 回 

 

２．計画期間 

  ＜医療分＞平成 30年４月１日～令和６年３月 31日 

  ＜介護分＞平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□愛媛県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

高度急性期 １，１２１床（事業実施により＋２床） 

急性期   ９，３８７床（事業実施により－13床） 

回復期   ２，３０４床（事業実施により＋11床） 

慢性期   ５，３６１床 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数       各圏域１ → ４圏域達成（県合計 208） 

  ・在宅療養支援診療所数      各圏域 15 → ４圏域達成（県合計 17） 

・在宅療養支援歯科診療所数    各圏域 10 → ３圏域達成（県合計 113） 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数  各圏域 50 → ４圏域達成（県合計 523） 

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１ → ５圏域達成（県合計９） 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５ → ５圏域達成（県合計 71） 

③ 介護施設等の整備 

   地域密着型サービス施設等の整備が進んでいる。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,172床（ 42カ所）→ 1,201床（43カ所） 

・認知症高齢者グループホーム  5,166床（311カ所）→ 5,202床（313カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所  913床（115カ所）→  919床（116カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

           利用者数 232人／月（12カ所） →   372人／月（17カ所） 

・介護老人保健施設（介護療養型医療施設から転換） 

5,276床（68カ所） → 5,336床（69カ所） 

   ・介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 105床 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 【定量的な目標値】 
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  ・へき地診療所の医師数           27人以上 → 17人 

  ・産科医及び産婦人科医の数（人口 10万対） 9.2人以上 → 8.8人 

  ・小児科医療に係る病院勤務医数       100.3人以上 → 113.9人 

  ・小児科標榜診療所に勤務する医師数     234.4以上 → 92.5人 

  ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 

各圏域１以上 → ５圏域達成（県合計 26） 

  ・退院調整支援担当者を設置している病院数 

各圏域５以上 → ４圏域達成（県合計 52） 

⑤ 介護従事者の確保 

福祉人材センターにおける人材のマッチングや、ハローワークと連携した就職支

援、介護の魅力の若年層等へのアピール、介護未経験者等が常用雇用に結び付く取

組みなどの「参入促進」、多様な人材に対する研修支援や地域包括ケアシステム構築

に必要な人材育成プログラムの開発などの「資質の向上」、新人職員に対する指導担

当者制度導入支援などの「労働環境・処遇改善」等の対策を一体的に進めた。 

【定量的な目標値】 

・福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置等） 協議会開催年２回→４回 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発信事業）テレビＣＭ 年 24 回以上→年 158回 

・介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの発信）イベント参加者 1,350名→1,416 名 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業）参加者 150名→74 名 

・介護雇用プログラム推進事業 派遣人数 40名→45名 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材マッチング事業）支援員派遣各所年 12 回→12 回 

・介護支援専門員養成研修等事業 検討会開催 年４回 等 →年２回 

・口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 研修開催 ５地区 等→４地区 

・介護人材キャリアアップ支援事業 参加者 500名 →554名 

・介護職員の資質向上研修事業 総合講演会参加 100名 等→185名 

・介護職員相互研修事業 派遣参加者 80名→55名 

・介護職員の日常生活支援力向上研修事業 研修受講 90名→75名 

・認知症地域医療支援事業 認知症サポート医養成研修受講 10名 等→10名 

・認知症介護従事者養成事業 管理者研修受講 200名 等→104名 

・認知症対応力向上研修事業 研修受講 780名→302名 

・市民後見推進事業 研修受講 40名 等→41名 

・法人後見推進事業 個別指導実施団体 ５団体 等→１団体 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材定着支援事業）アドバイザー派遣 計 40 回→21 回  

なお、目標値は、厚生労働省が実施する「介護サービス施設・事業所調査」を基に推

計した人数であるが、厚生労働省が本調査結果（平成３０年８月頃公表）により把握

した平成２９年都道府県別介護職員数の公表時期が未定のため、現時点では検証でき

ない。 

 

２）見解 

医療分について、病床機能分化連携基盤整備については、大きな規模ではないが

着実に転換が進んでいる。 

在宅療養支援の環境は徐々に整いつつあるが、進捗には地域差があり、現時点で

目標に達していない圏域もあるが、疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進
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歩、ＱＯＬ向上を重視した医療への期待の高まりを踏まえ、今後も継続して取り組

んでいく必要がある。 

医療従事者の確保については、勤務環境整備、離職防止・復職対策や救急・周産

期医療支援体制の整備等の各種対策を行うも、特定の診療科目の医師確保が思うよ

うに進まず、医師の高齢化の進展等も加わり、医師の地域偏在も顕著化された。 

介護分について、大幅に未達成であった要因は以下のとおり。 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業）：周知不足 

・認知症介護従事者養成事業：対象者数の過大見込み 

・認知症対応力向上研修事業：対象者数の過大見込み 

・法人後見推進事業：周知不足  

 

３）改善の方向性 

病床機能分化連携基盤整備事業については、29年度改定された第７次愛媛県地域

保健医療計画の中に2025年時点の必要病床数が示され、また公立・公的病院の改革

プランも29年度中に出揃ったことから、今後圏域の中で議論が進んでいくものと思

われ、それに伴い今後、機能分化を伴った大規模な施設整備が増えていくと思われ

る。 

在宅医療については、目標を大きく超える成果が得られたものはないが、目標の

数値に向けて着実に進展しており、目標達成の圏域がさらに増えるよう、令和元年

度以降も現在の事業を引き続き行う。 

医療従事者確保については、定量的な目標に設定していた産科医師及び診療所に

勤務する小児科医師が目標に届かなかったが、30年度は最新データより増加させる

ことを目標に数値を再設定し、医師不足病院への支援、若手医師や医学生のキャリ

ア形成支援の強化、県外医学生への卒後Ｕターンを促進する活動、人材育成手法の

検討と確立等により目標達成を図る。 

また介護分について、大幅に未達成であった事業については下記の対策を行う。 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業） 

：個別案内等、周知方法の改善に努める。 

・認知症介護従事者養成事業：綿密な事業計画の策定に努める。 

・認知症対応力向上研修事業：綿密な事業計画の策定に努める。 

・法人後見推進事業：個別案内等、周知方法の改善に努める。 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■宇摩圏域 

１．宇摩圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、宇摩圏域では、保健所が開催した地域医療構想調整会議において、

圏域内の各市町、郡市医師会、医療機関等からの意見を取りまとめた結果、地域の課

題として、不足する医療機能の充実や医療機関の連携強化、在宅医療の提供体制の充

実、医療従事者の育成等が挙げられている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援

計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの基

盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、病床の

機能分化・連携を推進することで、高度急性期病床の増加による機能強化や転院・

在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期    ５１床 

    急性期     ３１７床 

    回復期     ２９４床 

    慢性期     ２１７床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、

在宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 1機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

   包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・介護医療院(介護療養型医療施設から転換)  33床 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、看護師養成施設の運営支援、歯

科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

   ・小児科医療に係る病院勤務医数 4.0人 
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   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 17.5人 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

  ＜介護分＞平成30年４月１日～令和３年３月31日 

 

□宇摩圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期   １０床（目標との差 ４１床不足） 

急性期    ４８８床（目標との差 １７１床超過） 

回復期    １３３床（目標との差 １６１床不足） 

慢性期    ３２３床（目標との差 １０６床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 1機関 → ０ 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → ６機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → ９機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 30か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → ４機関 

③ 介護施設等の整備 

【定量的な目標値】 

・介護医療院(介護療養型医療施設から転換)  33床（繰越整備中） 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標  

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数 4.0人 → 4.1人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 17.5人 → 6.1人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 → ０ 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 → １機関 

 

２）見解 

医療分について、病床機能強化とＩＣＴの活用により病床転換が進んだほか、医療

従事者の離職防止・復職対策や、在宅医療に関する専門知識習得のための講習会等の
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実施により、地域医療に携わる人材の確保が促進されたが、医師確保については現状

を維持するという最低限の成果のみで、医師数の増加までには結びついていない。 

介護分について、介護医療院(介護療養型医療施設から転換)の整備については、目

標を達成しなかった。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳

しい状況が続くことが予想されるが、第７次愛媛県地域保健医療計画及び同地域の地

域医療構想に掲げた計画に変更がないことから、今後も地域の限られた医療資源を最

大限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性が

ある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；４Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■新居浜・西条圏域 

１．新居浜・西条圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

新居浜・西条圏域では、保健所が開催した地域医療構想調整会議において、圏域

内の各市町、郡市医師会、医療機関等からの意見を取りまとめた結果、地域の課題

として、不足している病床機能の充実、近隣医療機関及び医科歯科連携の強化、医

療従事者の確保、地域定着等が挙げられている。 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減・転換に繋がるＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの基盤整備、

病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等の支援を行い、病院の機

能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行促

進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期   １９６床 

    急性期     ８２６床 

    回復期     ６７７床 

    慢性期     ６４８床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在
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宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

  ・認知症高齢者グループホーム   856床（47カ所） →  874床（48カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、看護師養成所の運営支援、医療

従事者の職場環境の整備等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

  ・小児科医療に係る病院勤務医数 14.7人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 40.3人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

  ＜介護分＞平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□新居浜・西条圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

高度急性期  ４０床（目標との差 １５６床不足） 

急性期    １，３９５床（目標との差 ５６９床超過） 

回復期    ３９２床（目標との差 ２８５床不足） 

慢性期    ８４３床（目標との差 １９５床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標  

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 １機関 → ２機関 
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・在宅療養支援診療所数 15機関 → 22機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → 20機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 82か所 

・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → 11機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → １機関 

③ 介護施設等の整備 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム   856床（47カ所） →  874床（48カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数 14.7人以上 → 15.9人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 40.3以上 → 10.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５以上 → 11機関 

 

２）見解 

医療分について、施設整備については、ＩＣＴによる近隣医療機関との連携強化が

図られた。在宅医療体制は徐々に体制が充実してきており、医療従事者の確保につい

ては、離職防止・復職対策により地域医療に携わる人材の確保が促進されたが、医師

確保は現状維持となっていて、特定科目では依然厳しい状態である。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホ

ーム18床(１カ所)の整備が進み目標を到達した。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳

しい状況が続くことが予想されるが、第７次愛媛県地域保健医療計画及び同地域の地

域医療構想に掲げた計画に変更がないことから、今後も地域の限られた医療資源を最

大限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性が

ある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；５Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■今治圏域 

１．今治圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

今治圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関に要望調査を

実施した上で、医師会が中心となって事業要望を取りまとめた結果、地域の課題と

して、不足している病床機能の充実、関係機関相互の連携体制の強化、医科歯科連

携による在宅療養者等の口腔ケア等の推進、救急医療体制の維持・確保等が挙げら

れている。 

① 地域医療構想の達成に向けた療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期   １１９床 

    急性期     ６８２床 

    回復期     ７０８床 

    慢性期     ４３０床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 １機関 

・在宅療養支援診療所数 15 機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 10 機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50 か所 

・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 45 人／月（2 カ所）→ 165 人／月（6 カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養

成を図る。 
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 【定量的な目標値】 

   ・へき地診療所の医師数 ２人  

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.5人 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 24.1人 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

＜介護分＞平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□今治圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期   ２３床（目標との差 ９６床不足） 

急性期     １，３８９床（目標との差 ７０７床超過） 

回復期     １７６床（目標との差 ５３２床不足） 

慢性期     ７０６床（目標との差 ２７６床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標  

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → ４機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → ９機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 68か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → ５機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → １機関 

 ③ 介護施設等の整備 

【定量的な目標値】 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 45人／月（2カ所）→ 45人／月（２カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・へき地診療所の医師数 ２人以上 → ５人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.5人以上 → 8.4人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 24.1人以上 → 12.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → ７機関 
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２）見解 

医療分について、地域医療連携体制促進事業（連携室運営）及び病床機能分化医療

スタッフ配置事業（地域医療体制確保医師派遣事業）により、限られた医療人材を有

効活用し、病診連携と救急医療体制の安定化が図られた。また、在宅医療体制は徐々

に体制が充実してきている。医療従事者の確保は、離職防止・復職対策により地域医

療に携わる人材の確保が促進されたが、医師確保は昨年度から現状維持となっている。 

介護分について、公募の結果、事業者の応募がなく、目標に到達しなかった。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も

厳しい状況が続くことが予想されるが、第７次愛媛県地域保健医療計画及び同地域

の地域医療構想に掲げた計画に変更がないことから、今後も地域の限られた医療資

源を最大限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事

業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要

性がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；６～７Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■松山圏域 

１．松山圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

松山圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、郡市歯科医師会、医療機

関に要望調査を実施した上で、ヒアリングを実施した結果、地域の課題として、不足

している病床機能の充実、医療機関相互の役割分担や連携の推進、在宅医療の普及、

医療従事者の確保・養成と地域定着等が挙げられている。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期   ７８１床 

    急性期   １，９９５床 
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    回復期   ２，０６７床 

    慢性期   １，８３６床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、在宅歯科医療に必要な設備の

整備、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の充実を図

る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の整備、運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確

保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

   ・へき地診療所の医師数 ３人以上 

   ・小児科医療に係る病院勤務医数 60.0人以上 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 80.2人以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□松山圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期  １，０１８床（目標との差 ２３７床不足） 

急性期    ４，０３０床（目標との差 ２，０３５床超過） 

回復期    １，２００床（目標との差 ８６７床不足） 

慢性期    ２，４０１床（目標との差 １，０１５床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → 10機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 123機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → 54機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 244か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → ４機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → 33機関 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標  

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 ３人以上 → 24人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 60.0人以上 → 71.5人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 80.2人以上 → 46.1人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → 18機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → 21機関 

 

２）見解 

施設整備については、ＩＣＴの活用及び病床機能分化医療スタッフ配置事業によ

り、限られた医療人材を有効活用し、救急医療体制の安定化が図られ、病床機能が強

化された。また、在宅医療体制は全ての目標値について達成しており、体制が充実し

てきている。医療従事者の確保は、医療従事者の離職防止・復職対策により、地域医

療に携わる人材の確保が促進された。さらに、二次救急における精神科疾患を併せ持

つ患者の対応について、救急対応時間外における医療機関からの患者受入・相談体制

を構築し、医療機関の負担軽減が図られた。計画は概ね順調に推移していると思われ

る。 

 

３）改善の方向性 

医療従事者、特に特定科目の医師確保については、人口規模の大きいこの圏域にお

いても目標値に達していないが、第７次愛媛県地域保健医療計画及び同地域の地域医

療構想に掲げた計画に変更がないことから、今後も目標値達成に向け事業を継続して

実施していく。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；７～８Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■八幡浜・大洲圏域 

１．八幡浜・大洲圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、八幡浜・大洲圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師

会、医療機関に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、地

域の課題として、不足する医療機能の充実、医療機関の連携体制の整備、在宅医療推

進のための連携体制の構築、医療従事者の確保、救急医療体制を維持するための人材

確保等が挙げられている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援

計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期    ５９床 

    急性期     ４８６床 

    回復期     ６９３床 

    慢性期     ４４３床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・認知症高齢者グループホーム   773人（47カ所） →  791人（48カ所） 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所   32床（４カ所） → 38床（５カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、院内保育

施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成

を図る。 
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【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 12人 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

・小児科医療に係る病院勤務医数 2.5人 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 44.4 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

 ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

＜介護分＞平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□八幡浜・大洲圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期   ０床（目標との差 ５９床不足） 

急性期     １，００３床（目標との差 ５１７床超過） 

回復期     ２３５床（目標との差 ４５８床不足） 

慢性期     ５２４床（目標との差 ８１床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 30機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → ７機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 57か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → 12機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備が進ん

でいる。 

【定量的な目標値】 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所   32床（４カ所）→ 38床（５カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 12人以上 → 32人 
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・小児科医療に係る病院勤務医数 2.5人以上 → 2.4人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 44.4以上 → 10.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → ８機関 

 

２）見解 

医療分について、施設整備については、回復期への転換及び在宅医療移行支援の

ための施設整備を行い、また、病床機能分化医療スタッフ配置事業により、限られ

た医療人材を有効活用し、救急医療体制の安定化が図られ、病床機能が強化され

た。さらに、地域医療体制確保医師派遣事業、医科歯科連携歯科衛生士配置事業に

より、限られた医療人材を有効活用し、病診連携と救急医療体制の安定化、在宅医

療への移行促進が図られた。在宅医療体制はおおむね目標値を達成し、徐々に体制

が充実してきている。医療従事者の確保は、離職防止・復職対策により地域医療に

携わる人材の確保が促進されたが、医師確保は昨年度から現状維持となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、小規模多機能型居宅介

護拠点６床（１カ所）の整備（開設のみ）が進んでいる。認知症高齢者グループホ

ーム（1カ所18床）については、公募の結果、事業者の応募がなく、目標に到達し

なかった。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳

しい状況が続くことが予想されるが、第７次愛媛県地域保健医療計画及び同地域の

地域医療構想に掲げた計画に変更がないことから、今後も地域の限られた医療資源

を最大限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性

がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；８～９Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇和島圏域 

１．宇和島圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、宇和島圏域では、地元保健所が調整役となり、各市町、郡市医師

会、医療機関等に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、

地域の課題は、医療機関相互の役割分担・連携強化、救急医療体制の維持・確保、小
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児・周産期医療に係る医師不足、在宅医療を担う人材の育成等となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援

計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期   １２０床 

急性期     ４１８床 

回復期     ４５４床 

慢性期     ３０５床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・地域密着型特別養護老人ホーム 29床（１カ所）→   58床（２カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 15人／月（１カ所）→ 35人／月（２カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、院内保育

施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成

を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 10人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.6人 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 27.9人 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 
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   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成30年４月１日～平成31年３月31日 

＜介護分＞平成30年４月１日～令和３年３月31日 

 

□宇和島圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期     ３０床（目標との差 ９０床不足） 

急性期    １，０８２床（目標との差 ６６４床超過） 

回復期      １６８床（目標との差 ２８６床不足） 

慢性期      ５６４床（目標との差 ２５９床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → ０ 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 12機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → 22機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 42か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → ２機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → ６機関 

③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備が進ん

でいる。 

【定量的な目標値】 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 15人／月（１カ所）→ 35人／月（２カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・へき地診療所の医師数 10人以上 → 23人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.6人以上 → 11.6人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 27.9人以上 → 8.3人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → ５機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → ４機関 

 

２）見解 

医療分について、病床機能分化医療スタッフ配置事業により、限られた医療人材を
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有効活用し、救急医療体制の安定化が図られ、病床機能が強化された。また、医科歯

科連携歯科衛生士配置事業により、在宅医療への移行促進が図られた。在宅医療体制

は徐々に体制が充実してきているが、すべての目標値が達成していない。医療従事者

の確保は、離職防止・復職対策により地域医療に携わる人材の確保が促進されたが、

医師確保は昨年度から現状維持となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所利用者数20人／月（1カ所）の整備が進んだ。地域密着型特別養護

老人ホーム29床（１カ所）については、公募の結果、事業者の応募がなく、目標に到

達しなかった。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳

しい状況が続くことが予想されるが、第７次愛媛県地域保健医療計画及び同地域の地

域医療構想に掲げた計画に変更がないことから、今後も地域の限られた医療資源を最

大限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性が

ある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；９～10Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

平成30年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

 

事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

30年度【№１（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(病床の機能分

化・連携を推進する基盤整備事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,838,322千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 
平成 30年４月 1日～令和３年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、住み慣れた地域や自宅で生活し続けた
いというニーズが高まっていることから、円滑な在宅復帰につな
げていくため、病床機能の分化・連携の推進を図る必要がある。 

アウトカム指標：高度急性期病床の病床整備数：10、回復期病床
の病床整備数：150、急性期病床の病床整備数：-188、慢性期病床
の病床整備数：-9 

事業の内容 

（当初計画） 

 医療機関が行う病床の転換等を伴う施設整備事業等に対して
補助を行い、病床の機能分化・連携を推進する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備数（４機関） 

アウトプット指標

（達成値） 
病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備数（１機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→ 確認できた（高度急
性期病床の病床整備数：２、回復期病床の病床整備数：11） 

（１） 事業の有効性 
一部で整備計画が延期や繰越となった施設があり、年度内にも

あるが、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟など
への病床機能の転換など、地域包括ケアシステム構築に向けた機
能分化が図られた。 
（２）事業の効率性 
急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地

域において総合的に確保できるように病床の機能分化が促され
ることが期待できる。 

その他  
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

30年度【No.２（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(ＩＣＴを活用

した地域医療ネットワーク基盤整備事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

30,006千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、住み慣れた地域や自宅で生活し続けた

いというニーズが高まっていることから、円滑な在宅復帰につな

げていくため、病床機能の分化・連携の推進を図る必要がある。 

事業の期間 
アウトカム指標： システム利用件数(Ｈ29)3,491 件 → (Ｈ30

目標)4,491件 

事業の内容 

（当初計画） 

医療機関が行うＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤

の整備事業に対して補助を行い、地域医療連携を推進する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
ＩＣＴの新規整備施設数（２機関） 

アウトプット指標

（達成値） 
ＩＣＴの新規整備施設数（２機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： システム利用件数 

→ 確認できた（H29：3,491件 →H30実績：3,578件/月） 

アウトプット指標

（達成値） 

（１）事業の有効性 

地域の連携体制が構築・強化されることにより、病院間の転院

や在宅への復帰等を促進する効果がある。 

（２）事業の効率性 

 事業実施主体は、自治体や医師会、地域での拠点となる医療機

関であり、本事業の実施により各地域での在宅医療関係者の連携

の中核となる人材が育成されることから、最小限の財政支援で各

地域の他の事業者や医療機関等にも効果が波及するものと考え

ている。 

その他  
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

30年度【No.３（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(妊産婦の多様

なニーズに応えるための院内助産所・助産師外

来の施設・設備整備)  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,965千円 

事業の対象となる区域 新居浜・西条 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

産婦人科医が不足する中、助産師が妊産婦に健診時から退院ま

で継続的に関わり、より良いお産や育児が出来る保健指導を行う

助産師外来に必要な機器を整備することで、医師の業務軽減を図

り、当該圏域の周産期医療に係る機能分化を推進する。 

事業の期間 
アウトカム指標：助産師外来の利用件数 25.6件/月（H29）→28

件/月（H30、目標） 

事業の内容 

（当初計画） 

 院内助産所や助産師外来を開設しようとする産科を有する病

院・診療所の増改築・改修や、体制整備に必要な備品の設置に対

する補助を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
院内助産所や助産師外来に関する施設・設備整備数（１機関） 

アウトプット指標

（達成値） 
院内助産所や助産師外来に関する施設・設備整備数（１機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：助産師外来の利用件数 

→ 確認できた（25.6件/月（H29）→25.8件/月（R元 12月現

在実績） 

アウトプット指標

（達成値） 

（１）事業の有効性 

 助産師外来での妊婦への個別の健診、保健指導等を行う事によ

り安心して出産できる環境づくり、及び産婦人科医師の業務軽減

が図られた。 

（２）事業の効率性 

 妊産婦から育児期における切れ目のない支援にむけた体制整

備や効率的な役割分担による産科医師との連携・協力体制の整備

が促されることが期待される。 

その他  
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

30年度【№４（医療分）】 

医科歯科連携推進事業（機能分化のための歯科

衛生士確保事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,868千円 

事業の対象となる区域 八幡浜・大洲 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

早期退院の実現により病床の機能分化を促進するため、医科歯

科連携の重要性が指摘されているものの、現状では歯科医療関係

者を配置している病院は少なく、歯科医療関係者を交えたチーム

医療を実施する体制になっていない。 

アウトカム指標：平均在院日数の短縮（H28:31.3日→H30:28.3

日）による慢性期→回復期病床への転換促進 

事業の内容 

（当初計画） 

【医科歯科連携歯科衛生士等配置事業】 

在宅復帰を目指す患者の早期退院を促し、地域の病床の分化を

促進するため、病棟・外来に歯科衛生士を配置し、患者の口腔管

理や退院時の歯科医療機関の紹介等を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
歯科衛生士を配置する病院数 ２施設 

アウトプット指標

（達成値） 
歯科衛生士を配置する病院数（H30実績：２施設） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：平均在院日数の短縮 

→ 確認できた（H28:31.3日→H30実績:30.5日） 

（１）事業の有効性 

歯科衛生士の病院への配置が増えることで在宅復帰を目指す

患者の早期退院を促し、在院日数の短縮により病床の分化を進め

ることが可能となった。 

（２）事業の効率性 

医療資源の集約化、多職種の連携拠点となるものであり、最小

限かつ集中的な支援により事業目的を達成するものである。 

その他  
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

30年度【№５（医療分）】 

病床機能分化医療スタッフ配置事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

104,062千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 
平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

本県では、高度急性期と回復期の病床機能が不足しているが、特に高

度急性期への病床転換は、人材確保とセットで進めるべきであり、急性

期機能の医療機関が将来、高度急性期に転換するためには、本県として

はまず人材確保が必要と考えている。このため、要支援機関への医師派

遣や救急医療機関のオンコール体制確保、地域医療連携室の新設・拡充

等に伴う人材確保などのソフト事業を、地域医療構想に基づき連携の

推進を図りながら、病床転換に先行して実施することとしている。 

アウトカム指標：〇支援を受け体制を確保できた医療機関数（目標：25

機関）〇退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した患者数の割合

（病床機能報告制度）（H29:78.5％→H30:78.7％）による慢性期→回復

期病床への転換促進 

事業の内容 

（当初計画） 

○高度急性期病床が不足する圏域で、病床転換に先行して、地域連携に

より支援が必要な医療機関に対し、医師派遣を行う病院への支援。 

○急性期病院から回復期病院への転院など、機能分化に応じた病院間

連携を推進するための医療スタッフの確保・配置 等 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師の診療時間（目標：

10,000時間以上）○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（５圏域） 

アウトプット指標

（達成値） 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師の診療時間（H30 実

績：8,451時間）○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（H30実績：

５圏域） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：○支援を受け体制を確保でき

た医療機関数→（H30実績：21機関）〇退棟患者のうち同一院内の他

棟以外に退棟した患者数の割合（病床機能報告制度）→確認できた

（H29:78.5％→H30:78.7％） 

（１）事業の有効性 

 転換可能な病院に対し、高度急性期への病床転換を促進させるため、

地域連携により現状の人材を活用しながら、医師偏在を調整すること

が必要。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想に即した機能分化や連携推進を図るため、潜在的に転

換可能な病院に対する医師派遣と並行し、救急医療体制の充実のため、

「t-PAホットライン」や「急性冠症候群(ASC)ネットワーク」の体制を

取り入れ、実績が上がっている。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30年度【№６（医療分）】 

在宅医療普及推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

32,332千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、市町、郡市医師会、医療機関、ＮＰＯ 

事業の期間 
平成 30年４月１日～令和２年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

 高齢者が増加の一途となっているにもかかわらず、住み慣れた
地域や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制は
十分とは言えない現状であることから、地域における包括的かつ

継続的な在宅医療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 
さらに地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療

の提供、受診に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加（H27：23.3％→H29：
23.8％（0.5％増）） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の設置・運営、市
町や地域ごとに在宅医療の課題への対応を検討する協議会・研修
等の開催、一般市民に対する在宅医療の普及啓発等(講演会の開
催等) 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の開催回数（目標：
1回以上） 
・研修や講演会等に取り組む団体数（市、郡市医師会、病院、訪問

看護協会、ＮＰＯ法人など）（目標：10団体） 

アウトプット指標

（達成値） 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の開催回数（H30実
績：１回） 
・研修や講演会等に取り組む団体数（H30実績：10団体） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅等での死亡割合の増
加 →確認できた（H30実績：25.8％（2.5％増）） 

（1）事業の有効性 
本事業では、在宅療養に移行する際の栄養指導や障害者に対す

る在宅医療、小児在宅医療、がん診療拠点病院と地域の医療機関
との連携等、内容を具体的に絞り込んだ実践的な研修等を実施し
ており、地域に対し即効性のある成果があったものと考えている。 
（2）事業の効率性 
事業実施主体は、自治体や医師会、地域での拠点となる医療機

関であり、本事業の実施により各地域での在宅医療関係者の連携
の中核となる人材が育成されることから、最小限の財政支援で各
地域の他の事業者や医療機関等にも効果が波及するものと考えて
いる。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30年度 【№７（医療分）】 

在宅医療連携体制構築事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

121,440千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 郡市医師会、県歯科医師会 

事業の期間 
平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢者が増加の一途となっているにもかかわらず、住み慣れた

地域や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制

は十分とは言えない現状であることから、地域における包括的か

つ継続的な在宅医療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 

さらに地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療

の提供、受診に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加（H28：24.3％→H30：

24.8％（0.5％増）） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療に携わる他職種の支援、情報の集約等の機能を備えた

在宅医療連携拠点や、特別な支援を要する者に対して治療を行う

ことのできるシステムの拠点となる在宅歯科医療支援センター

の運営に対する補助 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
地域の連携体制の強化に取り組む医療機関数（目標：２機関） 

アウトプット指標

（達成値） 
地域の連携体制の強化に取り組む医療機関数（H30実績：１機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：在宅等での死亡割合の増

加 →確認できた（H30実績：25.8％（2.5％増）） 

（１） 事業の有効性 

地域医療連携室の体制が拡充することにより、患者の利便性が

向上する他、新たな地域医療の連携体制が構築された。 

（２）事業の効率性 

一日あたりの対応職員数が増員されることで、患者一人ひとり

に対して、よりきめ細やかな対応が出来ることになり、患者の安

心に繋がるとともに、診療・検査や入院が必要な患者の受入れが

スムーズになり、各医療機関との連携が緊密になるなど、効率化

が図られた。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30年度 【№８（医療分）】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

110,093千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 
平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢化が進行する中、歯の保存状況と咀嚼機能の回復は全身の

健康と生命予後にも影響することが研究により明らかとなって

いるが、在宅歯科診療の供給体制は十分ではないため、歯科、医

科、介護及び行政等の連携体制を構築して窓口機能を一元化する

とともに、住民への普及啓発を行う必要がある。 

アウトカム指標：在宅での歯科治療件数の増加（H28：41,582 件

→H30:43,661件(５％増)） 

事業の内容 

（当初計画） 

・各連携機関との調整窓口 

・在宅歯科医療希望者等の相談窓口 

・在宅歯科医療や口腔ケア指導等の実施歯科診療者等の紹介 

・居宅患者に対する歯科診療者の派遣 

・在宅歯科医療に関する広報・啓発 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
連携室による相談対応件数（目標：2,600件） 

アウトプット指標

（達成値） 
連携室による相談対応件数の増加 H29：2,590件→H30：1,403件 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：在宅での歯科治療件数の

増加、訪問歯科診療件数の増加 

（H29:43,115件→H30実績:50,445件(17％増)） 

（１）事業の有効性 

相談件数は事業開始後一定期間経過したことから、当初の目標

値を達成できなかったが、歯科医院への直接依頼が増えており、

在宅歯科医療が浸透した結果ととれる。今後も医療・介護と連携

し、通院困難な高齢者、要介護者等への在宅歯科医療の利用普及

に勤める。 

（２）事業の効率性 

連携室を既存の歯科医院内に設置することにより、スムーズに

窓口業務や機器の管理を行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30年度 【№９（医療分）】 

在宅歯科診療設備整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,600千円 

事業の対象となる区域 松山 

事業の実施主体 郡市歯科医師会 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢化が進行する中、歯の保存状況と咀嚼機能の回復は全身の

健康と生命予後にも影響することが研究により明らかとなって

おり、高齢の要介護者等に対する在宅歯科診療の必要性が高まっ

ている。 

アウトカム指標：在宅での歯科治療件数の増加 

在宅医療サービスを実施する歯科診療所数（H26:209件→H30:223

件(７％増)）） 

事業の内容 

（当初計画） 

 在宅歯科診療体制に支障を生じることのないよう、高齢者の口

腔ケアの推進を図るための、訪問歯科診療に必要な医療機器の導

入に対する補助 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
訪問歯科診療用医療機器の整備数 10台 

アウトプット指標

（達成値） 
訪問歯科診療用医療機器の整備数（H30実績：30台） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：在宅医療サービスを実

施する歯科診療所数 →確認できた（H29末：209件→H30末実

績:245件(17.2％増)） 

（１）事業の有効性 

通院困難な高齢者、要介護者等への在宅歯科診療に必要な在

宅歯科診療設備を整備することで、在宅歯科医療体制を構築す

ることができた。 

（２）事業の効率性 

在宅歯科診療に必要な機器を整備することで、効率的に在宅歯

科診療を実施することができた。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30年度 【№10（医療分）】 

薬剤師支援事業（在宅医療支援薬剤師等普及

事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,380千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

在宅医療を推進するためには、薬剤師の関与が必要不可欠であ

るが、質の高い薬学管理の実現に向けた取り組み人材不足等が大

きな問題になっている。また、医療機関を退院した患者がと在宅

対応が可能な薬局をいかにしてつなぐかが問題となっている。 

アウトカム指標：薬局・医療施設従事薬剤師数（人口 10 万人対

数）の増加（医師歯科医師薬剤師数調査）（H28:170.0 人→

H30:181.3人） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療に係る薬剤師の育成を行うとともに、在宅医療連携の拠

点整備及び在宅医療薬剤師の確保を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

在宅医療に係る薬剤師の養成研修会（３回） 

新たに在宅医療に関わる薬剤師の研修会（３回） 

アウトプット指標

（達成値） 

在宅医療に係る薬剤師の養成研修会（H30実績：３回） 

新たに在宅医療に関わる薬剤師の研修会（H30実績：３回） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：薬局・医療施設従事薬

剤師数（人口 10万人対数）の増加（医師歯科医師薬剤師数調

査）→確認できた（H28:170.0人→H30:181.3人） 

（１）事業の有効性 

在宅医療に関わる薬剤師を対象に、質の高い薬学管理に関す

る研修会を開催することで、現場で求められる技術を習得する

ことが出来た。また、医師等と実際に使用する衛生資材や医療

用麻薬について協議することで、緊急に必要な際の資材の調達

を容易にすることができた。 

（２）事業の効率性 

研修には、地元薬学部と連携することにより、実技研修が可

能な施設等を利用することが出来るとともに、薬学生も研修会

に参加することにより、卒業後に在宅医療に対応できる学生の

育成に貢献できる。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30年度 【№11（医療分）】 

看護師等育成強化事業（訪問看護管理者研修） 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

729千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

在宅医療を推進するために訪問看護が果たすべき役割は大き

い。しかし、事業所の運営等に苦慮し短期間で管理者が代わる施

設もある。そこで、管理者が必要な能力について学び実践するこ

とで、運営の安定化を図り、訪問看護の質の向上と人材確保を目

指す必要がある。 

アウトカム指標：訪問看護ステーション数 

147ヶ所(H29.3末)→147ヶ所以上(H30.3末) 

事業の内容 

（当初計画） 

訪問看護ステーションの管理者を対象にした研修会の実施（５回

/年） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
研修会に参加した施設数 95施設(H29) → 95施設以上(H30) 

アウトプット指標

（達成値） 
研修会に参加した施設数（H30実績：103施設） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内の訪問看護ステーシ

ョン数 →確認できた（H30末実績：156ヶ所） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、愛媛県の全域において、在宅医療関係者

間での顔の見える関係が構築され、在宅医療従事者間の連携が促

進したと考える。 

（２）事業の効率性 

事業開始の早い段階から検討会を開催することで、地域のニー

ズをもとにした研修プログラムの構築や事業周知ができ、効率的

に執り行われた。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№12医療分）】 

医師育成キャリア支援事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

66,967千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

医師の地域間・診療科間の偏在や医師の高齢化により、地域医
療に必要な医師が不足しており、医師の確保及び若手医師の県内
定着が急務となっている。 

アウトカム指標：人口 10 万人当たり医療施設従事者数の増加
（262.5人［H28］→271.4［H30)］） 

事業の内容 

（当初計画） 

地域医療支援センターの運営により、若手医師や医学生のキ
ャリア形成支援をはじめ、医師不足病院への支援などを行う。 
また、県内外の医学生のネットワークづくりによる卒後 Uター

ンを促進し、若手医師の県内定着を図るほか、地域の実情に応じ
た連携体制の構築や人材育成手法の検討を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・医師派遣・あっせん数（目標：40人） 
・キャリア形成プログラムの作成数（目標：10プログラム） 
・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数
の割合（目標：50％） 

アウトプット指標

（達成値） 

・医師派遣・あっせん数（H30実績：34人） 

・キャリア形成プログラムの作成数（H30実績：19プログラム） 
・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数
の割合（H30実績：100％） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：人口 10 万人当たり医療
施設従事者数の増加 →（272.4人(H28)→279.1人(H30) 6.7人
増） 

（１） 事業の有効性 
今後、地域枠医学生は約 190名程度を養成することになってお

り、医師不足・医師の偏在が著しい本県にとっては有効性が高い
事業となっている。 
（２） 事業の効率性 
地域医療支援センターには、専任医師２名、専従職員３名を置

くこととしており、現場起点でキャリアプログラムの作成、医師

不足地域への医師派遣等が検討でき効率的に事業実施ができた。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№13（医療分）】 

医師確保対策推進事業（女性医師等就労支援事

業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,000千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

増加傾向にある女性医師の出産・育児による離職防止や再就業

の促進し、地域医療に必要な医師の確保を図る。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数に占める女性医師の割合

（医師・歯科医師・薬剤師調査）（H26:16.3％→H30:16.5％） 

事業の内容 

（当初計画） 

女性医師からの再就業に係る相談業務、再就業先となる医療機

関等の情報収集、女性医師の就労支援に資する研修会等の開催等

を行い、女性医師等の離職防止や再就業の促進を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

女性医師の就労等に関する研修会・講演会等の参加人数 

対前年比 10％増 50名(H28)→55名(H29) 

アウトプット指標

（達成値） 

女性医師の就労等に関する研修会・講演会等の参加人数 

（H30実績：68名 対前年比 3.0％増） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内の医療施設従事医師

数に占める女性医師の割合（医師・歯科医師・薬剤師調査）→ 

（H28:17.4％→H30実績:18.2％） 

（１）事業の有効性 

医師不足である本県では、離職後に再就職できる女性を確保す

ることは非常に有効性が高い。 

（２）事業の効率性 

相談業務、情報収集などを県医師会を通じて実施したため、現

場サイドで意見等を直接反映することができ、非常に効率的・効

果的に事業実施できた。 

その他  

 

  



   

37 

 

事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№14（医療分）】 

救急医療対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,584千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、消防本部、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 
平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

小児救急への対応が可能な医療機関の確保が困難となってい

るため、小児二次救急医療体制に参画する医療機関を支援し、体

制の維持・確保を図る必要がある。また、救急搬送時間が延長す

るとともに、搬送件数が増加する中にあって、救急患者受入体制

の維持・確保のために救急医療機関の円滑な受入及び医師の負担

軽減を図る必要がある。 

アウトカム指標：二次救急医療機関数 46 機関(H30)→46 機関

(H31) ※二次医療機関の負担軽減が医師等の負担軽減、確保につながる 

事業の内容 

（当初計画） 

輪番制により小児二次救急医療等を実施している医療機関や、輪

番制病院への警備員配置に対し運営費を補助するとともに、救急

搬送システムを運用することにより救急搬送体制を強化する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

小児二次救急実施地区数（２地区（維持）） 

救急搬送システム運用実施機関（14消防機関（維持）） 

アウトプット指標

（達成値） 

小児二次救急実施地区数（２地区（維持）） 

救急搬送システム運用実施機関（14消防機関（維持）） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：二次救急医療機関数 

→ 確認できた（H30実績：46機関） 

（１） 事業の有効性 

医師不足が顕著な小児医療において、小児救急医療体制を維持

するとともに、システムの活用により効率的な救急搬送体制を構

築することができた。 

（２） 事業の効率性 

対象医療機関が小児救急医療を担う日数に応じた支援を行う

とともに、システムの活用に当たっては関係消防機関が応分の負

担をすることで、効率的な事業執行を図った。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№15（医療分）】 

小児救急医療電話相談事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,000千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

時間外における小児軽症患者の救急受診が医療現場の負担と

なり、地域医療の維持が困難になっている。 

アウトカム指標： 電話相談者満足度（目標：100％） 

事業の内容 

（当初計画） 

小児の急な病気やケガに関する保護者の相談に対し、医師、看護

師が電話相談に応じる。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
年間相談件数（目標：10,000件以上） 

アウトプット指標

（達成値） 
年間相談件数（H30実績：13,162件） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：電話相談者満足度→確認

できた（H30実績：99.6％） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、愛媛県の全域において、保護者の育児不

安の緩和を図るとともに、症状に応じた適切な受診を促すことに

より、患者・医療機関の負担軽減が図られたと考える。 

（２）事業の効率性 

本事業は、民間サービス業者に委託して実施している。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№16（医療分）】 

医科歯科連携推進事業（歯科医療従事者等人材

養成事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

265,236千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会、郡市歯科医師会、県歯科技工士会、歯科衛生士養成所 

事業の期間 
平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

口腔の衛生状態や健康度が、治療と病気の進行度や予後に大き

く関わることから、医科歯科連携や口腔ケアの重要性が高まって

いるが、これらの業務に従事する歯科衛生士等の歯科医療関係者

は、現状では主に歯科医療機関内で歯科医師の治療の補助に当た

るに留まっているため、人材が不足している。 

アウトカム指標：就業歯科衛生士数の増加（H28:1,540 人→

H30:1,617人(５％増)） 

事業の内容 

（当初計画） 

がんや認知症に関する研修会等の開催による歯科医療従事者

等の人材養成、歯科技工士に対する離職防止や復職支援の実施、

就学支援制度や復職に必要な研修の実施による歯科衛生士の確

保等 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
歯科衛生士に対する研修の実施人数（目標：380人) 

アウトプット指標

（達成値） 
歯科衛生士に対する研修の実施人数（H30実績：1,019人） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：就業歯科衛生士数の増加

→ 確認できた（（H28:1,540人→H30実績:1,601人(4.0％増)） 

（１）事業の有効性 

歯科医療機関にに従事する歯科衛生士や歯科医療資格を有し

ている非就業者に対して研修会を開催することで、医科歯科連携

や口腔ケアに従事できる人材を確保することができた。 

（２）事業の効率性 

現在就業している歯科衛生士と現場復帰を希望している非就

業者に対して研修会を開催することで、効率的に人材確保に努め

ることができた。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№17（医療分）】 

医療勤務環境改善支援センター運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,664千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

医師や看護職員など医療従事者の離職防止等を図るため、各医

療機関における医療従事者の勤務環境改善に係る取組みを促進

する必要がある。 

アウトカム指標：病院常勤看護職員離職率の低下（H28:9.5％→

H30:9.0%） 

事業の内容 

（当初計画） 

医療機関から、勤務環境の改善に係る相談を受け、医業経営の

専門家や医療労務管理の専門家が助言等を行い、必要に応じて訪

問による支援を実施するほか、勤務環境改善の必要性を啓発する

研修会等を開催する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機関数：

１カ所以上 

アウトプット指標

（達成値） 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機関数：

（H30実績：1カ所） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：病院常勤看護職員離職率

の低下 →確認できた（H29:9.5％→H30実績：9.1%） 

（１）事業の有効性 

研修会の開催等により、医療機関への普及啓発を図ったほか、

医業経営等の専門家が、医療機関からの相談を受け、助言等を行

うことにより、効果的に医療機関における勤務環境改善に向けた

取り組みを支援した。 

（２）事業の効率性 

県医師会や県看護協会など地域の関係団体と連携し、医療機関

のニーズに応じた支援を実施するなど、効率的に事業を実施し

た。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№18（医療分）】 

看護師等研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

54千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

少子高齢化の進行による医療ニーズの増大と高度化、療養の場の多様化に伴

う看護ニーズに対応するためには、看護職員の確保・定着と質の向上が不可欠

であるが、新人看護職員の離職率が全国平均に比して高いことや、小規模施設

においては、自施設内での研修受講機会が少なく、看護職員としてのスキルア

ップが図りにくい等の課題がある。 

アウトカム指標：①県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職として就職

した者の割合（H29：91％→H30：90％以上） ②新人看護職員離職率（H29：

10.9％→H30：7.6％以下） 

事業の内容 

（当初計画） 

看護教員及び看護職員に対し必要な知識や技術を習得させるための研修を

実施し、看護職員の資質向上と職場定着を進める。 

〇実習指導者講習会事業、〇看護教員継続研修事業、〇新人看護職員研修事業、

〇新人看護職員研修体制支援事業（新人看護職員がガイドラインに沿った研修

を受けられる環境を整備するための方策の検討、中小規模病院の新人看護師対

象の合同研修の開催等）、〇看護職員県内定着促進事業（看護職員確保・定着

のために、中高生に対し看護職員の魅力発信、潜在看護職員の実態把握等） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

〇看護教員継続研修事業の参加の延人数（H29：175人→H30：180人以上） 

〇新人看護職員研修責任者・教育担当者研修の参加延人数（H29：270人→H30：

280人） 

〇看護職員人材派遣研修の利用施設数（H29：33件→H30：30件以上） 

〇ふれあい看護体験の参加延人数（H29：478人→H30：480 人以上） 

〇看護職員合同就職説明会の参加延人数（H29：204人→Hｍ30：200人以上） 

アウトプット指標

（達成値） 

〇看護教員継続研修事業修了生の延人数（H30 実績：177 人） 

〇新人看護職員研修責任者・教育担当者研修事業の参加延人数（H30実績：313

人） 

〇看護職員人材派遣研修の利用施設数（H30実績：52件） 

〇ふれあい看護体験の参加延人数（H30 実績：515人） 

〇看護職員合同就職説明会の参加延人数（H30 実績：294 人） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： →確認できた 

①県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職として就職した者の割合（H30

実績：90.3％） ②新人看護職員離職率（H30 実績：8.8％） 
（１）事業の有効性 

本事業の実施により、県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職として

就職した者の割合は 90％であり、目標を達成したことから看護職員の確保に

ついては効果があった。一方、新人看護職員離職率は 2.1％減少したが、目標

の達成には至らず、看護職員の定着については、効果が表れるまでには一定の

期間がかかると考えられる。 

また、愛媛県の全域において、医療の高度化や県民の期待に応えることので
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きる、看護専門職としての基礎的能力の向上に繋がった。 

なお、新人看護職員研修責任者・教育担当者研修事業参加延人数は、313人

で目標値を上回り、新人看護職員の研修体制の充実が図られた。ふれあい看護

体験参加延人数及び看護職員合同就職説明会の参加延人数は、ともに昨年度よ

り増加し、若い世代の看護職員の確保養成に寄与した。 

（２）事業の効率性 

研修受講者が、自施設でリーダーとなって研修復命や学習会を実施すること

により、各施設の看護職員の資質向上が効率的に図られていると考える。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№19（医療分）】 

看護師等支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,124千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会、看護師養成所 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

少子高齢化の進展による医療ニーズの増大と高度化、療養や生
活の場の多様化に伴う看護・介護ニーズに対応していくために、
より質の高い看護職を育成し、定着、離職防止を図る必要がある。 

アウトカム指標：ナースセンター登録者のうち復職した人数（577

人(H29) → 635人（H30）） 

事業の内容 

（当初計画） 

更なる看護職員の確保が必要であるため潜在看護師等に着眼
し、再就業支援事業等を実施することで看護職員の定着、復職
を図る。また、県内中小病院の看護職員を対象にした実態調査
を実施する。○中小病院等看護職員離職防止支援事業 ○就労
環境改善事業 ○看護教員養成支援事業 ○再就業支援事業 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・看護職員離職時等の届出数 （目標：350人以上（H30）） 
・届出者のうち復職を希望する者の割合（目標：53.5％（H29）→
55.0％（H30）） 
・潜在看護師等を対象とした復職支援研修の受講人数（目標：40
人（H29）→40人（H30）） 

アウトプット指標

（達成値） 

・看護職員離職時等の届出数 （H30実績 387人） 

・届出者のうち復職を希望する者の割合（H30実績 53％）） 
・潜在看護師等を対象とした復職支援研修の受講人数（H30 実績
53人） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：ナースセンター登録者の
うち復職した人数 → 確認できた (H30実績：311人) 

（１）事業の有効性 
看護職員離職時等における届出制度は、H30 年度は 387 人から

届出があり、うち５割以上が求職中となっており、今後復職につ
いても期待ができる。 
また、復職希望者に実技研修等を実施することで、安心して復

職ができ、かつ定着も図ることができると考え、継続していく。 
（２）事業の効率性 
潜在看護師等復職支援研修については、H29 年度から、事業内

容を一部変更して実施しているところ。個別面談によるマッチン
グ作業が必要であるため受講者数を大幅に増加させることは難
しいが、H30年度の就職率は 90.6%（53名中 48名）で、県内の看
護師確保について成果が上がっている。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№20医療分）】 

看護師等育成強化事業（摂食・嚥下障害看護力

強化事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

695千円 

事業の対象となる区域 宇摩圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

摂食嚥下機能の維持・向上を図ることで、退院遅延の原因疾病の一つ

である誤嚥性肺炎等を予防し、患者の早期退院及び安全な在宅療養を

促進する。また、患者特性に応じた看護の知識や技術の習得により、看

護の専門性を高め、資質向上を目指す必要がある。 

アウトカム指標：院内における誤嚥性肺炎の患者数の減少（H29：45人

→H30：H29より減少） 

事業の内容 

（当初計画） 

・他圏域の摂食・嚥下障害認定看護師による口腔ケアチーム看護師に

対しての講義・実技指導研修 

・資質向上を目指しての他院での実習研修 

・口腔ケアチーム看護師による訓練・評価、指導の実践（院内、圏

域） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・口腔ケアチームが訓練を行った患者数（延べ）（H29：275 人→H30：

300人） 

・口腔ケアの必要性等について普及啓発を行った人数（H29：178 人→

H30：195人） 

アウトプット指標

（達成値） 

・口腔ケアチームが訓練を行った患者数（延べ）（H29：275 人→H30：

81人） 

・口腔ケアの必要性等について普及啓発を行った人数（H29：178 人→

H30：98人） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：院内における誤嚥性肺炎の患

者数の減少→確認できた（H30実績 51人：H29より 6人増加） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、摂食・嚥下障害の専門知識及び技術を習得した

口腔ケアチームが養成され、チーム員による院内での訓練実施や圏域

内の施設等での普及啓発が行われ、誤嚥性肺炎の予防や介護職員等へ

の理解促進につながった。地域の中核病院として、誤嚥性肺炎の入院患

者数は微増したが、今後は、養成したチーム員がより積極的な取り組み

を展開することで、入院日数の短縮や重症化予防に効果が期待できる

と考える。 

（２）事業の効率性 

口腔ケアチームを養成する過程で、院内の患者への実技訓練や研修

会等の普及啓発を実施するなど、事業を効率的にすすめることができ

た。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№21（医療分）】 

保健師等指導事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,179千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

継続 □／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

疾病構造や人口構造などの変化に伴い、地域住民の医療・介護、
健康に対するニーズは多様化してきている。そこで、公衆衛生の
視点から地域の健康課題に着目できる保健師の能力強化を目指

した計画的な人材育成が必要である。 

アウトカム指標：自組織の上司・同僚と連携し、組織的活動を
計画・実践できていると答えた保健師の 8割 6/8人(H29)→8
割以上（H30） 

事業の内容 

（当初計画） 

今後の保健師の活動の方向性や人材育成のあり方を検討し、
特に活動の要となる中堅期保健師を対象とした研修会を実施し
て、中堅期保健師の役割を再認識し必要な能力の強化を図る。 

・保健活動に関する検討事業 

・中堅期保健師スキルアップ研修 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・研修会参加数と組織数（目標８人 ８組織） 
・中堅期保健師の役割と今後の取組みが明確になった受講者の割
合（目標８割） 

アウトプット指標

（達成値） 

・研修会参加数と組織数（H30実績：目標６人・組織６人） 
・中堅期保健師の役割と今後の取組みが明確になった受講者の割
合（H30実績：100％） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：自組織の上司・同僚と連
携し、組織的活動を計画・実践できていると答えた保健師の割合 
→確認できた（H30実績：83.3％ 5/6人） 

（１）事業の有効性 

保健師活動指針を活用し、今後の保健師活動について話し合
い、また強化したいこと等について見直すことができた。また、
研修事業では、研修参加を通じて、自組織の課題と今後の取組み
を考えることができており、保健師の人材育成に有効である。 

（２）事業の効率性 

保健師のコアを強化するための研修会を県庁が企画実施し、

各地域の課題や保健師の状況に応じた研修企画を各保健所が行
うなど役割分担ができている。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№22（医療分）】 

看護師等養成所施設整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

702,342千円 

事業の対象となる区域 今治 

事業の実施主体 看護師養成所の設置者 

事業の期間 
平成 30年４月１日～令和３年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

看護職員は依然として不足が見込まれ、新規確保を図る必要が

あることから、老朽化著しい養成所の校舎一部を建替え、安心・

安全な環境で優秀な生徒を集め、地域医療のニーズに対応した高

度な知識・技能を有した看護職員の養成し、地元で定着させるこ

とが必要。 

アウトカム指標：入学者数の増加 105名（H30）→115名（H33） 

事業の内容 

（当初計画） 

依然として不足が見込まれる看護職員の新規確保の根幹的な

役割を果たす看護師等養成所について、老朽化した校舎の一部を

建替えることに対する補助を行い、県内における看護職員の新規

確保及び質の高い医療の提供を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
補助施設数（１カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 
補助施設数（H30実績：１カ所 但し年度内工事は未着手で繰越） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：入学者数の増加 →でき

なかった(新校舎が完成していないため) 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により優秀な生徒を集め、地域医療のニーズに対

応した質の高い看護師の養成が可能となると思われる。 

（２）事業の効率性 

看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所

の校舎建替えに対する補助を行うことが、より質の高い看護教育

の提供に繋がり、ひいては県内における看護職員の新規確保及び

質の高い医療の提供が行えると思われる。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№23（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

147,604千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 看護師養成所の設置者 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

看護職員は依然として不足が見込まれ、新規確保を図る必要が

あることから、看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護

師等養成所の運営継続のためには運営費に対する補助が必要。 

アウトカム指標：卒業者に占める県内就業率の増加（H29:75.1％

→H30:75.5％） 

事業の内容 

（当初計画） 

・依然として不足が見込まれる看護職員の新規確保の根幹的な役

割を果たす看護師等養成所の運営に対する補助を行い、県内に

おける看護職員の新規確保及び質の高い医療の提供を図る。 

・看護師等養成所の運営に必要な次の経費を支援。 

（教員経費、事務職員経費、生徒経費、研修経費 等） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
補助施設数（８カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 
補助施設数（H30実績：８カ所） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：卒業者に占める県内就業

率の増加 →確認できた（H30実績:73.1％） 

（１）事業の有効性 

昨年度に比べて県内就業率は若干低下したが、概ね７割以上を

保持しており、本事業の実施により当該養成所における質の高い

看護教育の提供が行えたと考える。 

（２）事業の効率性 

看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所

の運営に対する補助を行うことが、より質の高い看護教育の提供

に繋がり、県内における看護職員の新規確保及び質の高い医療の

提供が行える。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№24（医療分）】 

院内保育事業運営費補助金 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

38,769千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

依然として不足が見込まれる看護職員の出産・育児による離職

防止や再就業の促進に対する支援が必要であるため、院内保育事

業の運営に対して補助を行う。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数に占める女性医師の割合

（医師・歯科医師・薬剤師調査）（H28:21.1％→H30:21.2％以上） 

事業の内容 

（当初計画） 

院内保育所は、勤務時間が不規則な看護職員等にとって仕事

と育児の両立支援に大きな役割を果たすものであるが、運営は

厳しい状況であることから、事業の運営に対して補助を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
補助施設数（12か所 公的病院除く） 

アウトプット指標

（達成値） 
補助施設数（H30実績：12か所 公的病院除く） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：医療施設従事医師数に占

める女性医師の割合（医師・歯科医師・薬剤師調査） 

→確認できた（H28:21.1％→H30:22.2％） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、子を持つ医療従事者の勤務環境が改善さ

れ、医療従事者の確保が図られることにより、質の高い医療を提

供することができたと考える。 

（２）事業の効率性 

院内保育所は仕事と育児の両立支援に大きな役割を果たすこ

とから、保育環境が充実することにより、より効率的な医療従事

者の確保が図れた。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№25（医療分）】 

薬剤師支援事業（薬剤師確保事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,427千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 県薬剤師会 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

近年の医薬分業の普及、在宅医療への取組み、医療機関での病
棟薬剤師の役割の増大などに伴い、薬剤師不足が大きな問題にな
っている。 

アウトカム指標：薬局・医療施設従事薬剤師数（人口 10 万人対
数）の増加（医師歯科医師薬剤師数調査）（H28:170.0 人→
H30:181.3人） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療を推進するため、休職中の薬剤師が安心して復職で
きるよう、昨年度作成した座学及び実務実習に関するプログラ
ムに基づき、復職支援講習会及び実務実習を実施して復職支援
を進め、質の高い薬学管理が可能な薬剤師育成のための取組を
行うとともに、人材の確保を図る。 

また、子育て中の薬剤師を支援して離職防止を図るため、研
修会時の託児サービスを実施することで、講習会に参加しやす
い環境を整備する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
復職支援講習会受講者数（10名） 

アウトプット指標

（達成値） 
復職支援講習会受講者数（H30実績：４名） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：薬局・医療施設従事薬剤
師数（人口 10万人対数）の増加（医師歯科医師薬剤師数調査） 
→確認できた（H28:170.0人→H30:181.3人） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、復職支援プログラムを作成し、離職して
いる薬剤師に対し支援を行うことで復職を促進できた。 

（２）事業の効率性 

復職支援事業も３年目となったことから、復職を希望する受講
生が目標どおり確保できなかった。今後は、さらに幅広く事業を

周知するとともに、現に勤務している薬剤師に対しても事業内容
を認識してもらい、離職した際にも復職支援制度を利用して安心
して職場に戻れることを周知することとしたい。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30年度 【№26（医療分）】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

73,280千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 市町 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

県内において、産科医療機関及び産科医等が減少しており、その

維持・確保のため、分娩手当を支給してその処遇改善を図る必要が

ある。 

アウトカム指標： 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 66人 

・分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

10.8人 

事業の内容 

（当初計画） 

産科医等の処遇を改善しその確保を図るため、分娩手当等を支

給する分娩取扱機関に対して財政支援を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・手当支給者数 66人 

・手当支給施設数 23施設 

アウトプット指標

（達成値） 

・手当支給者数 62人(H29年度)→61人(H30年度) 

・手当支給施設数 23施設(H29年度)→22施設(H30年度) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 →確認できた 

(H29年度実績)74人→（H30年度実績）77人(見込；集計中) 

・分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数  

→確認できた 

(H29年度実績)11.8人→(H30年度)12.5人(見込；集計中) 

（１）事業の有効性 

分娩取扱医療機関の減少により、医師数に若干の減少がみられ

るものの、本事業の実施により産科医等に対して経済的処遇が改

善されたことにより、産科医等の確保については概ね有効であっ

たと考える。 

（２）事業の効率性 

本事業は、市町を通じて医療機関に補助するものであるが、県と

地域の実情に通じた市町が、それぞれの立場に応じて役割（事務）

分担を行い、協力して事業を実施したため、効率的であった。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
30年度 【№27（医療分）】 

周産期医療対策強化事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

7,200千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 国立大学法人愛媛大学 

事業の期間 
平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

愛媛大学医学部の産婦人科医局、小児科医局は、当該診療科の
過酷な勤務状況や訴訟リスク等により、医局員確保の難易度が増
す一方で、慢性的な医師不足となっている県内産婦人科、小児科

から、医局による医療機関への応援体制の充実を求められてお
り、医局員の確保を図るため、周産期医療を担当する医師の処遇
を改善する必要がある。 

アウトカム指標： 
新生児医療を担当する医師数：5人 
周産期医療を担当する医師数 産婦人科：15人 
同 小児科：27人 

事業の内容 

（当初計画） 

愛媛大学医学部附属病院の周産期医療を担当する医師（産婦人
科・小児科）に対する手当の支給を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

手当支給件数 新生児医療担当医手当 目標：年間 240件 
小児期・周産期カウンセリング手当  目標：年間 240件 

アウトプット指標

（達成値） 

手当支給件数 新生児医療担当医手当 
(H29年度)143件→(H30年度)145件 

小児期・周産期カウンセリング手当 
(H29年度)178件→(H30年度)178件 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： →確認できた 
新生児医療を担当する医師数 

(H29年度)5人→（H30年度）4人 
周産期医療を担当する医師数 

産婦人科医 (H29年度)12人→（H30年度）14人 
小児科医  (H29年度)26人→（H30年度）28人 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、産科医等に対して経済的処遇が改善され
たため、産科医等の維持・確保に有効であったと考える。 

（２）事業の効率性 

愛媛大学医学部は、県内産婦人科、小児科から応援体制の充実
を求められており、本事業により、効率的に産科医等の処遇改善
を図ることができた。 

その他  
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３－２－１．事業の実施状況(介護分・施設整備) 

平成30年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度計画終了時における事業の

実施状況を記載。 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】 

介護基盤整備事業 

介護施設開設準備経費助成事業 

【総事業費】 

666,130千円 

 

事業の対象となる区域 宇摩圏域、新居浜・西条圏域、今治圏域、松山圏域、八幡

浜・大洲圏域、宇和島圏域 

事業の実施主体 民間事業者 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～令和３年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせる社会づくりを推進する。 

アウトカム指標：  

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １８，９４６人 

事業の内容（当初計

画） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を

行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対し

て支援を行う。 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム     ５８床（２カ所） 

認知症高齢者グループホーム      ７２床（４カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所     ２７床（３カ所） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所２０人（１カ所） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所    ９人（１カ所） 

認知症対応型デイサービスセンター   １２人（１カ所） 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス

施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた

介護サービス提供体制の整備を促進する。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム  

1,172床（ 42カ所）→ 1,201床（43カ所） 

・認知症高齢者グループホーム  

 5,166床（311カ所）→ 5,202床（313カ所） 
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・小規模多機能型居宅介護事業所  

 913床（115カ所）→  919床（116カ所） 

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  

利用者数 232人／月（12カ所） →   372人／月（17カ

所） 

・介護医療院（介護療養型医療施設から転換） 

０床（０カ所） → 33床（１カ所） 

・介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 

105床 

 

アウトプット指標（達

成値） 

 地域密着型サービス施設等の整備が進んでいる。 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

  913床（115カ所）→  919床（116カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 利用者数 

232人／月（12カ所） →  252人／月（13カ所） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １７，７５２人 

  指標：１７，４８６人から２６６人増加した。 

（１）事業の有効性 

  介護保険制度の保険者である市町が、日常生活圏域のニ

ーズ等を踏まえて策定した計画に基づき必要とする施設・設

備の不足を補うものであり、地域包括ケアシステムの構築に

向けて、大いに効果が期待できるものである。 

（２）事業の効率性 

  地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要とされる施

設・設備整備に取り組む介護事業者に対し、市町を通じて補

助することにより、最小限の財政支援で効果的な施設・設備

整備を行っている。 

その他  
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３－２－２．事業の実施状況(介護分・人材確保) 

平成30年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度計画終了時における事業の

実施状況を記載。 

 

 事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.1】 

福祉・介護人材確保対策事業(協議会設置) 

【総事業費】 

3,739千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

増加する福祉・介護人材の需要に対して、効果的な人材確

保対策を実施するため、関係機関の連携体制を構築し、既

存事業の改善及び新規事業の検討を行う。 

アウトカム指標：既存事業の改善状況及び新規事業の実施

状況 

事業の内容（当初計

画） 

県社会福祉協議会を中心として、行政関係者、有識者、種

別協議会、事業所、その他関係機関における検討会議を設

置、介護現場で必要とされる人材確保について計画的な取

組強化を検討、実現するため連携等に取り組むほか、福祉

人材センターにコーディネーターを配置し、介護等人材に

係る分析データを関係機関等に提供し関係機関が連携し検

討を進める。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

協議会の開催回数：２回 

アウトプット指標（達

成値） 

協議会の開催回数：４回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：既存事業の改善状

況及び新規事業の実施状況 

31年度は以下のとおり既存事業の改善及び新規事業を実施 

・「介護職」にまつわる感動的なエピソードを映像化し、

インターネット番組等を活用して広く発信し、介護職のイ

メージアップを図る。 

・福祉就職セミナーに合わせ、福祉・介護の仕事の内容や

事業所を紹介する「介護・福祉のジョブフェス」を開催

し、介護職への理解を深める。 
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（１）事業の有効性 

有識者、種別協議会、事業所、関係機関等が顔の見える関

係を築き、連携が促進されたことで、県内の福祉・介護人

材確保について各方面で抱える問題を共有し、必要な取組

みや改善点について検討することができた。 

（２）事業の効率性 

議題に応じた出席者の入れ替えや議題についての事前の聴

取などを行い、効率的に会議を実施している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等の

仕事魅力発信事業） 

【総事業費】 

2,938千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、福祉・介護業界の

魅力発信、イメージ向上を図り、将来の人材確保につなげ

る。 

アウトカム指標：福祉・介護の仕事に対する県民の理解・

か関心の向上 

事業の内容（当初計

画） 

介護の日の前後１週間を中心に、テレビ、ラジオ、新聞等

のマスメディアを通じて、福祉・介護の仕事の魅力が伝わ

るようなキャッチーな広告を広く県民に発信する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

各媒体の広告回数：テレビＣＭ 年 24回以上 

アウトプット指標（達

成値） 

各媒体の広告回数：テレビＣＭ 年 158回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：事業対象が不特定

多数のため、測定は困難であるが、福祉・介護の仕事につ

いて、県民の理解や関心が高まり、福祉就職セミナーに

232名が参加した。 

（１）事業の有効性 

マスメディアを活用した積極的な広報を通じ、福祉・介護

分野の仕事の魅力を発信することで、福祉・介護分野に関

心を持っていなかった県民の目や耳に触れる機会が増えて

いる。 

（２）事業の効率性 

広報にあたっては、テレビ以外の媒体（商店街等大型ビジ

ョン）を活用し、多様な対象の目に触れやすいよう工夫し

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.3】 

 介護の仕事魅力発信事業（介護現場から

の発信） 

【総事業費】 

3,800千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県老人福祉施設協議会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

増加を続ける介護サービス需要に対応するため、介護サー

ビスを担う次世代の人材の確保を図る。 

アウトカム指標：― 

事業の内容（当初計

画） 

介護の日に合わせ、介護関係団体が連携して啓発活動やイ

ベントを開催するほか、県内の小中学校・高校の生徒等に

地域介護等に関する巡回型体験教室を行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

介護の日啓発イベント等 １３回 参加者 １，３５０名 

アウトプット指標（達

成値） 

介護の日啓発イベント等 １２回 参加者 １，４１６名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：次世代の人材確保が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

（１）事業の有効性 

介護の日（11/11）に合わせ、県内の老人福祉施設、関係

団体、地域住民等が連携して啓発イベント等を実施したほ

か、中学・高等学校において地域介護の紹介や福祉用具等

の体験教室を実施したことにより、地域住民等に対する理

解促進や、将来の介護人材の発掘・育成を図ることができ

た。 

（２）事業の効率性 

関係団体が緊密に連携して実施したことにより、広報など

を効率的に展開することができ、幅広い年齢層に対し、介

護の仕事の魅力を発信できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等の

仕事魅力発見事業） 

【総事業費】 

2,420千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、事前の理解不足に
よる早期離職の防止や福祉・介護分野を将来の選択肢とし
て考える若年層の増加を図る。 

アウトカム指標：福祉・介護への入職希望者 

事業の内容（当初計

画） 

事業所見学・介護体験バスツアー事業（中高生やその保護
者、教員等を対象として、介護事業所等を見学・介護を体
験するバスツアーを実施する。） 
介護の職場体験事業（愛媛県福祉人材センターの求職登録
者や地域の潜在的な介護の担い手である主婦層、第２の人
生のスタートを控えた中高年齢層を対象に、介護事業所等
の職場体験を実施し、正しい理解に基づく就職を支援す
る。） 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

バスツアー参加者：６ヶ所×２５人 
職場体験参加者：５０人 

アウトプット指標（達

成値） 

バスツアー参加者：計４８人 

職場体験参加者：２６人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
バスツアー参加者に対するアンケートにおいて、将来福祉 
・介護分野に入職したいと思う方が約 81％であった。 

（１）事業の有効性 
福祉・介護分野に関心を持っている県民への職場体験を実
施することで、参加者が福祉・介護分野への興味が深まっ
た。 
また、入職前に職場に対する正しい認識を持つことが、入
職直後のギャップによる離職を防ぐ一助になっていると思
われる。 
（２）事業の効率性 

広く募集を行うのみでなく、他の事業等で把握した求職中
の者にも情報提供等の働きかけを行うことで、効率的に参
加者及び入職者を確保している。 

その他 職場体験事業については、福祉人材センター登録者やキャ
リア支援専門員への相談者、初任者研修参加者に対する周
知を徹底する。バスツアーについては、家庭科・福祉系の
教員への周知及び学校訪問時の周知を行う。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5（介護分）】 

 介護雇用プログラム推進事業 

【総事業費】 

43,637千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県（人材派遣会社） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

☑継続 ／□ 終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護に関して一定の知識等を有し、即戦力となる介護人材

の確保を図る。 

アウトカム指標：介護職員初任者研修の修了者数 ４０人 

事業の内容（当初計

画） 

求職活動を行っている者を対象に介護雇用プログラムに参

加する人を雇用し、介護事業所等へ紹介予定派遣を行い、

参加者が働きながら介護職員初任者研修を受講できるよう

支援するとともに、派遣終了後にも継続して派遣先で就業

できるよう促す。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○派遣人数(Ｈ30)：40人 

○派遣人数(Ｒ２)：40人 

アウトプット指標（達

成値） 

○派遣人数(Ｈ30)：45人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

○介護職員初任者研修修了者数：39人 

○派遣期間終了後、直接雇用となった人数：29人 

（１）事業の有効性 

介護資格を有する人材を一定数育成し、かつ就業に結びつ

けたことにより、質の高い人材の不足に悩む介護事業所に

とって、即効性のある有効な対策となった。 

（２）事業の効率性 

介護施設への派遣に当たっては、派遣者の適正を十分に見

極めるとともに、派遣先施設との雇用条件等のすり合わせ

を綿密に行ったことなどから、派遣期間終了後に直接雇用

につながった方が多かった。 

その他 本事業終了後、介護事業所に就業した者が、一定期間経過

後も継続して就労しているかどうか等、Ｈ29年度に実態調

査を行った。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等人

材マッチング事業） 

【総事業費】 

13,020千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、求職者と求人事業

所の相互の情報不足のために就業に至らない状態を解消す

る。 

アウトカム指標：福祉人材センターを通じた就職者 

事業の内容（当初計

画） 

県内７か所のハローワークで、キャリア支援専門員派遣・

出張相談事業を行うほか、県内外の学校等を訪問や各事業

所を戸別訪問し、迅速かつ適切な求人求職支援を行う。 

また、ハローワークとの連携を深め、各地域における介護

人材確保につなげる。 

関係機関との事業連携を強化するために、福祉人材センタ

ー内にコーディネーターを配置する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：ハローワーク１か所あた

り１２回 

アウトプット指標（達

成値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：ハローワーク１か所あた

り１２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：福祉人材センター

を通じた就職者数５７名 

（１）事業の有効性 

ハローワークに訪れる求職者に対して、福祉・介護分野の

職業を紹介し、具体的な職場へのマッチングを行うこと

で、求職者に適した環境を提示することができている。ま

た、事業所等に対しても、相談を行い、求人活動及び職場

環境の改善を行い、入職や定着の支援を行っている。県外

の養成校訪問では、Ｕターン就職に向けたアピールができ

た。 

（２）事業の効率性 

訪問者が多い相談がメインの時間帯と、訪問者が少ない時

間帯を分析し、訪問者が少ない時間帯には地域の事業所へ

訪問を行い、求人の働きかけや、当事業の紹介を行う等効

率的に実施している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7（介護分）】 

 介護支援専門員養成研修等事業 

【総事業費】 

8,008千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県、愛媛県（愛媛県介護支援専門員協会）、愛媛県社

会福祉協議会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護保険制度の要である介護支援専門員の養成及び資質向

上は必要不可欠である。 

アウトカム指標：介護支援専門員実務研修における達成度

（修了評価）：４段階評価で平均２．０以上 

事業の内容（当初計

画） 

○介護支援専門員指導者検討会・研修向上委員会・検討部

会 

 介護支援専門員を対象とした法定研修（実務研修（再研

修）、専門研修（課程Ⅰ・Ⅱ）、更新研修、主任・主任更新

研修）の実施方法、指導方針の協議を行い、研修の質の向

上を図る。 

○主任介護支援専門員研修強化費 

主任介護支援専門員研修・更新研修に係るファシリテータ

ー（講師級）配置等、研修強化に要する経費分の補助を行

う。 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の主任介

護支援専門員を対象とした研修・演習を行い、県内各地域

における主任介護支援専門員のリーダーを養成する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：４回 

○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 

開催回数：１０回 

○介護支援専門員実習説明会の開催回数：３回 

○介護支援専門員実習指導者養成研修の開催回数：３回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修２回、地域別研修４回 
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アウトプット指標（達

成値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 

開催回数：６回 

○介護支援専門員実習説明会及び実習指導者養成研修 

開催回数：１回 

〇主任介護支援専門員ファシリテーター養成研修 

 開催回数：５回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修２回 

地域別研修（県内６地域で計４７回実施） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護支援専門員実

務研修における達成度（修了評価）：４段階評価で平均 3.0 

（１）事業の有効性 

平成 28年度からの介護支援専門員の法定研修に係る新カ

リキュラムに対応するため指導者検討会や研修向上委員会

等を開催し、研修の実施方法や指導方針、研修資料の作成

等を検討した。 

地域において介護支援専門員を指導・助言する立場にある

主任介護支援専門員に対してリーダー研修を行うことによ

り、介護支援専門員全体のレベルアップにつながる。 

（２）事業の効率性 

リーダー研修を全体と地域別に開催することにより、介護

支援専門員の全体的な資質向上と地域ごとの適切な課題対

応につながった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 

【総事業費】 

4,056千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅医療・介護の推進、介護従事者の確保・資質の向上

等、「効率的かつ質の高い介護サービス提供体制の構築」

を図る。 

アウトカム指標：口腔ケアに関して専門知識を有する介護

人材の確保 

事業の内容（当初計

画） 

歯科医師又は歯科衛生士が介護施設等を訪問し、介護職員

に対する口腔ケアを行うほか、多職種との連携研修や「口

から食べたい」をテーマにした講演会・シンポジウムを行

う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 5地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：5 地区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：1地区 

アウトプット指標（達

成値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 4地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：1 地区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：2地区 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：訪問研修の受講者

1,544人 

（１）事業の有効性 

歯科医師や歯科衛生士が、県内の介護事業所を訪問して、

介護職員に対して口腔ケアの手法等を研修するなど、介護

職種に対する質の向上に繋がったほか、「口から食べた

い」等をテーマに口腔ケアに関する講演会及びシンポジウ

ムを開催したことにより、摂食・嚥下障害への対処に悩む

介護関係者にとって有効であった。 

（２）事業の効率性 

積極的に介護事業所を訪問して口腔ケア研修を実施した地

区が、そのノウハウを他の区域に発信したため、情報を共

有化することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

 介護人材キャリアアップ支援事業 

【総事業費】 

2,000千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県老人保健施設協議会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護老人保健施設職員が介護現場で必要とされる知識や技

術の習得するほか、職員の意欲向上とサービス向上等を図

る 

アウトカム指標：介護現場で必要とされる知識や技術を習

得した介護老人保健施設職員の確保 

事業の内容（当初計

画） 

サービス提供責任者として必要な知識等に関する研修会及

び職員の意欲向上とサービスの向上等を目的とした講演会

等の開催 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

資質向上研修 ８回  参加者 ５００名 

アウトプット指標（達

成値） 

資質向上研修 ８回  参加者 ５５４名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：資質向上が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

（１）事業の有効性 

介護の技術力の向上のほか、チームリーダーとして必要な

マネジメント能力や認知症ケアやサービス提供責任者とし

て必要な知識に関する研修を実施することにより、介護技

術等に悩む介護職員等にとって有効であった。 

（２）事業の効率性 

事務局が中心となって事業周知に努めたことから、会員内

で一定の周知の広がりをつくることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

 介護職員の資質向上研修事業 

【総事業費】 

269千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護従事者の資質向上、効率的かつ質の高い介護サービス

提供体制の構築を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容（当初計

画） 

介護分野の専門家を講師に招き、県内の介護職員を対象

に、介護現場で必要とされる知識や技術の習得に関する講

演会を開催する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○総会講演会：１回開催、100人参加 

アウトプット指標（達

成値） 

○総会講演会：１回開催、185人参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：現場で必要とされ

る知識や技術を有する介護従事者の確保 

（１）事業の有効性 

介護分野の専門家による講演会を開催したことにより、介

護現場で必要な知識や技能等の習得に取り組めた。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに講師との調整など研修の準備を行っ

たことから、効果的な内容の研修を開催することができ、

また広く周知したことから、多くの職員の参加が可能とな

った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

 介護職員相互研修事業 

【総事業費】 

1,026千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護従事者の資質の向上等、「効率的かつ質の高い介護サ

ービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容（当初計

画） 

県内の地域密着型サービス事業所が、事業所間の交流と職

員のスキルアップを図るため、マッチングされた事業所間

で職員の相互派遣を行い、職員のスキルに合わせた課題を

持ち寄り研修する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

相互派遣の参加者数：80人 

アウトプット指標（達

成値） 

相互派遣の参加者数：55人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 階層に応じたス

キルを有する介護従事者の確保 

 （１）事業の有効性 

各職員の経験年数や役割に応じて３コース（初級・中級・

上級）を設定し、コース別に派遣先のマッチングを行うこ

とで、参加者にとって有意義な研修となった。 

また、研修シートの活用により、効果測定を行った。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに事業所への周知など研修の準備を行

ったことから、県内各地区での相互研修が可能となった。

また、中級・上級コースでは各参加者にアドバイザーが帯

同し、必要な助言等を行うことで、効果的な研修が実施さ

れた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 

 介護職員の日常生活支援力向上研修事業 

【総事業費】 

552千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護従事者の資質の向上等、「効率的かつ質の高い介護サ

ービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容（当初計

画） 

調理分野、レクリエーション分野の専門家を講師に招き、

利用者の健康に留意した食の提供（調理技術）、認知症高

齢者の身体・認知機能の維持を目的としたレクリエーショ

ン技術に関する研修会を開催する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

研修会への参加者数：90人 

アウトプット指標（達

成値） 

研修会への参加者数：75人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：利用者の日常生活

を支援するスキル（調理、レクレーション技術）を有する

介護従事者の確保 

 （１）事業の有効性 

料理研究家とレクリエーションインストラクターによる２

本立ての研修会を開催し、調理のコツと気軽にできるレク

リエーションの手数とその伝え方を体験しながら学ぶこと

で、参加者にとって有意義な研修となった。 

また、アンケートの活用により、効果測定を行った。 

（２）事業の効率性 

専門家による研修を実施することにより、介護職員の調理

技術の向上、日常生活動作訓練としての調理機会の充実、

認知症高齢者の身体・認知機能の維持を目的としたレクリ

エーション技術を習得することができ、効果的な研修が実

施された。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 

 認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 

1,743千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後の認知症高齢者の増加が見込まれることから、関係団

体等と連携の下、各地域における早期診断・早期対応のた

めの体制整備を推進する。 

アウトカム指標：認知症治療の知識を有する医師の確保 

事業の内容（当初計

画） 

かかりつけ医が適切な認知症診断の知識・技術等を修得す

るための研修及びかかりつけ医への助言その他の支援を行

う認知症サポート医を養成するための研修を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○認知症サポート医養成研修：１０名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：６１名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：２００名 

アウトプット指標（達

成値） 

○認知症サポート医養成研修：１０名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：５１名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：１４６名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症治療の知識

を有する医師の確保 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、愛媛県下の医師に対しては認知症診

断の知識・技術等の習得、病院勤務の医療従事者に対して

は認知症ケアについて理解し適切な対応ができる研修を実

施し、認知症医療の資質の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

愛媛県医師会と連携して実施したことにより、地域におけ

る医療と介護が一体となった認知症の方への支援体制の構

築に向け効果的な実施が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

 認知症介護従事者養成事業 

【総事業費】 

1,328千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

認知症高齢者の増加に伴い、認知症高齢者に対する介護サー
ビスの充実を図るほか、認知症施策推進総合戦略（新オレン
ジプラン）において、良質な介護を担う人材の確保及び計画
的な養成を行うこととされている。 

アウトカム指標：認知症指導者養成研修了者数（累計）：２
７名 

事業の内容（当初計

画） 

介護施設等に従事する新任者及び認知症介護を提供する事業
所を管理する立場にある者等に対する適切なサービス提供に
関する知識及び技術等を修得するための研修を実施するとと
もに、研修指導者を養成するための研修に参加する経費を負
担し、認知症介護に関する資質向上を図る 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：２００名 
○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：５０名 
○認知症対応型サービス事業開設者研修：３０名 
○認知症介護指導者養成研修(基金対象外)：１名 
 ※ 認知症関連研修の講師になるための研修 
○認知症介護指導者フォローアップ研修：１名 

 ※ 指導者の技術向上を図るための研修  

アウトプット指標（達

成値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：１０４名 
○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：３８名 
○認知症対応型サービス事業開設者研修：１０名 
○認知症介護指導者養成研修(基金対象外)：１名 
○認知症介護指導者フォローアップ研修：１名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症指導者養成研
修修了者（累計）２７名   

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、高齢者介護の実務者及びその指導的な
立場にある者に対し、実践的な研修や適切なサービスの提供
に関する知識等の習得のための研修を実施し、認知症ケアに

携わる人材・事業所の質の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
介護施設の管理者等である認知症介護指導者養成研修修了者
の協力の下に各研修を実施したことで、より実践的な研修の
展開が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（介護分）】 

認知症対応力向上研修事業 

【総事業費】 

1,513千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県歯科医師会、愛媛県薬剤師会、愛媛県看護

協会）、愛媛県看護協会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

専門職が高齢者等と接する中で、認知症の人に早期に気づ

き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、容態の

変化に応じて専門職の視点での対応を適切に行うことを推

進する。（認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）

にて明記） 

アウトカム指標：認知症の基礎知識を有する医療従事者の

確保  

事業の内容（当初計

画） 

認知症の方への支援体制構築の担い手となることを目的

に、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者に対し、認

知症の方や家族を支えるために必要な基礎知識や医療と介

護の連携の重要性等の知識を修得させる研修を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

認知症対応力向上研修参加者 ７８０名 

アウトプット指標（達

成値） 

認知症対応力向上研修参加者 ３０２名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症の基礎知識

を有する医療従事者の確保  

（１）事業の有効性 

 口腔機能の管理を行う歯科医師と服薬指導を行う薬剤師

による認知症の早期診断・早期対応のため、急性期から入

院・外来・訪問を通じて広く認知症の人と関わる看護師

は、医療における認知症対応の鍵となるため、各専門職が

知識・技術の習得により適時・適切な医療・介護が提供で

きる。 

（２）事業の効率性 

専門職ごとに認知症対応力を向上させることで、ふさわ

しい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みの

早期構築を図ることができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.16】 

 市民後見推進事業 

【総事業費】 

4,139千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 松山市（松山市社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

成年後見制度の担い手として期待されている市民後見人の

活用が必ずしも十分に進んでいない実態があることから、

市民後見人の育成及び活用をより促進する。 

アウトカム指標：法人成人後見事業支援員の質の確保 

事業の内容（当初計

画） 

他団体が主催する市民後見人養成研修会に講師を派遣する

など、市民後見人に関する啓発活動を実施する。また、法

人成年後見事業支援等に対し、資質向上のための研修会を

実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○フォローアップ研修会参加者４０名 

○法人成年後見事業支援員ステップアップ研修会６回 

アウトプット指標（達

成値） 

○フォローアップ研修会：２回、市民後見養成講座修了者

のべ４１名参加 

○法人成年後見事業支援員ステップアップ研修会：６回、 

法人成年後見事業支援員６名及び支援員候補者８名参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：法人成年後見事業

支援員の質の確保 

（１）事業の有効性 

市民後見養成講座修了者に対し、市民後見人としての活動

に結びつけるためのフォローアップ研修を実施すること

で、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成・

資質向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

社会福祉協議会と連携して実施することで、社会福祉協議

会が受任する法人後見の金銭管理等の実務に移行できるな

ど、研修後の活動についても継続した支援が可能である。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】 

 法人後見推進事業 

【総事業費】 

399千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県社会福祉協議会 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

成年後見制度の利用者は、高齢化や障がい者の地域移行な

どに伴い増加しているが、弁護士、司法書士、社会福祉士

等の専門職による対応だけでは難しく、成年後見人等の担

い手として法人後見の充実を推進する。 

アウトカム指標：法人後見制度実施状況 ２０市町 

事業の内容（当初計

画） 

法人後見を実施するための身近なエリアである東予・中

予・南予の３か所で、法人後見の実現可能な法人の抽出

と、法人同士の連携促進を図ることを目的として、学習会

及び相談会を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○アドバイザーによる個別指導実施団体：５団体 

○権利擁護推進のための担い手養成学習会：３回 

アウトプット指標（達

成値） 

○権利擁護推進のための担い手養成学習会：１回、３１名

参加 

○成年後見制度利用促進セミナー：１回、９８名参加 

○アドバイザーによる個別相談会：１回、１団体参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：法人後見制度実施

状況 １５市町 

（１）事業の有効性 

社会福祉法人に対し、学習会・個別相談会を実施すること

で、法人後見実施市町に対しては資質の向上を、法人後見

未実施市町に対しては今後、法人後見実施に向けて検討す

る機会となり、県下全域での法人後見制度の普及・事業実

施につながるものとなった。 

（２）事業の効率性 

市町の社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事

業（契約による日常的金銭管理等）からの後見制度への移

行など、継続した支援が可能である。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等人

材定着支援事業） 

【総事業費】 

918千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、従事者が安定して

働き続けることができるように、職場環境の向上を図る。 

アウトカム指標：労務環境の改善や経営基盤の強化があっ

た事業所数 

事業の内容（当初計

画） 

事業所へのアドバイザー派遣事業（社会保険労務士や税理

士など専門家をアドバイザーとして派遣し、労働環境の改

善や経営基盤の強化等のため、管理的専門助言を行い、職

場環境の向上への支援を行う。） 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

アドバイザー派遣回数 

社会保険労務士派遣回数：１５回 

税理士派遣回数：１５回 

アウトプット指標（達

成値） 

アドバイザー派遣回数 

社会保険労務士派遣回数：１３回 

税理士派遣回数：８回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：労務環境の改善や

経営基盤の強化があった事業所数 １３事業所 

（１）事業の有効性 

会計、経営基盤、労務管理や人材確保に課題を抱えている

が、専門家へ依頼したことが少なく、費用も捻出すること

ができない事業所等に対して専門家を派遣し、専門的な助

言を行うことで職場環境の改善につなげることができた。 

（２）事業の効率性 

チラシやホームページ、フェイスブック等で事業を広く周

知した。また、依頼を受けて派遣を行う形式であるため、

柔軟な派遣を実施することができた。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 医療分・・・令和元年 11月６日 愛媛地域医療構想推進戦略会議において議論 

介護分・・・令和元年７月２日  愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会にお 

いて議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

医療分、介護分・・・指摘なし 

 

  



   

2 

 

２．目標の達成状況 

 
平成29年度愛媛県計画に規定する目標を再掲し、平成30年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

１．愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

地域医療介護総合確保基金の対象事業（※１）については、地域医療構想に基づき

医師会等関係団体や医療機関から提案された事業を「全県事業」と「医療圏事業」

に区分し、「医療圏事業」は各圏域に設けられた「調整会議」において事業を精査

したのち、「全県事業」と併せて「推進戦略会議」に諮り、課題解決に効果的な事

業を優先して取り組むとともに、医療と介護の総合的な確保を図ることとする。 

 また、介護分おいては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域に

おいて、安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

※ 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

（病床の機能分化・連携） 

②居宅等における医療の提供に関する事業（在宅医療・介護サービスの充実） 

③介護施設等の整備に関する事業 

④医療従事者の確保に関する事業（医療従事者等の確保・養成） 

⑤介護事業者の確保に関する事業 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅へ

の移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期 １，３２６床 

    急性期   ４，７２４床 

    回復期   ４，８９３床 

    慢性期   ３，８７９床 

【実施事業】 

  ・病床機能分化連携基盤整備事業 

  ・ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤整備事業 

  ・病床機能分化医療スタッフ確保事業      

  ・医科歯科連携推進事業（機能分化のための歯科衛生士確保事業）  

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、在宅歯科医療に必要な設備の

整備、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の充実を

図る。 
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【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 各圏域１ 

  ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15  

  ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10  

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50  

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１ 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５ 

【実施事業】 

  ・在宅医療普及推進事業 

・在宅医療連携体制構築事業 

   ・在宅歯科医療連携室整備事業 

   ・在宅歯科診療設備整備事業 

・看護師等育成強化事業（訪問看護推進事業） 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備等を行う。 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の整備、運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の

確保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

  ・へき地診療所の医師数 27人以上 

・産科医及び産婦人科医の数（人口 10万対） 9.2人以上 

・小児科医療に係る病院勤務医数 100.3人以上 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 234.4以上 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

【実施事業】 

   ・医師育成キャリア支援事業 

・医師確保推進対策事業（女性医等就労支援事業） 

・救急医療対策事業 

・医科歯科連携推進事業（歯科医療従事者等人材養成事業） 

・医療勤務環境改善支援センター運営事業 

・看護師等研修事業 

・看護師等支援事業 

・保健師等指導事業費 

・看護師等育成強化事業（摂食・嚥下障害看護力強化事業） 

   ・看護師等養成所運営費補助金 

   ・院内保育事業運営費補助金 

・病院内保育施設整備事業 

   ・薬剤師支援事業（薬剤師確保事業） 

・産科医等確保支援事業 



   

4 

 

・周産期医療対策強化事業 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

本県においては、県内の労働市場の動向も踏まえ、①介護の魅力の若年層等への

アピール、きめ細かいマッチングなどの「参入促進」、②地域包括ケアシステム構築

のための人材や介護サービスの質を高めるための人材の「資質の向上」、③介護職員

の早期離職防止、定着促進などの「労働環境の改善」等の対策を一体的に進める。 

 【定量的な目標値】 

本県で将来必要となる介護職員等の必要数を、県内市町のサービス見込量を基に 

推計したところ、平成 32（2020）年に 31,039人、平成 37（2025）年には 32,637人

となることから、30年度については介護職員の増加（824人）を目標とし、次の事業

を実施する。 

（参考）７期介護保険事業支援計画 

Ｈ28供給見込人数：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

   平成28年 平成32年 平成37年 

需要見込人数  31,039 32,637 

供給見込人数 27,746 28,850 29,672 

差引不足人数 0 2,189 2,965 

       （31,039－27,746）人÷４年≒824人 

【実施事業】 

   ・福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置等） 協議会開催年２回 

   ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発信事業）テレビＣＭ 年 24 回以上  

   ・介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの発信）イベント参加者 850名  

   ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業）参加者 200名 

   ・介護雇用プログラム推進事業 派遣人数 40名 

   ・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材マッチング事業）支援員派遣 各所年 12 回 

   ・介護支援専門員養成研修等事業 検討会開催 年４回 等 

   ・介護職員等たん吸引等研修事業 研修受講 100名 

   ・口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 研修開催 ５地区 等 

   ・介護職員の資質向上研修事業 総合講演会参加 100名 等 

   ・介護職員相互研修事業 派遣参加者 80名 

   ・介護職員の日常生活支援力向上研修事業 研修受講 90名  

 

２．計画期間 

  平成 29年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□愛媛県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】（平成 29年７月１日時点） 

高度急性期 １，１２１床（事業実施により＋２床） 

急性期   ９，３８７床（事業実施により－13床） 

回復期   ２，３０４床（事業実施により＋11床） 
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慢性期   ５，３６１床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 各圏域１ → ４圏域達成（県合計 17） 

  ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15  → ４圏域達成（県合計 208） 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10  → ３圏域達成（県合計 113） 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50 → ４圏域達成（県合計 523） 

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１ → ５圏域達成（県合計９） 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５ → ５圏域達成（県合計 71） 

③ 介護施設等の整備 

地域密着型サービス施設等の整備が進んでいる。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,027床（ 37カ所）→ 1,143床（41カ所） 

※うち 29床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上 

・小規模多機能型居宅介護事業所 940床（119カ所）→  958床（121カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

           利用者数 128人／月（７カ所） →   178人／月（９カ所） 

・介護老人保健施設  5,225床（67カ所） → 5,245床（67カ所） 

・特別養護老人ホーム（定員 30人以上）6,212床（106カ所）→ 6,342（107カ所） 

・介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 105床 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・へき地診療所の医師数 27人以上 → 17人 

  ・産科医及び産婦人科医の数（人口 10万対） 9.2人以上 → 8.8人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 100.3人以上 → 113.9人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 234.4人以上 → 92.5人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

→ ５圏域達成（県合計 26） 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

→ ４圏域達成（県合計 52） 

⑤ 介護従事者の確保 

福祉人材センターにおける人材のマッチングや、ハローワークと連携した就職支

援、介護の魅力の若年層等へのアピール、介護未経験者等が常用雇用に結び付く取

組みなどの「参入促進」、多様な人材に対する研修支援や地域包括ケアシステム構築

に必要な人材育成プログラムの開発などの「資質の向上」、新人職員に対する指導担

当者制度導入支援などの「労働環境・処遇改善」等の対策を一体的に進めた。 

 【定量的な目標値】 

・福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置等） 協議会開催年２回→４回 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発信事業）テレビＣＭ 年 24 回以上→年 237回 

・介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの発信）イベント参加者 850名→約 700名  

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業）参加者 150名→50 名 

・介護雇用プログラム推進事業 派遣人数 40名→47名 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材マッチング事業）支援員派遣各所年 12 回→11 回 

・介護支援専門員養成研修等事業 検討会開催 年４回 等 →年３回 
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・介護職員等たん吸引等研修事業 研修受講 100名→97名 

・口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 研修開催 ５地区 等→６地区 

・介護職員の資質向上研修事業 総合講演会参加 100名 等→173名 

・介護職員相互研修事業 派遣参加者 80名→59名 

・介護職員の日常生活支援力向上研修事業 研修受講 90名→63名 

・認知症地域医療支援事業 認知症サポート医養成研修受講 10名→10名 

・認知症介護従事者養成事業 管理者研修受講 200名 等→87名 

・認知症総合支援事業 研修受講 38名→50名 

・認知症対応力向上研修事業 研修受講 780名→347名 

・地域包括ケア人材育成事業 生活支援コーディネーター養成講座実施 ３回→１回  

・地域包括ケア人材育成等支援事業 研修開催 ５回→５回 

・市民後見推進事業 研修受講 40名 等→55名 

・法人後見推進事業 個別指導実施団体 ５団体 等→１団体 

・新人介護職員職場定着促進事業 セミナー開催 ３回 等→３回 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材定着支援事業）アドバイザー派遣 計 40 回→32 回  

なお、目標値は、厚生労働省が実施する「介護サービス施設・事業所調査」を基に 

推計した人数であるが、厚生労働省が本調査結果（平成３０年８月頃公表）により把

握した平成２９年都道府県別介護職員数の公表時期が未定のため、現時点では検証

できない。 

 

２）見解 

医療分について、病床機能分化連携基盤整備については、大きな規模ではないが

着実に転換が進んでいる。 

在宅療養支援の環境は徐々に整いつつあるが、進捗には地域差があり、現時点で

目標に達していない圏域もあるが、疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進

歩、ＱＯＬ向上を重視した医療への期待の高まりを踏まえ、今後も継続して取り組

んでいく必要がある。 

医療従事者の確保については、勤務環境整備、離職防止・復職対策や救急・周産

期医療支援体制の整備等の各種対策を行うも、特定の診療科目の医師確保が思うよ

うに進まず、医師の高齢化の進展等も加わり、医師の地域偏在も顕著化された。 

また介護分について、大幅に未達成であった要因は以下のとおり。 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業）：周知不足 

・認知症介護従事者養成事業：対象者数の過大見込み 

・認知症対応力向上研修事業：対象者数の過大見込み 

・地域包括ケア人材育成事業：実施可能回数の過大見込み 

・法人後見推進事業：周知不足 

 

３）改善の方向性 

医療分について、病床機能分化連携基盤整備事業については、第７次愛媛県地域

保健医療計画の中に2025年時点の必要病床数が示され、また公立・公的病院の改革

プランも全病院で出揃ったことから、今後圏域の中で医療機関が主体となって議論
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が進んでいおり、それに伴い今後、機能分化を伴った大規模な施設整備が増えてい

くと思われる。 

在宅医療については、一部事業で人材不足により実施が困難になったものもある

が、他事業において着実に進展しており、目標達成の圏域がさらに増えるよう、新

年度も現在の事業を引き続き行う。 

医療従事者確保については、依然として厳しい状況が続いており、最近は地域偏

在が顕著になってきていることから、圏域内の不足する医療機能を相互に補うため

の支援、若手医師や医学生のキャリア形成支援の強化、県外医学生への卒後Ｕター

ンを促進する活動、医療従事者の養成力強化により、今後も粘り強く目標達成を目

指す。 

また介護分について、大幅に未達成であった事業については下記の対策を行う。 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業） 

：個別案内等、周知方法の改善に努める。 

・認知症介護従事者養成事業：綿密な事業計画の策定に努める。 

・認知症対応力向上研修事業：綿密な事業計画の策定に努める。 

・地域包括ケア人材育成事業：綿密な事業計画の策定に努める。 

・法人後見推進事業：個別案内等、周知方法の改善に努める。 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

    ※介護分の目標値については、第７期介護保険事業支援計画に基づき修正して

いる。 

  □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇摩圏域 

１．宇摩圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

宇摩圏域では、保健所が開催した地域医療構想調整会議において、圏域内の各市町、

郡市医師会、医療機関等からの意見を取りまとめた結果、地域の課題として、不足す

る医療機能の充実や医療機関の連携強化、在宅医療の提供体制の充実、医療従事者の

育成等が挙げられている。 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床転換等を伴う施設・設備整備や、病院間連携を推進するための医療スタッフ

の確保・配置等を行い、病床の機能分化・連携を推進することで、高度急性期病床

の増加による機能強化や転院・在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和元年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期  ５１床 

    急性期   ３１７床 
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    回復期   ２９４床 

    慢性期   ２１７床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、

在宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 1機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、看護師養成施設の運営支援、歯

科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

   ・小児科医療に係る病院勤務医数 4.0人 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 17.5人 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 29年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□宇摩圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】（平成 29年７月１日時点） 

高度急性期   １０床（目標との差 ４１床不足） 

急性期    ４８８床（目標との差 １７１床超過） 

回復期    １３３床（目標との差 １６１床不足） 

慢性期    ３２３床（目標との差 １０６床超過） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 1機関 → ０ 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → ６機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → ９機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 30か所 
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  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → ０ 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → ４機関 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標  

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数 4.0人 → 4.1人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 17.5人 → 6.1人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 → ０ 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 → １機関 

 

２）見解 

病床機能強化とＩＣＴの活用により病床転換が進んだほか、医療従事者の離職防

止・復職対策や、在宅医療に関する専門知識習得のための講習会等の実施により、

地域医療に携わる人材の確保が促進されたが、医師確保については現状を維持する

という最低限の成果のみで、医師数の増加までには結びついていない。 

 

３）改善の方向性 

医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については厳しい状況が続いており、

地域の限られた医療資源を最大限に有効活用しながら、目標値達成に向け引き続き

事業を継続していく。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；４Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■新居浜・西条圏域 

１．新居浜・西条圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、新居浜・西条圏域では、保健所が開催した地域医療構想調整会

議において、圏域内の各市町、郡市医師会、医療機関等からの意見を取りまとめた

結果、地域の課題として、不足している病床機能の充実、近隣医療機関及び医科歯

科連携の強化、医療従事者の確保、地域定着等が挙げられている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期及び第７期介護

保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行

う。 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減・転換に繋がるＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの基盤整備、

病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等の支援を行い、病院の機

能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行促
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進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期 １９６床 

     急性期   ８２６床 

     回復期   ６７７床 

     慢性期   ６４８床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

・特別養護老人ホーム(定員 30人以上) 1,140床（18カ所）→ 1,180床（18カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 37人／月（２カ所）→ 57人／月（３カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、看護師養成所の運営支援、医療

従事者の職場環境の整備等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

  ・小児科医療に係る病院勤務医数 14.7人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 40.3人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 29年４月１日～平成 31年３月 31日 

＜介護分＞平成 29年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□新居浜・西条圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
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【定量的な目標値】（平成 29年７月１日時点） 

高度急性期  ４０床（目標との差 １５６床不足） 

急性期    １，３９５床（目標との差 ５６９床超過） 

回復期    ３９２床（目標との差 ２８５床不足） 

慢性期    ８４３床（目標との差 １９５床超過） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標  

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → ２機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 22機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → 20機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 82か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → 11機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備が進ん

でいる。 

【定量的な目標値】 

・特別養護老人ホーム(定員 30人以上) 1,140床（18カ所）→ 1,180床（18カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 37人／月（２カ所）→ 57人／月（３カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数 14.7人以上 → 15.9人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 40.3以上 → 10.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５以上 → 11機関 

 

２）見解 

医療分について、在宅医療体制は徐々に体制が充実してきており、医療従事者の

確保については、離職防止・復職対策により地域医療に携わる人材の確保が促進さ

れたが、医師確保は現状維持となっていて、特定科目では依然厳しい状態である。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、特別養護老人ホーム

(１カ所40床)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（１カ所20人/月）の整

備が進んだ。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については厳しい状

況が続いており、地域の限られた医療資源を最大限に有効活用しながら、目標値達
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成に向け引き続き事業を継続していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険

事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む

必要性がある。地域のニーズを踏まえて再検討し、目標の見直しを実施する。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；５Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■今治圏域 

１．今治圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、今治圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療

機関に要望調査を実施した上で、医師会が中心となって事業要望を取りまとめた結

果、地域の課題として、不足している病床機能の充実、関係機関相互の連携体制の

強化、医科歯科連携による在宅療養者等の口腔ケア等の推進、救急医療体制の維持・

確保等が挙げられている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期及び第７期介護保

険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

① 地域医療構想の達成に向けた療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期 １１９床 

     急性期   ６８２床 

     回復期   ７０８床 

     慢性期   ４３０床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 
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  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 15人／月（１カ所）→ 45人／月（２カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養

成を図る。 

 【定量的な目標値】 

  ・へき地診療所の医師数 ２人  

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.5人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 24.1人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 29年４月１日～平成 31年３月 31日 

＜介護分＞平成 29年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□今治圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】（平成 29年７月１日現在） 

     高度急性期   ２３床（目標との差 ９６床不足） 

     急性期     １，３８９床（目標との差 ７０７床超過） 

     回復期     １７６床（目標との差 ５３２床不足） 

慢性期     ７０６床（目標との差 ２７６床超過） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標  

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → ４機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → ９機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 68か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 



   

14 

 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備が進ん

でいる。 

【定量的な目標値】 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 15人／月（１カ所）→ 45人／月（２カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・へき地診療所の医師数 ２人以上 → ５人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.5人以上 → 8.4人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 24.1人以上 → 12.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → ７機関 

 

２）見解 

医療分について、地域医療連携体制促進事業（連携室運営）及び病床機能分化医療

スタッフ配置事業（地域医療体制確保医師派遣事業）により、限られた医療人材を有

効活用し、病診連携と救急医療体制の安定化が図られた。また、在宅医療体制は徐々

に体制が充実してきている。医療従事者の確保は、離職防止・復職対策により地域医

療に携わる人材の確保が促進されたが、医師確保は昨年度から現状維持となってい

る。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者（１カ所 30人/月）の整備が進んだ。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、離職防止・復職対策や救急医療支援体制の整備等の各種対策を

行うも、特定の診療科目の医師確保が思うように進まず、医師の高齢化の進展等も

加わり、医師の地域偏在も顕著化されたが、今後も地域の限られた医療資源を最大

限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事

業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要

性がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；６～７Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■松山圏域 

１．松山圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
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医療分について、松山圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、郡市歯

科医師会、医療機関に要望調査を実施した上で、ヒアリングを実施した結果、地域の

課題として、不足している病床機能の充実、医療機関相互の役割分担や連携の推進、

在宅医療の普及、医療従事者の確保・養成と地域定着等が挙げられている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期及び第７期介護保

険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行

い、病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在

宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期 ７８１床 

     急性期 １，９９５床 

     回復期 ２，０６７床 

     慢性期 １，８３６床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、在宅歯科医療に必要な設備の

整備、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の充実を図

る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

  ・地域密着型特別養護老人ホーム   486床（18カ所） →   602床（22カ所） 

※うち 29床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所    489床（62カ所） →   498床（63カ所） 

  ・特別養護老人ホーム(定員 30人以上) 2,104床（36カ所）→ 2,194床（37カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の整備、運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確

保・養成を図る。 
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 【定量的な目標値】 

   ・へき地診療所の医師数 ３人以上 

   ・小児科医療に係る病院勤務医数 60.0人以上 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 80.2人以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

＜介護分＞平成 29年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□松山圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】（平成 29年７月１日時点） 

高度急性期 １，０１８床（２３７床） 

     急性期   ４，０３０床（２，０３５床） 

     回復期   １，２００床（△８６７） 

慢性期   ２，４０１床（５６５床） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → 10機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 123機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → 54機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 244か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → ４機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → 33機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備が進ん

でいる。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム      486床（18カ所） →   602床（22カ所） 

・認知症高齢者グループホーム  2,459人（149カ所） →  2,351人（153カ所）） 

・小規模多機能型居宅介護事業所   489床（62カ所） →   498床（63カ所） 

・特別養護老人ホーム(定員 30人以上) 2,104床（36カ所）→ 2,194床（37カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標  

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 ３人以上 → 24人 
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・小児科医療に係る病院勤務医数 60.0人以上 → 71.5人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 80.2人以上 → 46.1人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → 18機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → 21機関 

 

２）見解 

医療分について、施設整備については、ＩＣＴの活用及び病床機能分化医療スタ

ッフ配置事業により、限られた医療人材を有効活用し、救急医療体制の安定化が図

られ、病床機能が強化された。また、在宅医療体制は全ての目標値について達成し

ており、体制が充実している。医療従事者の確保は、医療従事者の離職防止・復職

対策により、地域医療に携わる人材の確保が促進された。計画は概ね順調に推移し

ていると思われる。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域に密着した小規模

型の特別養護老人ホーム（４カ所116床）及び特別養護老人ホーム（１カ所90床）

の整備が進んだ。認知症高齢者グループホームは他年度の基金計画に変更の上、整

備した。小規模多機能型居宅介護事業所については、他年度の基金計画から変更し

て整備した。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、医療従事者、特に特定科目の医師確保については、人口規模の

大きいこの圏域においても目標値に達しておらず、高齢化・偏在対策も含めて今後

も事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事

業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要

性がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；７～８Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■八幡浜・大洲圏域 

１．八幡浜・大洲圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、八幡浜・大洲圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師

会、医療機関に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、地

域の課題として、不足する医療機能の充実、医療機関の連携体制の整備、在宅医療推

進のための連携体制の構築、医療従事者の確保、救急医療体制を維持するための人材

確保等が挙げられている。 
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介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期及び第７期介護保

険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期  ５９床 

     急性期   ４８６床 

     回復期   ６９３床 

     慢性期   ４４３床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・介護老人保健施設  903床（11カ所） →   923床（11カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、院内保育

施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成

を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 12人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 2.5人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 44.4 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 
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２．計画期間 

＜医領分＞平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

＜介護分＞平成 29年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□八幡浜・大洲圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】（平成 29年７月１日時点） 

     高度急性期     ０床（△５９床） 

     急性期   １，００３床（５１７床） 

     回復期     ２３５床（△４５８床） 

慢性期     ５２４床（８１床） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 → １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 30機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → ７機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 57か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → 12機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備が進ん

でいる。 

 【定量的な目標値】 

   ・介護老人保健施設     903床（11カ所） →   923床（11カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 12人以上 → 31人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 2.5人以上 → 2.4人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 44.4以上 → 10.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → ８機関 

 

２）見解 

医療分について、地域医療体制確保医師派遣事業、医科歯科連携歯科衛生士配置

事業により、限られた医療人材を有効活用し、病診連携と救急医療体制の安定化、

在宅医療への移行促進が図られた。在宅医療体制はおおむね目標値を達成し、体制

が充実してきている。医療従事者の確保は、離職防止・復職対策により地域医療に
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携わる人材の確保が促進されたが、医師の高齢化と地域偏在が進み、厳しい状況と

なっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護老人保健施設（１

カ所20床）の整備が進んだ。 

３）改善の方向性 

医療分について、離職防止・復職対策や救急医療支援体制の整備等の各種対策を

行うも、特定の診療科目の医師確保が思うように進まず、医師の高齢化の進展等も

加わり、医師の地域偏在も顕著化されたが、今後も地域の限られた医療資源を最大

限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性

がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；８～９Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇和島圏域 

１．宇和島圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

医療分について、宇和島圏域では、地元保健所が調整役となり、各市町、郡市医師

会、医療機関等に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、

地域の課題は、医療機関相互の役割分担・連携強化、救急医療体制の維持・確保、小

児・周産期医療に係る医師不足、在宅医療を担う人材の育成等となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期及び第７期介護保

険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期 １２０床 

     急性期   ４１８床 

     回復期   ４５４床 

慢性期   ３０５床 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 １機関 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所  80床（ 9カ所）  →  89床（10カ所） 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、院内保育

施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成

を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 10人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.6人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 27.9人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関 

 

２．計画期間 

＜医療分＞平成 29年４月１日～平成 31年３月 31日 

＜介護分＞平成 29年４月１日～令和３年３月 31日 

 

□宇和島圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】（平成 29年７月１日時点） 

     高度急性期     ３０床（目標との差 ９０床不足） 

     急性期    １，０８２床（目標との差 ６６４床超過） 

     回復期      １６８床（目標との差 ２８６床不足） 

慢性期      ５６４床（目標との差 ２５９床超過） 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 
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  ・在宅療養支援病院数 １機関 → ０ 

  ・在宅療養支援診療所数 15機関 → 12機関 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 10機関 → 14機関 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所 → 42か所 

  ・在宅看取りを実施している病院数 １機関 → ２機関 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 ５機関 → ６機関 

 ③ 介護施設等の整備 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・へき地診療所の医師数 10人以上 → 12人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.6人以上 → 11.6人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 27.9人以上 → 8.3人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 １機関以上 → ５機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 ５機関以上 → ４機関 

 

２）見解 

医療分について、地域医療体制確保医師派遣事業により、限られた医療人材を有

効活用し、病診連携と救急医療体制の安定化、在宅医療への移行促進が図られた。

在宅医療体制はおおむね目標値を達成し、体制が充実してきている。医療従事者の

確保は、離職防止・復職対策により地域医療に携わる人材の確保が促進されたが、

医師の高齢化と地域偏在が進み、厳しい状況となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、小規模多機能型居宅介

護事業所（１カ所９床）の整備が進んだ。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、離職防止・復職対策や救急医療支援体制の整備等の各種対策を

行うも、特定の診療科目の医師確保が思うように進まず、医師の高齢化の進展等も

加わり、医師の地域偏在も顕著化されたが、今後も地域の限られた医療資源を最大

限に有効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事

業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要

性がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元度計画における関連目標の記載ページ；９～10Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３－１．事業の実施状況(医療分) 

平成29年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

 

事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

29年度【№２（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(ＩＣＴを活用

した地域医療ネットワーク基盤整備事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

72,990千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、住み慣れた地域や自宅で生活し続けた

いというニーズが高まっていることから、円滑な在宅復帰につな

げていくため、病床機能の分化・連携の推進を図る必要がある。 

アウトカム指標： システム利用件数(Ｈ29)3,491 件 → (Ｈ30

目標)4,491件 

事業の内容 

（当初計画） 

医療機関が行うＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤

の整備事業に対して補助を行い、地域医療連携を推進する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
ＩＣＴの新規整備施設数（３機関） 

アウトプット指標

（達成値） 

ＩＣＴの新規整備施設数（５機関） 

※H29年度：３機関、H30年度：２機関 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： システム利用件数 

→ 確認できた（H29：3,491件 →H30実績：3,578件/月） 

アウトプット指標

（達成値） 

（１）事業の有効性 

地域の連携体制が構築・強化されることにより、病院間の転院

や在宅への復帰等を促進する効果がある。 

（２）事業の効率性 

 事業実施主体は、自治体や医師会、地域での拠点となる医療機

関であり、本事業の実施により各地域での在宅医療関係者の連携

の中核となる人材が育成されることから、最小限の財政支援で各

地域の他の事業者や医療機関等にも効果が波及するものと考え

ている。 

その他  
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 
29年度【№４（医療分）】 

病床機能分化医療スタッフ確保事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

476,413千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、生活習慣病が増加し疾病構造が変化す

る一方、救急医療をはじめとする地域課題も重要性を増してお

り、限られた医療資源の有効活用が求められている。 

アウトカム指標：退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した

患者数の割合（病床機能報告制度）（H27:78.3％→H30:78.7％） 

事業の内容 

（当初計画） 

○急性期病院から回復期病院への転院など、機能分化に応じた病

院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置 

○郡市医師会が中心となり、地域の実情に応じて医師派遣ニーズ

がある要支援機関に対して医師派遣に協力する協力医療機関へ

の支援 等 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（５圏域） 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師による診療時

間（目標：10,000時間以上） 

アウトプット指標

（達成値） 

○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（H30実績：５圏域） 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師による診療時

間（H30実績：8,451時間） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：退棟患者のうち同一院

内の他棟以外に退棟した患者数の割合（病床機能報告制度）→

確認できた（H29:78.5％→H30:78.7％） 

（１）事業の有効性 

 転換可能な病院に対し、高度急性期への病床転換を促進させる

ため、地域連携により現状の人材を活用しながら、医師偏在を調

整することが必要。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想に即した機能分化や連携推進を図るため、潜在的

に転換可能な病院に対する医師派遣と並行し、救急医療体制の充

実のため、「t-PAホットライン」や「急性冠症候群(ASC)ネットワ

ーク」の体制を取り入れ、実績が上がっている。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
29年度【№５（医療分）】 

在宅医療普及推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

72,827千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、市町、郡市医師会、医療機関、ＮＰＯ 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

 高齢者が増加の一途となっているにもかかわらず、住み慣れた
地域や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制は
十分とは言えない現状であることから、地域における包括的かつ
継続的な在宅医療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 

さらに地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療
の提供、受診に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加（H27：23.3％→H30：
24.8％（0.5％増）） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の設置・運営、市町
や地域ごとに在宅医療の課題への対応を検討する協議会・研修等
の開催、一般市民に対する在宅医療の普及啓発等（講演会の開催
等） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の開催回数（目標：
1回以上） 
・研修や講演会等に取り組む団体数（目標：10団体） 

アウトプット指標

（達成値） 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の開催回数（実績：

１回） 
・研修や講演会等に取り組む団体数（実績：10団体） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加 
→ 確認できた（H30実績 25.8％（2.5％増）） 

（1）事業の有効性 
本事業では、在宅療養に移行する際の栄養指導や障害者に対す

る在宅医療、小児在宅医療、がん診療拠点病院と地域の医療機関
との連携等、実践的な研修等を実施しており、地域に対し即効性
のある成果があったものと考えている。 
（2）事業の効率性 

事業実施主体は、自治体や医師会、地域での拠点となる医療機
関であり、本事業の実施により各地域での在宅医療関係者の連携
の中核となる人材が育成されることから、最小限の財政支援で各

地域の他の事業者や医療機関等にも効果が波及するものと考えて
いる。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
29年度 【№６（医療分）】 

在宅医療連携体制構築事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

56,436千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 郡市医師会、県歯科医師会 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢者が増加の一途となっているにもかかわらず、住み慣れた

地域や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制

は十分とは言えない現状であることから、地域における包括的か

つ継続的な在宅医療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 

さらに地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療

の提供、受診に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加（H28：24.3％→H30：

24.8％（0.5％増）） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療に携わる他職種の支援、情報の集約等の機能を備えた在

宅医療連携拠点や、特別な支援を要する者に対して治療を行うこ

とのできるシステムの拠点となる在宅歯科医療支援センターの

運営に対する補助 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
地域の連携体制の強化に取り組む医療機関数（目標：２機関） 

アウトプット指標

（達成値） 
地域の連携体制の強化に取り組む医療機関数（H30実績：１機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：在宅等での死亡割合の増

加 →確認できた（H30実績 25.8％（2.5％増）） 

（１） 事業の有効性 

地域医療連携室の体制が拡充することにより、患者の利便性が

向上する他、新たな地域医療の連携体制が構築された。 

（２）事業の効率性 

一日あたりの対応職員数が増員されることで、患者一人ひとり

に対して、よりきめ細やかな対応が出来ることになり、患者の安

心に繋がるとともに、診療・検査や入院が必要な患者の受入れが

スムーズになり、各医療機関との連携が緊密になるなど、効率化

が図られた。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
29年度 【№７（医療分）】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

112,456千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢化が進行する中、歯の保存状況と咀嚼機能の回復は全身の

健康と生命予後にも影響することが研究により明らかとなって

いるが、在宅歯科診療の供給体制は十分ではないため、歯科、医

科、介護及び行政等の連携体制を構築して窓口機能を一元化する

とともに、住民への普及啓発を行う必要がある。 

アウトカム指標：在宅での歯科治療件数の増加 

（H26:4,233件→H28：41,582件→H30:43,661件(５％増)） 

事業の内容 

（当初計画） 

・各連携機関との調整窓口 

・在宅歯科医療希望者等の相談窓口 

・在宅歯科医療や口腔ケア指導等の実施歯科診療者等の紹介 

・居宅患者に対する歯科診療者の派遣 

・在宅歯科医療に関する広報・啓発 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
連携室による相談対応件数の増加 H29：2,590件→H30：3,034件 

アウトプット指標

（達成値） 
連携室による相談対応件数の増加 H29：2,590件→H30：1,403件 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：在宅での歯科治療件数の

増加、訪問歯科診療件数の増加 

（H29:43,115件→H30実績:50,445件(17％増)） 

（１）事業の有効性 

相談件数は事業開始後一定期間経過したことから、当初の目標

値を達成できなかったが、歯科医院への直接依頼が増えており、

在宅歯科医療が浸透した結果ととれる。今後も医療・介護と連携

し、通院困難な高齢者、要介護者等への在宅歯科医療の利用普及

に勤める。 

（２）事業の効率性 

連携室を既存の歯科医院内に設置することにより、スムーズに

窓口業務や機器の管理を行うことができた。 

その他  

 

  



   

28 

 

 

事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
29年度 【№13（医療分）】 

小児救急医療電話相談事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

14,065千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

時間外における小児軽症患者の救急受診が医療現場の負担と

なり、地域医療の維持が困難になっている。 

アウトカム指標：年間相談件数（目標：10,000件以上） 

事業の内容 

（当初計画） 

小児の急な病気やケガに関する保護者の相談に対し、医師、看護

師が電話相談に応じる。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
相談実施日数（目標：365日） 

アウトプット指標

（達成値） 
相談実施日数（実績：365日） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：年間相談件数 

→確認できた（実績：H30実績：13,162件） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、愛媛県の全域において、保護者の育児不

安の緩和を図るとともに、症状に応じた適切な受診を促すことに

より、患者・医療機関の負担軽減が図られたと考える。 

（２）事業の効率性 

本事業は、民間サービス業者に委託して実施している。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
29年度 【№20（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助金 

【総事業費（計画期間の総額）】 

208,172千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 看護師養成所の設置者 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

看護職員は依然として不足が見込まれ、新規確保を図る必要が

あることから、看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護

師等養成所の運営継続のためには運営費に対する補助が必要。 

アウトカム指標：卒業者に占める県内就業率の増加（H29:75.1％

→H30:75.5％） 

事業の内容 

（当初計画） 

・依然として不足が見込まれる看護職員の新規確保の根幹的な役

割を果たす看護師等養成所の運営に対する補助を行い、県内に

おける看護職員の新規確保及び質の高い医療の提供を図る。 

・看護師等養成所の運営に必要な次の経費を支援。 

（教員経費、事務職員経費、生徒経費、研修経費 等） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
対象施設における定員充足率の上昇（0.87→0.88） 

アウトプット指標

（達成値） 
対象施設における定員充足率の上昇（実績：0.85） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：卒業者に占める県内就業

率の増加 →確認できた（H30:73.1％） 

（１）事業の有効性 

昨年度に比べて就業率は若干低下したが、概ね７割以上を保持

しており、本事業の実施により当該養成所における質の高い看護

教育の提供が行えたと考える。 

（２）事業の効率性 

看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所

の運営に対する補助を行うことが、より質の高い看護教育の提供

に繋がり、県内における看護職員の新規確保及び質の高い医療の

提供が行える。 

その他  

 

 

 



   

30 

 

 

 

事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
29年度 【№21（医療分）】 

院内保育事業運営費補助金 

【総事業費（計画期間の総額）】 

31,627千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 
平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

依然として不足が見込まれる看護職員の出産・育児による離職

防止や再就業の促進に対する支援が必要であるため、院内保育事

業の運営に対して補助を行う。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数に占める女性医師の割合

（医師・歯科医師・薬剤師調査）（H28:21.1％→H30:21.2％以上） 

事業の内容 

（当初計画） 

院内保育所は、勤務時間が不規則な看護職員等にとって仕事

と育児の両立支援に大きな役割を果たすものであるが、運営は

厳しい状況であることから、事業の運営に対して補助を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
補助施設数（12か所 公的病院除く） 

アウトプット指標

（達成値） 
補助施設数（H30実績：12か所 公的病院除く） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：医療施設従事医師数に占

める女性医師の割合（医師・歯科医師・薬剤師調査） 

→確認できた （H28:21.1％→H30:22.2％） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、子を持つ医療従事者の勤務環境が改善さ

れ、医療従事者の確保が図られることにより、質の高い医療を提

供することができたと考える。 

（２）事業の効率性 

院内保育所は仕事と育児の両立支援に大きな役割を果たすこ

とから、保育環境が充実することにより、より効率的な医療従事

者の確保が図れた。 

その他  
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３－２－１．事業の実施状況(介護分・施設整備) 

平成29年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度計画終了時における事業の

実施状況を記載。 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】 

介護基盤整備事業 

介護施設開設準備経費助成事業 

【総事業費】 

1,098,751千円 

事業の対象となる区域 新居浜・西条圏域、今治圏域、松山圏域、八幡浜・大洲圏

域、宇和島圏域 

事業の実施主体 民間事業者 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～令和３年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせる社会づくりを推進する。 

アウトカム指標：  

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １８，３３８人 

事業の内容（当初計

画） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を

行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対し

て支援を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム 116床（４カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所 18床（２カ所）（１カ所） 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス

施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた

介護サービス提供体制の整備を促進する。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム  

 1,027床（ 37カ所）→ 1,143床（41カ所） 

※うち 29床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上 

・小規模多機能型居宅介護事業所   

 940床（119カ所）→  958床（121カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 128人／月（７カ所） →   178人／月（９カ

所） 

・介護老人保健施設  
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5,225床（67カ所） → 5,245床（67カ所） 

・特別養護老人ホーム（定員 30人以上） 

6,212床（106カ所）→ 6,342（107カ所） 

・介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 

105床 

アウトプット指標（達

成値） 

 地域密着型サービス施設等の整備が進んでいる。 

・地域密着型特別養護老人ホーム   

1,027床（ 37カ所）→ 1,143床（41カ所） 

※うち 29床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上 

・認知症高齢者グループホーム   

 5,058床（305カ所）→  5,166床（309カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所   

 940床（119カ所）→  958床（121カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

利用者数 128人／月（７カ所） →   178人／月（９カ

所） 

・介護老人保健施設   

      5,225床（67カ所） → 5,245床（67カ所） 

・特別養護老人ホーム 

（定員 30人以上）6,212床（106カ所）→ 6,342（102カ

所） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １７，９１２人 

  指標：１７，４８６人から４２６人増加した。 

（１）事業の有効性 

  介護保険制度の保険者である市町が、日常生活圏域のニ

ーズ等を踏まえて策定した計画に基づき必要とする施設・設

備の不足を補うものであり、地域包括ケアシステムの構築に

向けて、大いに効果が期待できるものである。 

（２）事業の効率性 

  地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要とされる施

設・設備整備に取り組む介護事業者に対し、市町を通じて補

助することにより、最小限の財政支援で効果的な施設・設備

整備を行っている。 

その他  
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３－２－２．事業の実施状況(介護分・人材確保) 

平成29年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度計画終了時における事業の

実施状況を記載。 

 

 事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.1】 

福祉・介護人材確保対策事業(協議会設置) 

【総事業費】 

3,355千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

増加する福祉・介護人材の需要に対して、効果的な人材確

保対策を実施するため、関係機関の連携体制を構築し、既

存事業の改善及び新規事業の検討を行う。 

アウトカム指標：既存事業の改善状況及び新規事業の実施

状況 

事業の内容（当初計

画） 

県社会福祉協議会を中心として、行政関係者、有識者、種

別協議会、事業所、その他関係機関における検討会議を設

置、介護現場で必要とされる人材確保について計画的な取

組強化を検討、実現するため連携等に取り組むほか、福祉

人材センターにコーディネーターを配置し、介護等人材に

係る分析データを関係機関等に提供し関係機関が連携し検

討を進める。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

協議会の開催回数：２回 

アウトプット指標（達

成値） 

協議会の開催回数：４回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：既存事業の改善状

況及び新規事業の実施状況 

協議会の意見を踏まえ、30年度は、これまで実施していた

福祉就職セミナーの開催時期・開催場所・セミナー内容等

の大幅な改善を図った。 

（１）事業の有効性 

有識者、種別協議会、事業所、関係機関等が顔の見える関

係を築き、連携が促進されたことで、県内の福祉・介護人

材確保について各方面で抱える問題を共有し、必要な取組

みや改善点について検討することができた。 
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（２）事業の効率性 

議題に応じた出席者の入れ替えや議題についての事前の聴

取などを行い、効率的に会議を実施している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕

事魅力発信事業） 

【総事業費】 

4,504千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、福祉・介護業界の

魅力発信、イメージ向上を図り、将来の人材確保につなげ

る。 

アウトカム指標： － 

事業の内容（当初計

画） 

介護の日の前後１週間を中心に、テレビ、ラジオ、新聞等

のマスメディアを通じて、福祉・介護の仕事の魅力が伝わ

るようなキャッチーな広告を広く県民に発信する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

各媒体の広告回数：テレビＣＭ 年 24回以上 

アウトプット指標（達

成値） 

各媒体の広告回数：テレビＣＭ 年 237回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：事業対象が不特定多数のため、事業効果測定が困難 

（１）事業の有効性 

マスメディアを活用した積極的な広報を通じ、福祉・介護

分野の仕事の魅力を発信することで、福祉・介護分野に関

心を持っていなかった県民の目や耳に触れる機会が増えて

いる。 

（２）事業の効率性 

広報にあたっては、テレビ以外の媒体（商店街等大型ビジ

ョン）を活用し、多様な対象の目に触れやすいよう工夫し

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.3】 

介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの

発信） 

【総事業費】 

3,659千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県老人福祉施設協議会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

増加を続ける介護サービス需要に対応するため、介護サー

ビスを担う次世代の人材の確保を図る。 

アウトカム指標：― 

事業の内容（当初計

画） 

介護の日に合わせ、介護関係団体が連携して啓発活動やイ

ベントを開催するほか、県内の小中学校・高校の生徒等に

地域介護等に関する巡回型体験教室を行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○介護の日啓発イベント：３地区 850人参加 

○巡回型介護教室：対象 50人×10回 

アウトプット指標（達

成値） 

○介護の日啓発イベント：２地区約 700人参加 

○巡回型介護教室：５回開催、547人参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：次世代の人材確保が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

（１）事業の有効性 

介護の日（11/11）に合わせ、県内の老人福祉施設、関係

団体、地域住民等が連携して啓発イベント等を実施したほ

か、中学・高等学校において地域介護の紹介や福祉用具等

の体験教室を実施したことにより、地域住民等に対する理

解促進や、将来の介護人材の発掘・育成を図ることができ

た。 

（２）事業の効率性 

関係団体が緊密に連携して実施したことにより、広報など

を効率的に展開することができ、幅広い年齢層に対し、介

護の仕事の魅力を発信できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕

事魅力発見事業） 

【総事業費】 

1,657千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、事前の理解不足に
よる早期離職の防止や福祉・介護分野を将来の選択肢とし
て考える若年層の増加を図る。 
アウトカム指標：福祉・介護への入職希望者 

事業の内容（当初計

画） 

事業所見学・介護体験バスツアー事業（中高生やその保護
者、教員等を対象として、介護事業所等を見学・介護を体
験するバスツアーを実施する。） 
介護の職場体験事業（愛媛県福祉人材センターの求職登録
者や地域の潜在的な介護の担い手である主婦層、第２の人
生のスタートを控えた中高年齢層を対象に、介護事業所等
の職場体験を実施し、正しい理解に基づく就職を支援す
る。） 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

バスツアー参加者：６ヶ所×２５人 
職場体験参加者：５０人 

アウトプット指標（達

成値） 

バスツアー参加者：計５０人 
職場体験参加者：２４人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
バスツアー参加者に対するアンケートにおいて、将来福祉 
・介護分野に入職したいと思う方が約 91％であった。 
（１）事業の有効性 
福祉・介護分野に関心を持っている県民への職場体験を実
施することで、参加者が福祉・介護分野への興味が深まっ
た。 
また、入職前に職場に対する正しい認識を持つことが、入
職直後のギャップによる離職を防ぐ一助になっていると思
われる。 
（２）事業の効率性 
広く募集を行うのみでなく、他の事業等で把握した求職中
の者にも情報提供等の働きかけを行うことで、効率的に参
加者及び入職者を確保している。 

その他 職場体験事業については、福祉人材センター登録者やキャ
リア支援専門員への相談者、初任者研修参加者に対する周
知を徹底する。バスツアーについては、家庭科・福祉系の
教員への周知及び学校訪問時の周知を行う。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5（介護分）】 

介護雇用プログラム推進事業 

【総事業費】 

72,388千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県（人材派遣会社） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／□ 終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護に関して一定の知識等を有し、即戦力となる介護人材

の確保を図る。 

アウトカム指標：介護職員初任者研修の修了者数 ４０人 

事業の内容（当初計

画） 

求職活動を行っている者を対象に介護雇用プログラムに参

加する人を雇用し、介護事業所等へ紹介予定派遣を行い、

参加者が働きながら介護職員初任者研修を受講できるよう

支援するとともに、派遣終了後にも継続して派遣先で就業

できるよう促す。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○派遣人数(Ｈ29)：30人 

○派遣人数(Ｈ31)：40人 

アウトプット指標（達

成値） 

○派遣人数(Ｈ29)：36人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

○介護職員初任者研修修了者数：30人 

○派遣期間終了後、直接雇用となった人数：20人 

（１）事業の有効性 

介護資格を有する人材を一定数育成し、かつ就業に結びつ

けたことにより、質の高い人材の不足に悩む介護事業所に

とって、即効性のある有効な対策となった。 

（２）事業の効率性 

介護施設への派遣に当たっては、派遣者の適正を十分に見

極めるとともに、派遣先施設との雇用条件等のすり合わせ

を綿密に行ったことなどから、派遣期間終了後に直接雇用

につながった方が多かった。 

その他 本事業終了後、介護事業所に就業した者が、一定期間経過

後も継続して就労しているかどうか等、Ｈ29年度に実態調

査を行った。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材

マッチング事業） 

【総事業費】 

13,599千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、求職者と求人事業

所の相互の情報不足のために就業に至らない状態を解消す

る。 

アウトカム指標：福祉人材センターを通じた就職者 

事業の内容（当初計

画） 

県内７か所のハローワークで、キャリア支援専門員派遣・

出張相談事業を行うほか、県内外の学校等を訪問や各事業

所を戸別訪問し、迅速かつ適切な求人求職支援を行う。 

また、ハローワークとの連携を深め、各地域における介護

人材確保につなげる。 

関係機関との事業連携を強化するために、福祉人材センタ

ー内にコーディネーターを配置する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：ハローワーク１か所あた

り１２回 

アウトプット指標（達

成値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：ハローワーク１か所あた

り１１回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：福祉人材センター

を通じた就職者数５６名 

（１）事業の有効性 

ハローワークに訪れる求職者に対して、福祉・介護分野の

職業を紹介し、具体的な職場へのマッチングを行うこと

で、求職者に適した環境を提示することができている。ま

た、事業所等に対しても、相談を行い、求人活動及び職場

環境の改善を行い、入職や定着の支援を行っている。県外

の養成校訪問では、Ｕターン就職に向けたアピールができ

た。 

（２）事業の効率性 

訪問者が多い相談がメインの時間帯と、訪問者が少ない時

間帯を分析し、訪問者が少ない時間帯には地域の事業所へ

訪問を行い、求人の働きかけや、当事業の紹介を行う等効

率的に実施している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7（介護分）】 

介護支援専門員養成研修等事業 

【総事業費】 

6,962千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県、愛媛県社会福祉協議会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護保険制度の要である介護支援専門員の養成及び資質向

上は必要不可欠である。 

アウトカム指標：介護支援専門員実務研修における達成度

（修了評価）：４段階評価で２以上 

事業の内容（当初計

画） 

○介護支援専門員指導者検討会 

 介護支援専門員を対象とした法定研修（実務研修（再研

修）、専門研修（課程Ⅰ・Ⅱ）、更新研修、主任・主任更新

研修）の実施方法、指導方針の協議を行い、研修の質の向

上を図る。 

○主任介護支援専門員研修強化費 

主任介護支援専門員研修・更新研修に係るファシリテータ

ー（講師級）配置等、研修強化に要する経費分の補助を行

う。 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の主任介

護支援専門員を対象とした研修・演習を行い、県内各地域

における主任介護支援専門員のリーダーを養成する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：４回 

○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 

開催回数：１０回 

○介護支援専門員実習説明会の開催回数：３回 

○介護支援専門員実習指導者養成研修の開催回数：３回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修２回、地域別研修４回 

アウトプット指標（達

成値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：３回 
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○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：１回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 

開催回数：９回 

○介護支援専門員実習説明会の開催回数：１回 

○介護支援専門員実習指導者養成研修の開催回数：１回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修２回 

地域別研修（県内７地域で各５～９回実施） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護支援専門員実

務研修における達成度（修了評価）：４段階評価で３ 

（１）事業の有効性 

平成 28年度からの介護支援専門員の法定研修に係る新カ

リキュラムに対応するため指導者検討会や研修向上委員会

等を開催し、研修の実施方法や指導方針、研修資料の作成

等を検討した。 

地域において介護支援専門員を指導・助言する立場にある

主任介護支援専門員に対してリーダー研修を行うことによ

り、介護支援専門員全体のレベルアップにつながる。 

（２）事業の効率性 

リーダー研修を全体と地域別に開催することにより、介護

支援専門員の全体的な資質向上と地域ごとの適切な課題対

応につながった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

介護職員等たん吸引等研修事業 

【総事業費】 

5,647千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療的行為である喀痰吸引等に関して一定の知識等を有

し、即戦力となる介護人材の確保を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計

画） 

介護保険施設等において、必要な医療的ケアをより安全に

提供するため、適切に喀痰吸引等を行うことができる介護

職員等を養成することを目的として、標記研修事業を実施

し、もって介護職員のキャリアアップを図る。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護職員を

100名養成 

アウトプット指標（達

成値） 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護職員を 97

名養成 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：Ｈ29事業終了のため 

代替的指標：登録研修機関（民間）による養成人数 100 

名（Ｈ30目標値） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により介護職員等による痰吸引等の実施が可

能となり、地域における介護人材の確保及び質の向上が図

られた。 

（２）事業の効率性 

愛媛県立医療技術大学と連携のうえ適切な研修体制を構築

することにより、効率的かつ効果的に研修事業を実施でき

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 

【総事業費】 

4,798千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅医療・介護の推進、介護従事者の確保・資質の向上

等、「効率的かつ質の高い介護サービス提供体制の構築」

を図る。 

アウトカム指標：口腔ケアに関して専門知識を有する介護

人材の確保 

事業の内容（当初計

画） 

歯科医師又は歯科衛生士が介護施設等を訪問し、介護職員

に対する口腔ケアを行うほか、多職種との連携研修や「口

から食べたい」をテーマにした講演会・シンポジウムを行

う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 5地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：5地

区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：1地区 

アウトプット指標（達

成値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 6地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：2地

区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：2地区 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：訪問研修の受講者

1,536人 

（１）事業の有効性 

歯科医師や歯科衛生士が、県内の介護事業所を訪問して、

介護職員に対して口腔ケアの手法等を研修するなど、介護

職種に対する質の向上に繋がったほか、「口から食べた

い」等をテーマに口腔ケアに関する講演会及びシンポジウ

ムを開催したことにより、摂食・嚥下障害への対処に悩む

介護関係者にとって有効であった。 

（２）事業の効率性 

積極的に介護事業所を訪問して口腔ケア研修を実施した地

区が、そのノウハウを他の区域に発信したため、情報を共

有化することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

介護職員の資質向上研修事業 

【総事業費】 

482千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護従事者の資質向上、効率的かつ質の高い介護サービス

提供体制の構築を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計

画） 

介護分野の専門家を講師に招き、県内の介護職員を対象

に、介護現場で必要とされる知識や技術の習得に関する合

同研修会と、各事業所が職員の意欲向上とサービスの向上

等を目的に新たにチャレンジする取組みを公募し、事業終

了後には、選定事業所による事例発表会と関連する講演会

を開催する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○総会講演会：１回開催、100人参加 

○合同研修会：１回開催、100人参加 

アウトプット指標（達

成値） 

○総会講演会：１回開催、173人参加 

○合同研修会：１回開催、95人参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：資質向上が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

（１）事業の有効性 

介護分野の専門家による講演会を開催したことにより、介

護現場で必要な知識や技能等の習得に取り組めたほか、合

同研修会では、新たな事案に積極的に取り組んだ事業所に

よる事例発表の場を設け、発表後には表彰し、各事業所職

員のモチベーション向上の一助となった。 

また、研修終了後にはアンケート調査を実施し、効果測定

を行った。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに講師との調整など研修の準備を行っ

たことから、効果的な内容の研修を開催することができ、

また広く周知したことから、多くの職員の参加が可能とな

った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

介護職員相互研修事業 

【総事業費】 

1,000千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護従事者の資質の向上等、「効率的かつ質の高い介護サ

ービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計

画） 

県内の地域密着型サービス事業所が、事業所間の交流と職

員のスキルアップを図るため、マッチングされた事業所間

で職員の相互派遣を行い、職員のスキルに合わせた課題を

持ち寄り研修する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

相互派遣の参加者数：80人 

アウトプット指標（達

成値） 

相互派遣の参加者数：59人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：資質向上が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

 （１）事業の有効性 

各職員の経験年数や役割に応じて３コース（初級・中級・

上級）を設定し、コース別に派遣先のマッチングを行うこ

とで、参加者にとって有意義な研修となった。 

また、研修シートの活用により、効果測定を行った。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに事業所への周知など研修の準備を行

ったことから、県内各地区での相互研修が可能となった。

また、中級・上級コースでは各参加者にアドバイザーが帯

同し、必要な助言等を行うことで、効果的な研修が実施さ

れた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 

介護職員の日常生活支援力向上研修事業 

【総事業費】 

554千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護従事者の資質の向上等、「効率的かつ質の高い介護サ

ービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計

画） 

調理分野、レクリエーション分野の専門家を講師に招き、

利用者の健康に留意した食の提供（調理技術）、認知症高

齢者の身体・認知機能の維持を目的としたレクリエーショ

ン技術に関する研修会を開催する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

研修会への参加者数：90人 

アウトプット指標（達

成値） 

研修会への参加者数：63人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：資質向上が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

 （１）事業の有効性 

料理研究家とレクリエーションインストラクターによる２

本立ての研修会を開催し、調理のコツと気軽にできるレク

リエーションの手数とその伝え方を体験しながら学ぶこと

で、参加者にとって有意義な研修となった。 

また、アンケートの活用により、効果測定を行った。 

（２）事業の効率性 

専門家による研修を実施することにより、介護職員の調理

技術の向上、日常生活動作訓練としての調理機会の充実、

認知症高齢者の身体・認知機能の維持を目的としたレクリ

エーション技術を習得することができ、効果的な研修が実

施された。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 

1,781千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後の認知症高齢者の増加が見込まれることから、関係団

体等と連携の下、各地域における早期診断・早期対応のた

めの体制整備を推進する。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チーム設置数：１８

市町 

事業の内容（当初計

画） 

かかりつけ医が適切な認知症診断の知識・技術等を修得す

るための研修及びかかりつけ医への助言その他の支援を行

う認知症サポート医を養成するための研修を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○認知症サポート医養成研修：１０名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：６１名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：２００名 

アウトプット指標（達

成値） 

○認知症サポート医養成研修：１０名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：５０名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：２１４名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症初期集中支

援チーム設置数：１６市町 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、愛媛県下の医師に対しては認知症診

断の知識・技術等の習得、病院勤務の医療従事者に対して

は認知症ケアについて理解し適切な対応ができる研修を実

施し、認知症医療の資質の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

愛媛県医師会と連携して実施したことにより、地域におけ

る医療と介護が一体となった認知症の方への支援体制の構

築に向け効果的な実施が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

認知症介護従事者養成事業 

【総事業費】 

1,344千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

認知症高齢者の増加に伴い、認知症高齢者に対する介護サー
ビスの充実を図るほか、認知症施策推進総合戦略（新オレン
ジプラン）において、良質な介護を担う人材の確保及び計画
的な養成を行うこととされている。 

アウトカム指標：認知症指導者養成研修了者数（累計）：２６名 

事業の内容（当初計

画） 

介護施設等に従事する新任者及び認知症介護を提供する事業
所を管理する立場にある者等に対する適切なサービス提供に
関する知識及び技術等を修得するための研修を実施するとと
もに、研修指導者を養成するための研修に参加する経費を負
担し、認知症介護に関する資質向上を図る 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：２００名 
○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：５０名 
○認知症対応型サービス事業開設者研修：３０名 
○認知症介護指導者養成研修(基金対象外)：２名 
 ※ 認知症関連研修の講師になるための研修 
○認知症介護指導者フォローアップ研修：１名 
 ※ 指導者の技術向上を図るための研修  

アウトプット指標（達

成値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：８７名 
○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：３２名 
○認知症対応型サービス事業開設者研修：１６名 
○認知症介護指導者養成研修(基金対象外)：２名 
○認知症介護指導者フォローアップ研修：１名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症指導者養成研
修修了者（累計）２６名   

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、高齢者介護の実務者及びその指導的な
立場にある者に対し、実践的な研修や適切なサービスの提供
に関する知識等の習得のための研修を実施し、認知症ケアに
携わる人材・事業所の質の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 
介護施設の管理者等である認知症介護指導者養成研修修了者
の協力の下に各研修を実施したことで、より実践的な研修の
展開が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15（介護分）】 

認知症総合支援事業 

【総事業費】 

1,498千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

平成３０年４月にすべての市町に設置される「認知症初期集

中支援チーム」及び「認知症地域支援推進員」の取組みを加

速させる。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チーム設置数１８市町 

事業の内容（当初計

画） 

「認知症初期集中支援チーム」及び「認知症地域支援推進

員」について、市町職員が参加する各研修に対する経費を負

担し、各市町の認知症施策の推進を図る。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

認知症初期集中支援チーム員研修等受講者数：３８名 

アウトプット指標（達

成値） 

認知症初期集中支援チーム員研修等受講者数：５０名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症初期集中支援

チーム設置数１６市町 

（１）事業の有効性 

研修に対する経費を負担することにより、多くの市町職員の

受講が可能となり、各市町における認知症施策の支援体制構

築の中心的役割を担う人材が育成された。 

（２）事業の効率性 

認知症初期集中支援チームの活動は、国が定める研修を受講

し、知識・技能を修得することが必要とされている。国立長

寿医療研究センターが実施する研修を受講したことにより、

より事業の加速化が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（介護分）】 

認知症対応力向上研修事業 

【総事業費】 

1,478千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県歯科医師会、愛媛県薬剤師会、愛媛県看護

協会）、愛媛県看護協会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

専門職が高齢者等と接する中で、認知症の人に早期に気づ

き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、容態の

変化に応じて専門職の視点での対応を適切に行うことを推

進する。（認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）

にて明記） 

アウトカム指標：認知症の基礎知識を有する医療従事者の確保 

事業の内容（当初計

画） 

認知症の方への支援体制構築の担い手となることを目的

に、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者に対し、認

知症の方や家族を支えるために必要な基礎知識や医療と介

護の連携の重要性等の知識を修得させる研修を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

認知症対応力向上研修参加者 ７８０名 

アウトプット指標（達

成値） 

認知症対応力向上研修参加者 ３４７名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症の基礎知識

を有する医療従事者の確保  

（１）事業の有効性 

 口腔機能の管理を行う歯科医師と服薬指導を行う薬剤師

による認知症の早期診断・早期対応のため、急性期から入

院・外来・訪問を通じて広く認知症の人と関わる看護師

は、医療における認知症対応の鍵となるため、各専門職が

知識・技術の習得により適時・適切な医療・介護が提供で

きる。 

（２）事業の効率性 

専門職ごとに認知症対応力を向上させることで、ふさわ

しい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みの

早期構築を図ることができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No. 17 （介護分）】 

地域包括ケア人材育成事業 

【総事業費】 

  175千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

新しい総合事業の円滑な実施を図ることを目的に、基本と

なる生活支援サービスの体制整備を推進するため、生活支

援コーディネーターを養成する。 

アウトカム指標：生活支援体制整備事業の実施市町：２０

市町 

事業の内容（当初計

画） 

地域包括ケアシステムを構築していくために新しい総合事

業の円滑な実施を図るため、各市町の実情に応じたサービ

スの創出や提供に対しての研修や検討会を開催し、県内各

市町における取組を支援する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○生活支援コーディネーター養成講座の実施回数：合計３

回（１回×３か所） 

○参加者：１５０名（５０名×３か所） 

アウトプット指標（達

成値） 

○生活支援コーディネーター養成講座の実施回数：合計１

回（１回×１か所） 

○参加者：７６名（７６名×１か所） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：生活支援体制整備

事業の実施市町：２０市町 

（１）事業の有効性 

生活支援体制整備事業に取り組むにあたっての視点や県内

の取組事例を紹介することで、制度及び実践について理解

を深め、30年度完全実施に向けて、方針策定や取組の推進

が図られた。 

（２）事業の効率性 

研修の対象者は、生活支援コーディネーター（候補者） 

に限らず、市町・地域包括支援センターの職員等も対象と

し、生活支援体制整備事業に関わるものとの情報提供、情

報共有等が効率的に行われた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18】 

地域包括ケア人材育成等支援事業 

【総事業費】 

11,285千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県立医療技術大学、愛媛県 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保等、「効

率的かつ質の高い医療介護サービス提供体制の構築」を図

る。 

アウトカム指標：地域包括ケア人材育成プログラムを県内

全 20市町へ普及 

事業の内容（当初計

画） 

愛媛県立医療技術大学が西予市と連携して行う地域資源の

乏しい農村型の地域包括ケアシステムの構築のための人材

育成プログラムの開発を支援する。また、それを県内市町

に広く普及・活用させることにより、同システム構築の中

核を担う地域包括支援センター職員をはじめとする人材育

成とその強化を図る。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

地域包括ケア人材育成研修の実施回数：5回 

アウトプット指標（達

成値） 

地域包括ケア人材育成研修の実施回数：5回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域包括ケア人材

育成プログラムの県内全 20市町への普及 

（１）事業の有効性 

少子高齢化の進行が顕著で、介護人材の確保が深刻な南予

地域において、関係団体・機関が連携して人材育成プログ

ラムを開発するための会議を設置し、議論を行った上で、

人材育成プログラムを完成させることができた。また、地

域包括ケアシステムを担う介護・看護職、ケアマネ等を対

象に地域包括ケアを考える研修を開催し、中心的な介護人

材への意識付けによる機運醸成と技能向上を図ることがで

きた。 

（２）事業の効率性 

南予地域の中心に位置する西予市において、類似の課題を

抱える近隣市町にとっても参考となる介護人材プログラム

の開発を行うことで、南予地域から県内全域へと横軸での

連携、波及が期待される。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19】 

市民後見推進事業 

【総事業費】 

4,457千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 松山市（松山市社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

成年後見制度の担い手として期待されている市民後見人の

活用が必ずしも十分に進んでいない実態があることから、

市民後見人の育成及び活用をより促進する。 

アウトカム指標：法人成人後見事業支援員の質の確保 

事業の内容（当初計

画） 

他団体が主催する市民後見人養成研修会に講師を派遣する

など、市民後見人に関する啓発活動を実施する。また、法

人成年後見事業支援等に対し、資質向上のための研修会を

実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○フォローアップ研修会参加者４０名 

○法人成年後見事業支援員ステップアップ研修会６回 

アウトプット指標（達

成値） 

○フォローアップ研修会：２回、市民後見養成講座修了者

のべ５５名参加 

○法人成年後見事業支援員ステップアップ研修会：６回、 

法人成年後見事業支援員６名及び支援員候補者７名参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：法人成年後見事業

支援員の質の確保 

（１）事業の有効性 

市民後見養成講座修了者に対し、市民後見人としての活動

に結びつけるためのフォローアップ研修を実施すること

で、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成・

資質向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

社会福祉協議会と連携して実施することで、社会福祉協議

会が受任する法人後見の金銭管理等の実務に移行できるな

ど、研修後の活動についても継続した支援が可能である。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.20】 

法人後見推進事業 

【総事業費】 

543千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県社会福祉協議会 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

成年後見制度の利用者は、高齢化や障がい者の地域移行な

どに伴い増加しているが、弁護士、司法書士、社会福祉士

等の専門職による対応だけでは難しく、成年後見人等の担

い手として法人後見の充実を推進する。 

アウトカム指標：法人後見制度実施状況 ２０市町 

事業の内容（当初計

画） 

法人後見を実施するための身近なエリアである東予・中

予・南予の３か所で、法人後見の実現可能な法人の抽出

と、法人同士の連携促進を図ることを目的として、学習会

及び相談会を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○アドバイザーによる個別指導実施団体：５団体 

○権利擁護推進のための担い手養成学習会：３回 

アウトプット指標（達

成値） 

○権利擁護推進のための担い手養成学習会：３回、２８～

３５名／回参加 

○アドバイザーによる個別相談会：３回、１団体参加 

○出張相談：１団体 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：法人後見制度実施

状況 １５市町 

（１）事業の有効性 

社会福祉法人に対し、学習会・個別相談会を実施すること

で、法人後見実施市町に対しては資質の向上を、法人後見

未実施市町に対しては今後、法人後見実施に向けて検討す

る機会となり、県下全域での法人後見制度の普及・事業実

施につながるものとなった。 

（２）事業の効率性 

市町の社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事

業（契約による日常的金銭管理等）からの後見制度への移

行など、継続した支援が可能である。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.21】 

新人介護職員職場定着促進事業 

【総事業費】 

12,499千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（介護労働安定センター） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護分野では、離職者のうち３年未満に辞める方が３分の

２を占めることから、勤務環境の改善等を通じて新人職員

の離職防止・定着促進を図る。 

アウトカム指標：エルダー・メンター制度導入事業所の拡

充 

事業の内容（当初計

画） 

県内の介護事業所を対象に、エルダー・メンター制度をは

じめ、新人職員が働きやすい職場環境の整備に向けたプロ

ジェクトへの取組を支援し、終了後には事例報告会を開催

する。 

また、新人職員が働きやすい職場環境づくりに向けたセミ

ナーを開催するほか、プロジェクトに取り組む事業所に焦

点を当てたプロモーション映像を作成し、それらを活用し

た普及啓発を行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

○新人介護職員が働きやすい職場環境づくりセミナー：３回 

○マネジメント能力向上研修：３箇所×２回 

○管理者フォローアップ面談：９事業所×５回 

○新人介護職員等研修：９事業所×３回 

○新人介護職員個別面談：９事業所×２回 

○実施報告会：３回 

アウトプット指標（達

成値） 

○新人介護職員が働きやすい職場環境づくりセミナー：３回 

○マネジメント能力向上研修：３箇所×２回 

○管理者フォローアップ面談：９事業所×５回 

○新人介護職員等研修：９事業所×３回 

○新人介護職員個別面談：９事業所×２回 

○実施報告会：３回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：９事業所がエルダ

ー・メンター制度を導入 

（１）事業の有効性 

介護事業所の管理者等を対象に、職場内でのエルダー・メ

ンターの導入支援のための各種取組や面談を行うと同時
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に、新人職員を対象にした各種研修や個別面談等を実施す

ることにより、職員が働きやすい職場環境に改善すること

ができた。また、実施報告会の開催や、プロモーション映

像等を通じ、本事業での取組を普及することができた。 

（２）事業の効率性 

選定事業所の訪問面談や研修に当たっては、同じ日に複数

事業所を訪問するよう講師等とのスケジュール調整を行っ

た結果、短期間で効率的に事業を進めることができた。 

その他 職員の離職防止・定着促進は、短期間で成果が現れにくい

ものであることから、29年度に参加した事業所に対しては

引き続き、相談等のフォローを行う。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.22】 

福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材

定着支援事業） 

【総事業費】 

1,323千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、従事者が安定して

働き続けることができるように、職場環境の向上を図る。 

アウトカム指標：労務環境の改善や経営基盤の強化があっ

た事業所数 

事業の内容（当初計

画） 

事業所へのアドバイザー派遣事業（社会保険労務士や税理

士など専門家をアドバイザーとして派遣し、労働環境の改

善や経営基盤の強化等のため、管理的専門助言を行い、職

場環境の向上への支援を行う。） 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

アドバイザー派遣回数 

社会保険労務士派遣回数：２０回 

税理士派遣回数：２０回 

アウトプット指標（達

成値） 

アドバイザー派遣回数 

社会保険労務士派遣回数：１８回 

税理士派遣回数：１４回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：労務環境の改善や

経営基盤の強化があった事業所数 １７事業所 

（１）事業の有効性 

会計、経営基盤、労務管理や人材確保に課題を抱えている

が、専門家へ依頼したことが少なく、費用も捻出すること

ができない事業所等に対して専門家を派遣し、専門的な助

言を行うことで職場環境の改善につなげることができた。 

（２）事業の効率性 

チラシやホームページ、フェイスブック等で事業を広く周

知した。また、依頼を受けて派遣を行う形式であるため、

柔軟な派遣を実施することができた。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ・令和元年 11月６日 愛媛地域医療構想推進戦略会議において議論 

  ※ 介護分は当該年度基金を活用した事業なし 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

 ・指摘なし 
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２．目標の達成状況 

 
平成28年度愛媛県計画に規定する目標を再掲し、平成30年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

１．愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

① 愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

地域医療介護総合確保基金の対象事業（※１）について、提案事業の取りまとめ段

階では地域医療構想が未策定であったため、本計画では、医師会等関係団体からの

提案を基に、関係団体との協議（※２）を重ね、地域にとって明らかに不足してい

る医療資源等を投入するなどの事業に取り組むことにより、地域の課題を解決する

とともに、医療と介護の総合的な確保を図ることとする。 

 

  ※１ 新たな財政支援制度の対象事業（５本柱） 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

（病床の機能分化・連携） 

②居宅等における医療の提供に関する事業（在宅医療・介護サービスの充実） 

③介護施設等の整備に関する事業 

④医療従事者の確保に関する事業（医療従事者等の確保・養成） 

⑤介護従事者の確保に関する事業 

※２ 関係団体からの提案事業を「医療圏事業」と「全県事業」に区分し、「医療 

圏事業」は地域の関係団体と、「全県事業」は全県レベルの関係団体と協議（検 

討会の開催等）を行い、優先事業を選定。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行

い、病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在

宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期 １，３２６床 

    急性期   ４，７２４床 

    回復期   ４，８９３床 

    慢性期   ３，８７９床 

【実施事業】 

・病床機能分化医療スタッフ配置事業 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、在宅歯科医療に必要な設備
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の整備、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の充実

を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 

  ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 

【実施事業】 

   ・在宅歯科医療連携室整備事業費 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の整備、運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の

確保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

   ・へき地診療所の医師数 27人以上 

   ・産科医及び産婦人科医の数（人口 10万対） 9.2人以上 

   ・小児科医療に係る病院勤務医数 100.3人以上 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 234.4以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

【実施事業】 

   ・救急医療対策事業費 

・看護師等養成所運営費補助金 

・看護師等研修事業費 

・看護師等支援事業費 

・二次救急精神科医療支援体制整備事業 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□愛媛県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

高度急性期 １，１２１床（事業実施により＋２床） 

急性期   ９，３８７床（事業実施により－13床） 

回復期   ２，３０４床（事業実施により＋11床） 

慢性期   ５，３６１床 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅療養支援病院数 各圏域１ → ４圏域達成（県合計 17） 

・在宅療養支援診療所数 各圏域 15  → ４圏域達成（県合計 208） 

・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10  → ３圏域達成（県合計 113） 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50 → ４圏域達成（県合計 523） 

・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１ → ５圏域達成（県合計９） 

・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５ → ５圏域達成（県合計 71） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  ・へき地診療所の医師数 27人以上 → 17人 

  ・産科医及び産婦人科医の数（人口 10万対） 9.2人以上 → 8.8人 

  ・小児科医療に係る病院勤務医数 100.3人以上 → 113.9人 

  ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 234.4人以上 → 92.5人 

  ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

→ ５圏域達成（県合計 26） 

  ・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

→ ４圏域達成（県合計 52） 

 

２）見解 

上記事業により、県全体として在宅医療の推進及び医療従事者の養成、確保及び

負担軽減が一定程度進んだ。 

 

３）改善の方向性 

   今後も、各圏域の計画及び県地域医療計画を踏まえた事業を継続して実施する必

要がある。 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇摩圏域 

１．宇摩圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

宇摩圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関等に要望調査

を実施した上で、ヒアリング及び検討会を開催した結果、地域の課題として、不足す

る医療機能の充実や医療機関の連携強化、在宅医療の提供体制の充実、医療従事者の

育成等が挙げられている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、
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病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅へ

の移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期  ５１床 

     急性期   ３１７床 

     回復期   ２９４床 

     慢性期   ２１７床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、

在宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

   ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 

   ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 

   ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 

   ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 

   ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 

   ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 

 

③ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・

養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数 4.0人以上 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 17.5以上 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

 

２．計画期間 

平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□宇摩圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

高度急性期   １０床（目標との差 ４１床不足） 

急性期    ４８８床（目標との差 １７１床超過） 
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回復期    １３３床（目標との差 １６１床不足） 

慢性期    ３２３床（目標との差 １０６床超過） 

    （病床数は平成 29年７月１日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 → ０ 

   ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 → ６機関 

   ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 → ９機関 

   ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 → 30か所 

   ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 → ０ 

   ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 → ４機関 

 

④  医療従事者の確保に関する目標  

・小児科医療に係る病院勤務医数 4.0人以上 → 4.1人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 17.5以上 → 6.1人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 → ０ 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 → １機関 

 

２）見解 

病床の削減・転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、医療従事者の離職防止・復職対策により、病床機能分化が促進さ

れ、地域医療に携わる人材の確保が促進された。計画は概ね順調に進んでおり、翌

年度以降も引き続き計画に基づき事業を実施する。 

 

３）改善の方向性 

   今後も同地域の地域医療構想を踏まえた事業を継続して実施する必要がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；４Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■新居浜・西条圏域 

１．新居浜・西条圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

新居浜・西条圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関等

に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を開催した結果、地域の課題と

して、不足している病床機能の充実、医科歯科連携の強化、医療従事者の確保、地

域定着等が挙げられている。 
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① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等の支援

を行い、病院の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・

在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

    高度急性期 １９６床 

    急性期   ８２６床 

    回復期   ６７７床 

    慢性期   ６４８床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 

  ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、看護師養成所の運営支援、医療

従事者の職場環境の整備等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

  ・小児科医療に係る病院勤務医数 14.7人以上 

  ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 40.3以上 

  ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

  ・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

 

２．計画期間 

平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□新居浜・西条圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
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高度急性期  ４０床（目標との差 １５６床不足） 

     急性期    １，３９５床（目標との差 ５６９床超過） 

     回復期    ３９２床（目標との差 ２８５床不足） 

慢性期    ８４３床（目標との差 １９５床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標  

   ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 → ２機関 

・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 → 22機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 → 20機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 → 82か所 

・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 → １機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 → 11機関 

 

⑤  医療従事者の確保に関する目標 

  ・小児科医療に係る病院勤務医数 14.7人以上 → 15.9人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 40.3人以上 → 10.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 → 11機関 

 

２）見解 

在宅歯科医療連携室の整備により在宅歯科診療が促進され、また医療従事者の

離職防止・復職対策により、地域医療に携わる人材の確保が促進された。翌年度

以降も引き続き計画に基づき事業を実施する。 

 

３）改善の方向性 

   今後も同地域の地域医療構想を踏まえた事業を継続して実施する必要がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；５Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■今治圏域 

１．今治圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

今治圏域では、保健所の調整により各市町、郡市医師会、医療機関に要望調査を実

施した上で、医師会が中心となって事業要望を取りまとめた結果、地域の課題として、

不足している病床機能の充実、関係機関相互の連携体制の強化、医科歯科連携による
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在宅療養者等の口腔ケア等の推進、救急医療体制の維持・確保等が挙げられている。 

① 地域医療構想の達成に向けた療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期 １１９床 

     急性期   ６８２床 

     回復期   ７０８床 

     慢性期   ４３０床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 

  ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養

成を図る。 

 【定量的な目標値】 

   ・へき地診療所の医師数 ２人以上  

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.5人以上 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 24.1以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

 

２．計画期間 

平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 
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□今治圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

     高度急性期   ２３床（目標との差 ９６床不足） 

     急性期     １，３８９床（目標との差 ７０７床超過） 

     回復期     １７６床（目標との差 ５３２床不足） 

慢性期     ７０６床（目標との差 ２７６床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

 

⓶ 居宅等における医療の提供に関する目標  

   ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 → ４機関 

   ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 → 15機関 

   ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 → ９機関 

   ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 → 68か所 

   ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 → １機関 

   ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 → ５機関 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・へき地診療所の医師数 ２人以上 → ２人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.5人以上 → 8.4人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 24.1人以上 → 12.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 → ７機関 

 

２）見解 

不足している病床機能の充実、関係機関相互の連携体制の強化、救急医療体制の

維持・確保等により、圏域内の医療機能の維持が確保された。翌年度以降も引き続

き計画に基づき事業を実施する。 

 

３）改善の方向性 

   今後も同地域の地域医療構想を踏まえた事業を継続して実施する必要がある。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；６～７Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■松山圏域 

１．松山圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
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松山圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、郡市歯科医師会、医療機

関に要望調査を実施した上で、ヒアリングを実施した結果、地域の課題として、不足

している病床機能の充実、医療機関相互の役割分担や連携の推進、在宅医療の普及、

医療従事者の確保・養成と地域定着等が挙げられている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期   ７８１床 

     急性期   １，９９５床 

     回復期   ２，０６７床 

     慢性期   １，８３６床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、在宅歯科医療に必要な設備の

整備、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の充実を図

る。 

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 

・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 

・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 

・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 

・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 

 

③ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師養

成施設の整備、運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確

保・養成を図る。 

 【定量的な目標値】 

   ・へき地診療所の医師数 ３人以上 

   ・小児科医療に係る病院勤務医数 60.0人以上 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 80.2人以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 
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   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

 

２．計画期間 

平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□松山圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

高度急性期  １，０１８床（目標との差 ２３７床不足） 

     急性期    ４，０３０床（目標との差 ２，０３５床超過） 

     回復期    １，２００床（目標との差 ８６７床不足） 

慢性期    ２，４０１床（目標との差 １，０１５床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 → 10機関 

   ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 → 123機関 

   ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 → 54機関 

   ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 → 244か所 

   ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 → ４機関 

   ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 → 33機関 

 

③  医療従事者の確保に関する目標  

・へき地診療所の医師数 ３人以上 → ３人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 60.0人以上 → 71.5人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 80.2人以上 → 46.1人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 → 18機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 → 21機関 

 

２）見解 

関係機関相互の連携体制の強化、救急医療体制の維持・確保等により、圏域内

の医療機能の維持が確保され、医療従事者の離職防止・復職対策により、地域医

療に携わる人材の確保が促進された。また、二次救急における精神科疾患を併せ

持つ患者の対応について、救急対応時間外における医療機関からの患者受入・相

談体制を構築し、医療機関の負担軽減が図られた。計画は概ね順調に進んでお

り、翌年度以降も引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 

 

３）改善の方向性 
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今後も同地域の地域医療構想を踏まえた事業を継続して実施する必要がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；７～８Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■八幡浜・大洲圏域 

１．八幡浜・大洲圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

八幡浜・大洲圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関に要望

調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、地域の課題として、不

足する医療機能の充実、医療機関の連携体制の整備、在宅医療推進のための連携体制

の構築、医療従事者の確保、救急医療体制を維持するための人材確保等が挙げられて

いる。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期  ５９床 

     急性期   ４８６床 

     回復期   ６９３床 

     慢性期   ４４３床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 

  ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、院内保育

施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成

を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 12人以上 

・小児科医療に係る病院勤務医数 2.5人以上 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 44.4人以上 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

 

２．計画期間 

平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

 

□八幡浜・大洲圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

     高度急性期   ０床（目標との差 ５９床不足） 

     急性期     １，００３床（目標との差 ５１７床超過） 

     回復期     ２３５床（目標との差 ４５８床不足） 

慢性期     ５２４床（目標との差 ８１床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 → １機関 

・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 → 30機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 → ７機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 → 57か所 

・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 → １機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 → 12機関 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・へき地診療所の医師数 12人以上 → 31人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 2.5人以上 → 2.4人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 44.4人以上 → 10.0人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 → １機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 → ８機関 
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２）見解 

不足している病床機能の充実、関係機関相互の連携体制の強化、救急医療体制の

維持・確保等により、圏域内の医療機能の維持が確保された。また、医療従事者の

離職防止・復職対策により、地域医療に携わる人材の確保が促進された。翌年度以

降も引き続き計画に基づき事業を実施する。 

 

３）改善の方向性 

今後も同地域の地域医療構想を踏まえた事業を継続して実施する必要がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；８～９Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇和島圏域 

１．宇和島圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

宇和島圏域では、地元保健所が調整役となり、各市町、郡市医師会、医療機関等に

要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、地域の課題は、医

療機関相互の役割分担・連携強化、救急医療体制の維持・確保、小児・周産期医療に

係る医師不足、在宅医療を担う人材の育成等となっている。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備やＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの基盤整備、病院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、

病床の機能分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への

移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

     高度急性期 １２０床 

     急性期   ４１８床 

     回復期   ４５４床 

    慢性期   ３０５床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在

宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 
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  ・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 

  ・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 

  ・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 

  ・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 

  ・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

    救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、院内保育

施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・

養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 10人以上 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.6人以上 

   ・小児科標榜診療所に勤務する医師数 27.9人以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 

   ・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 

 

２．計画期間 

平成28年４月１日～平成31年３月31日 

 

□宇和島圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

     高度急性期     ３０床（目標との差 ９０床不足） 

     急性期    １，０８２床（目標との差 ６６４床超過） 

     回復期      １６８床（目標との差 ２８６床不足） 

慢性期      ５６４床（目標との差 ２５９床超過） 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅療養支援病院数 各圏域１以上 → ０ 

・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上 → 12機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上 → 14機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上 → 42か所 

・在宅看取りを実施している病院数 各圏域１以上 → ２機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域５以上 → ６機関 

 

⑤ 医療従事者の確保に関する目標 
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・へき地診療所の医師数 10人以上 → 12人 

・小児科医療に係る病院勤務医数 9.6人以上 → 11.6人 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 27.9人以上 → 8.3人 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域１以上 → ５機関 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域５以上 → ４機関 

 

２）見解 

不足している病床機能の充実、関係機関相互の連携体制の強化、救急医療体制の

維持・確保等により、圏域内の医療機能の維持が確保された。また、医療従事者の

離職防止・復職対策により、地域医療に携わる人材の確保が促進された。翌年度以

降も引き続き計画に基づき事業を実施する。 

 

３）改善の方向性 

   今後も同地域の地域医療構想を踏まえた事業を継続して実施する必要がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （令和元年度計画における関連目標の記載ページ；９～10Ｐ） 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

平成28年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

事業の区分 
１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整
備に関する事業（病床の機能分化・連携） 

事業名 
28年度【No.2】 
病床機能分化医療スタッフ配置事業 

【総事業費】 
399,679千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関、県医師会等 

事業の期間 
平成 28年 4月 1日～平成 37年 3月 31日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、生活習慣病が増加し疾病構造が変化する
一方、救急医療をはじめとする地域課題も重要性を増しており、
限られた医療資源の有効活用が求められている。 

アウトカム指標：退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した
患者数の割合（病床機能報告制度）（H29:78.5％→H30:78.7％） 

事業の内容 

（当初計画） 

○急性期病院から回復期病院への転院など、機能分化に応じた病
院間連携を推進するための医療スタッフの確保・配置 

○郡市医師会が中心となり、地域の実情に応じて医師派遣ニーズ
がある要支援機関に対して医師派遣に協力する協力医療機関へ
の支援 等 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

○地域の連携体制の構築に取り組む地区数（5地区） 
○地域医療連携室の強化に取り組む医療機関数（16機関以上） 
○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師による診療時
間（7,607時間以上） 

アウトプット指標

（達成値） 

○地域の連携体制の構築に取り組む地区数（H30実績：5地区） 
○地域医療連携室の強化に取り組む医療機関数（H30 実績：2 機
関） 
○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師による診療時
間（H30実績：8,451時間） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 確認できた 
退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した患者数の割合（病
床機能報告制度）→確認できた（H29:78.5％→H30:78.7％） 
（１）事業の有効性 
 転換可能な病院に対し、高度急性期への病床転換を促進させる
ため、地域連携により現状の人材を活用しながら、医師偏在を調
整することが必要。 
（２）事業の効率性 
地域医療構想に即した機能分化や連携推進を図るため、潜在的

に転換可能な病院に対する医師派遣と並行し、救急医療体制の充
実のため、「t-PAホットライン」や「急性冠症候群(ASC)ネットワ
ーク」の体制を取り入れ、実績が上がっている。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業(在宅医療・介護サービスの充実) 

事業名 
28年度【No.5】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費】 

108,704千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 
平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢化の進行に伴い、高齢の寝たきり者や要介護者が急速に増加し

ている中で、歯の保存状況と咀嚼機能の回復は全身の健康と生命予後

にも影響することが研究により明らかとなっているが、在宅歯科診療

の供給体制は十分ではないため、歯科、医科、介護及び行政等の連携体

制を構築して窓口機能を一元化し、住民への普及啓発を行う必要があ

る。 

アウトカム指標：在宅での歯科治療件数の増加 

訪問歯科診療件数の増加（H28:41,582件→H30:43,661件(5％増)） 

事業の内容 

（当初計画） 

・各連携機関との調整窓口 

・在宅歯科医療希望者等の相談窓口 

・在宅歯科医療や口腔ケア指導等の実施歯科診療者等の紹介 

・居宅患者に対する歯科診療者の派遣 

・離島・無歯科医地区に対する口腔ケア対策事業 

・在宅歯科医療に関する広報・啓発 

・歯科医師及び歯科衛生士に対する研修 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
連携室による相談対応件数の増加 H29：2,590件→H30：3,034件 

アウトプット指標

（達成値） 
連携室による相談対応件数の増加 H29：2,590件→H30：1,403件 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 確認できた 

在宅での歯科治療件数の増加、訪問歯科診療件数の増加 

（H29:43,115件→H30実績:50,445件(17％増)） 

（１）事業の有効性 

相談件数は事業開始後一定期間経過したことから、当初の目標値を

達成できなかったが、歯科医院への直接依頼が増えており、在宅歯科医

療が浸透した結果ととれる。今後も医療・介護と連携し、通院困難な高

齢者、要介護者等への在宅歯科医療の利用普及に勤める。 

（２）事業の効率性 

連携室を既存の歯科医院内に設置することにより、スムーズに窓口

業務や機器の管理を行うことができた。 

その他  

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業(医療従事者等の確保・養成) 
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事業名 
28年度【No.8】 

救急医療対策事業 

【総事業費】 

100,859千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 郡市医師会等 

事業の期間 
平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

小児救急への対応が可能な医療機関の確保が困難となってい

るため、小児二次救急医療体制に参画する医療機関を支援し、体

制の維持・確保を図る必要がある。また、救急搬送時間が延長す

るとともに、搬送件数が増加する中にあって、救急患者受入体制

の維持・確保のために救急医療機関の円滑な受入及び医師の負担

軽減を図る必要がある。 

アウトカム指標：人口 10 万人あたり医療施設従事医師数の増加

（医師・歯科医師・薬剤師調査）（H26：254.3人→ H30：267.8

人（2％増）） 

事業の内容 

（当初計画） 

 輪番制により小児二次救急医療を実施している医療機関に対

し運営費を補助するとともに、救急搬送システムを運用すること

により救急搬送体制を強化する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

小児二次救急実施地区数（２地区） 

救急搬送システム運用実施機関（14消防機関） 

アウトプット指標

（達成値） 

小児二次救急実施地区数（２地区（維持）） 

救急搬送システム運用実施機関（14消防機関（維持）） 

事業の有効性 

・効率性 

アウトカム指標：人口 10万人当たり医療施設従事者数の増加（医

師・歯科医師・薬剤師調査） →（272.4人(H28)→279.1人(H30) 

2.5％増） 

（１） 事業の有効性 

医師不足が顕著な小児医療において、小児救急医療体制を維持

するとともに、システムの活用により効率的な救急搬送体制を構

築することができた。 

（２） 事業の効率性 

対象医療機関が小児救急医療を担う日数に応じた支援を行う

とともに、システムの活用に当たっては関係消防機関が応分の負

担をすることで、効率的な事業執行を図った。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業(医療従事者等の確保・養成) 

事業名 
28年度【No.13】 
看護師等研修事業 

【総事業費】 
87,885千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会等 

事業の期間 
平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

少子高齢化の進行による医療ニーズの増大と高度化、療養の場の多様化に伴

う看護ニーズに対応するためには、看護職員の確保・定着と質の向上が不可欠

であるが、新人看護職員の離職率が全国平均に比して高いことや、小規模施設

においては、自施設内での研修受講機会が少なく、看護職員としてのスキルア

ップが図りにくい等の課題がある。 

アウトカム指標： 

① 県内看護師等養成所卒業生のうち、看護職として就職した者の割合
(H27:88％→H29:90%) 

② 新人看護職員離職率（H26:8.9％→H28:7.9％） 

事業の内容 

（当初計画） 

 看護教員及び看護職員に対し必要な知識や技術を習得させるための研
修を実施し、看護職員の資質向上と職場定着を進める。 

○実習指導者講習会事業  ○看護教員継続研修事業 

○看護師専門分野（がん）育成強化事業 ○新人看護職員研修事業 

○新人看護職員研修体制支援事業（新人看護職員がガイドラインに沿った
研修を受けることのできる環境を整備するための方策の検討、中小規模病
院の新人看護師対象の合同研修の開催等） 

○看護職員県内定着促進事業（看護職員確保・定着のために、中高生に対
し看護職員の魅力発信、潜在看護職員の実態把握等） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

○看護教員継続研修事業修了生の延人数(H27:146人→H28:153人) 
○新人看護職員研修体制支援事業の参加延人数(H27:286人→H28:300人) 
○看護職員人材派遣研修の利用施設数(H27:27件→H28:28件) 
○ふれあい看護体験の参加延人数（H27:454人→H28:476人) 
○看護職員合同就職説明会の参加延人数（H27:64人→H28:70人） 

アウトプット指標

（達成値） 

○看護教員継続研修事業修了生の延人数(H30実績:177人) 
○新人看護職員研修体制支援事業の参加延人数(H30実績:313人) 
○看護職員人材派遣研修の利用施設数(H30実績:52件) 
○ふれあい看護体験の参加延人数(H30実績:515人) 
○看護職員合同就職説明会の参加延人数(H30実績:294人) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 確認できた 

① 県内看護師等養成所卒業生のうち、看護職として就職した者の割合(H30 実績:90.3%) 

② 新人看護職員離職率（H30実績:8.8％） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、県内看護師養成等卒業生のうち、看護職として就職し

た者の割合が２％増加した。一方、新人看護職員離職率は 0.1％減少、定着に

ついては効果出現までには一定の期間が必要と考えられる。 

また、医療の高度化や県民の期待に応えられる看護専門職としての基礎的能

力の向上に繋がった。さらに、がん看護分野における看護職員、医療機関等の

実習指導者、看護教員において専門性の資質向上に寄与したと考える。 

（２）事業の効率性 

研修受講者が、自施設でリーダーとなって研修復命や学習会を実施すること

により、各施設の看護職員の資質向上が効率的に図られていると考える。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
28年度【No.14】 

看護師等支援事業 
【総事業費】 

16,790千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会、看護師養成所 

事業の期間 
平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

少子高齢化の進展による医療ニーズの増大と高度化、療養や生活の

場の多様化に伴う看護・介護ニーズに対応していくために、より質の高

い看護職を育成し、定着、離職防止を図る必要がある。 

アウトカム指標：ｅナースセンター登録者のうち復職した人数 

11人(H27) → 最新データより増加 

事業の内容 

（当初計画） 

更なる看護職員の確保が必要であるため潜在看護師等に着眼し、再

就業支援事業等を実施することで看護職員の定着、復職を図る。ま

た、県内中小病院の看護職員を対象にした実態調査を実施する。○中

小病院等看護職員離職防止支援事業 ○就労環境改善事業 ○看護教

員養成支援事業 ○再就業支援事業 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・看護職員離職時等の届出数 （目標：480人以上） 

・届出者のうち復職希望者の割合 （目標：27年度（52％）比で増） 

・届出者のうちｅﾅｰｽｾﾝﾀｰ登録希望者の割合（目標：27 年度（46％）比で増） 

・潜在看護師等復職支援研修の受講人数 （目標：27 年度（60 人）比で増） 

アウトプット指標

（達成値） 

・看護職員離職時等の届出数（H30実績：387人） 

・届出者のうち復職希望者の割合（H30 実績：53％（27 年度比 1％増）  

・届出者のうちｅﾅｰｽｾﾝﾀｰ登録希望者の割合（H30 実績：25.6％（27 年度比 20.4％減）  

・潜在看護師等復職支援研修の受講人数（H30 実績：53 人（27 年度比 7 人減）  

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→ 確認できた 

ｅナースセンター登録者のうち復職した人数 (H30実績：30人) 

（１）事業の有効性 

看護職員離職時等における届出制度は、H30年度は 387人から届出が

あり、うち５割以上が求職中となっており、今後復職についても期待が

できる。 

また、復職希望者に実技研修等を実施することで、安心して復職がで

き、かつ定着も図ることができると考え、継続していく。 

（２）事業の効率性 

潜在看護師等復職支援研修については、H29年度から、事業内容を一

部変更して実施しているところ。個別面談によるマッチング作業が必

要であるため受講者数は減少したが、H30年度の就職率は 90.6%（53名

中 48名）であり、県内の看護師確保について成果が上がっている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業(医療従事者等の確保・養成) 

事業名 
28年度【No.17】 

看護師等養成所運営費補助金 

【総事業費】 

174,132千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 医療法人等 

事業の期間 
平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

看護職員は依然として不足が見込まれ、新規確保を図る必要が

あることから、看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護

師等養成所の運営継続のためには運営費に対する補助が必要。 

アウトカム指標：卒業者に占める県内就業率の増加（H29:75.1％

→H30:75.5％） 

事業の内容 

（当初計画） 

依然として不足が見込まれる看護職員の新規確保の根幹的な

役割を果たす看護師等養成所の運営に対する補助を行い、県内に

おける看護職員の新規確保及び質の高い医療の提供を図る。 

看護師等養成所の運営に必要な次の経費を支援。 

・教員経費 

・事務職員経費 

・生徒経費 

・研修経費 等 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
対象施設における定員充足率の上昇（0.88→0.91） 

アウトプット指標

（達成値） 
対象施設における定員充足率の上昇（H30実績：0.85） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標→ 観察できた 

卒業者に占める県内就業率の増加（H30実績:73.1％） 

（１）事業の有効性 

昨年度に比べて県内就業率は若干低下したが、概ね７割以上を

保持しており、本事業の実施により、当該養成所における質の高

い看護教育の提供が行えたと考える。 

（２）事業の効率性 

看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所

の運営に対する補助を行うことが、より質の高い看護教育の提供

に繋がり、県内における看護職員の新規確保及び質の高い医療の

提供が行える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業(医療従事者等の確保・養成) 

事業名 
28年度【No.21】 

二次救急精神科医療支援体制整備事業 

【総事業費】 

320,815千円 

事業の対象となる区域 松山 

事業の実施主体 県、中予の精神科病院 

事業の期間 
平成 29年 10月 1日～令和 4年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

精神科救急対応時間外において、二次救急医療機関（身体科救

急）へ搬送された患者のうち、精神科疾患を併せ持つ患者の対応

について、各医療機関が疲弊しており、精神科にも対応できるバ

ックアップ体制が求められている。 

アウトカム指標：特に患者の多い中予圏域の二次救急医療機関全

体に占める負担軽減となった医療機関の割合（29 年度は 20％を

目標とし、最終年度までに当初目標以上の増加を目指す。） 

事業の内容 

（当初計画） 

 二次救急医療機関を受診した、精神疾患を併せ持つ患者の受

入・相談体制を構築する。 

○二次救急医療機関からの受入対応に係る医療機関の人件費 

○二次救急医療機関からの通報を処理する情報センター整備費 

○精神疾患合併患者の搬送費用 

○受入基準の策定及び症例の検討する委員会の設置 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

二次救急医療機関から連絡を受けた精神疾患合併患者の通報・相

談件数（初年度は 300件を想定） 

アウトプット指標

（達成値） 

二次救急医療機関から連絡を受けた精神疾患合併患者の通報・相
談件数（H29実績：12件→H30実績：20件） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 確認できた 
中予圏域の二次救急医療機関全体に占める負担軽減となった医
療機関の割合（H29実績：21.4％→H30実績：35.7％） 

（１）事業の有効性 

 通報・相談件数は当初想定より低くなったが、二次救急医療機

関に対する調査では、全ての機関から夜間及び休日の負担軽減に

つながったとの回答を受けている。また、利用推進のため、関係

機関に対する周知や二次救急医療機関から精神科病院への受入

に当たっての基準の緩和に取り組むなど、精神疾患合併症の患者

に対して 24時間体制で適切な医療が提供できている。 

（２）事業の効率性 

本事業の推進により、身体科二次救急病院の負担が軽減され、

精神科病院との連携強化につながった。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 医療分・・・令和元年 11月６日 愛媛地域医療構想推進戦略会議において議論 

介護分・・・令和元年７月２日 愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会におい

て議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

医療分、介護分・・・指摘なし 
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２．目標の達成状況 

 
平成27年度愛媛県計画に規定する目標を再掲し、平成30年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

□愛媛県全体 

１）愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

「新たな財政支援制度」の対象事業（５本柱※１）について、地域医療構想が未策定

であるが、平成２７年度は計画では、医師会等関係団体からの提案を基に、関係団体と

の協議（※２）を重ね、地域にとって明らかに不足している医療資源等を投入するなど

の事業に取り組むことにより、地域の課題を解決するとともに、医療と介護の総合的な

確保を図ることとする。 

 ※１ 新たな財政支援制度の対象事業（５本柱） 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

（病床の機能分化・連携） 

②居宅等における医療の提供に関する事業（在宅医療・介護サービスの充実） 

③介護施設等の整備に関する事業 

④医療従事者の確保に関する事業（医療従事者等の確保・養成） 

⑤介護従事者の確保に関する事業 

※２ 関係団体からの提案事業を「医療圏事業」と「全県事業」に区分し、「医療圏

事業」は地域の関係団体と、「全県事業」は全県レベルの関係団体と協議（検討

会の開催等）を行い、優先事業を選定。 

 

また、介護分については、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域にお

いて、安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

○介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定

している地域密着型サービス施設等の整備等を行うとともに、特養多床室のプライバシ

ー保護のための改修等を行う。 

○介護従事者の確保に関する目標 

本県においては、県内の労働市場の動向も踏まえ、①介護の魅力の若年層等へのアピ

ール、きめ細かいマッチングなどの「参入促進」、②地域包括ケアシステム構築のため

の人材や介護サービスの質を高めるための人材の「資質の向上」、③介護職員の早期離

職防止、定着促進などの「労働環境の改善」等の対策を一体的に進める。 

 本県で将来必要となる介護職員等の必要数を、県内市町のサービス見込量を基に推計

したところ、平成32(2020)年に31,039人、平成37(2025)年には32,637人となることか

ら、令和元年度については介護職員の増加（824人）を目標とし、次の事業を実施する。 
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（参考）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、第７期介護保険事業支援計画   

 平成28年 平成32年 平成37年 

需要見込人数  31,039 32,637 

供給見込人数 27,746 28,850 29,672 

差引不足人数 0 2,189 2,965 

       （31,039－27,746）人÷４年≒824人 

 

２）実施事業（30年度分） 

  ＜医療分＞・病床機能分化連携基盤整備事業（施設整備）（圏域事業） 

・病床機能分化連携基盤整備事業（医師派遣）（圏域事業） 

・在宅歯科医療連携室整備事業（全県事業） 

       ・看護師等養成所運営費補助金（全県事業） 

・小児救急電話相談事業（全県事業） 

＜介護分＞・地域密着型特別養護老人ホーム 

・認知症高齢者グループホーム 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  

・特別養護老人ホーム（定員30人以上） 

・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 

・福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置） 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発信事業） 

・介護の仕事魅力発信事業（介護現場からの発信） 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕事魅力発見事業） 

・介護雇用プログラム推進事業 

・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材マッチング事業） 

・介護支援専門員養成研修等事業 

・介護職員等たん吸引等研修事業 

・口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事業 

・介護職員の資質向上研修事業 

・新人介護職員向け研修支援事業 

・中堅職員キャリアアップ研修事業 

・地域密着型サービス連携推進事業 

・認知症地域医療支援事業 

・認知症介護従事者養成事業 

・地域包括ケア人材育成事業 

・地域包括ケア人材育成等支援事業 

・市民後見推進事業 

・新人介護職員職場定着促進事業 
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・福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材定着支援事業） 

・介護職員の相談窓口設置事業 

・介護人材育成事業所認証評価制度等推進事業（認証制度） 

・働く家族の介護力強化事業 

・地域の介護人材参入・定着促進事業(中高年齢者対象の入門研修・就労支援事業) 

・地域の介護人材参入・定着促進事業（介護職員初任者研修受講促進事業）  

・介護施設で働く看護職員の研修支援事業 

・介護福祉士等応援コミュニティ設置等事業 

・高齢者まるごと支援ねっと構築事業 

・リハビリテーション専門職のための地域包括ケア推進人材育成事業 

・福祉・介護関係事業所合同入職式 

・介護人材育成事業所認証評価制度等推進事業（表彰事業） 

・介護業務支援機器導入促進事業 

３）計画期間 

  ＜医療分＞平成27年4月１日～平成31年３月31日 

＜介護分＞平成27年４月1日～平成30年３月31日 

 

□愛媛県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

【定量的な目標値】 

高度急性期 １，１２１床（事業実施により＋２床） 

急性期   ９，３８７床（事業実施により－13床） 

回復期   ２，３０４床（事業実施により＋11床） 

慢性期   ５，３６１床 

（病床数は平成 29年７月１日時点） 

② 居宅等における医療の提供 

在宅歯科診療について、歯科、医科、介護及び行政等の連携体制を構築して窓口

機能を一元化するとともに、住民への普及啓発を行い、在宅医療提供体制の充実と

普及促進を図った。 

③ 介護施設等の整備 

    地域密着型サービス施設等の整備及び特養多床室のプライバシー保護のための

改修が進んでいる。 

・地域密着型特別養護老人ホーム 921床(33カ所)→ 1,182床(42カ所) 

・認知症高齢者グループホーム 4,887床(296カ所) → 5,166床(312カ所) 

※うち９床(１カ所)はＨ28年度計画にも計上。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所利用者数  34人/月(３カ所)→73人

/月(５カ所) 

・特別養護老人ホーム(定員 30人以上) 6,126床(105カ所)→6,132床(105カ所) 
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・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修（整備数） 106床(４カ所) 

 

④ 医療従事者の確保 

看護師等養成所の運営費を補助することにより、教育内容の充実を図った。ま

た、時間外における小児軽症患者の救急受診について、医師等が電話相談により症

状に応じた適切な受診を促すことで、患者及び医療機関の負担軽減を図った。 

 ⑤ 介護従事者の確保 

    福祉人材センターにおける人材のマッチングや、ハローワークと連携した就職

支援、介護の魅力の若年層等へのアピール、介護未経験者等が常用雇用に結び付

く取組みなどの「参入促進」、多様な人材に対する研修支援や地域包括ケアシス

テム構築に必要な人材育成プログラムの開発などの「資質の向上」、新人職員に

対する指導担当者制度導入支援などの「労働環境・処遇改善」等の対策を一体的

に進めた。 

 

２）見解 

医療分について、上記事業により、県全体として在宅医療の推進及び医療従事者

の養成、確保及び負担軽減が一定程度進んだ。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施

設等の整備が一定程度進んだ。また、必要な介護人材を確保するため、参入促進、

資質の向上、労働環境・処遇の改善の取組みを一体的に進めた。 

なお、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」により算出された本県の平

成２９年度介護職員数は２８，６６７人（前年度比９２１人増加）であり、目標を

達成している。 

 

３）改善の方向性 

   今後も、各圏域の計画及び県地域医療計画を踏まえた事業を継続して実施する必

要がある。 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

    ※介護分の目標値については、第７期介護保険事業支援計画に基づき修正済。 

  □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇摩圏域 

 ① 宇摩圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    宇摩圏域では、地元保健所が調整役となり、市、市医師会、医療機関等に要望調

査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、地域の課題は、高度急

性期及び回復期機能について、構想区域内で完結できるよう医療機能の充実や医療
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機関の連携強化や、在宅医療充実のための「かかりつけ医」の推進、医療従事者不

足となっており、これら諸課題を解決するため、次の事業を実施する。 

＜医療分＞・病床機能分化連携基盤整備事業（施設整備）（圏域事業） 

・在宅歯科医療連携室整備事業（全県事業） 

・看護師等養成所運営費補助金（全県事業） 

・小児救急電話相談事業（全県事業） 

② 計画期間 

＜医療分＞平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

 

□宇摩圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

【定量的な目標値】（病床数は平成 29年７月１日時点） 

高度急性期   １０床（目標との差 ４１床不足） 

急性期    ４８８床（目標との差 １７１床超過） 

回復期    １３３床（目標との差 １６１床不足） 

慢性期    ３２３床（目標との差 １０６床超過） 

② 居宅等における医療の提供 

在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科診療の実施及び普及促進により、在宅医

療の充実を図った。 

④ 医療従事者の確保 

小児救急医療電話相談事業により、小児救急医療に係る医療機関の負担が軽減さ

れた。また、看護師養成所施設整備事業により、看護師養成所の学生に対する教育

環境改善に寄与した。 

 

２）見解 

高度急性期病床への転換を伴う施設等整備が行われたことにより、圏域内での救急

患者受け入れ体制が充実し、圏域内の機能分化が促進された。 

 

３）改善の方向性 

病床機能の転換は、同地域の地域医療構想を踏まえ、バランスの取れた医療提供体

制の整備に向けて、今後も圏域内の施設間で引き続き協議し、事業を継続して実施す

る必要がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■新居浜・西条圏域 

１）新居浜・西条圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    新居浜・西条圏域では、地元保健所が調整役となり、各市、市医師会、医療機関

等に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結果、地域の課題

は、地域の実情に沿った病床機能の連携等や小児・周産期医療、救急医療、在宅医

療等に係る人材不足等であり、これら諸課題を解決するため、次の事業を実施する。 

    介護分については、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期及び第７期介

護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備を行

う。 

【定量的な目標値】 

  ・認知症高齢者グループホーム     826 床（ 45 カ所） →  862 床（47 カ所） 

【実施事業】 

＜医療分＞・在宅歯科医療連携室整備事業（全県事業） 

         ・看護師等養成所運営費補助金（全県事業） 

・小児救急電話相談事業（全県事業） 

＜介護分＞・認知症高齢者グループホーム 

 

２）計画期間 

＜医療分＞平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

＜介護分＞平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

 

□新居浜・西条圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

27年度基金を使った圏域事業なし 

【定量的な目標値】（病床数は平成 29年７月１日時点） 

高度急性期  ４０床（目標との差 １５６床不足） 

急性期    １，３９５床（目標との差 ５６９床超過） 

回復期    ３９２床（目標との差 ２８５床不足） 

慢性期    ８４３床（目標との差 １９５床超過） 

② 居宅等における医療の提供 

在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科診療の実施及び普及促進により、在宅医

療の充実を図った。 

 ③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設の整備が進んで 

いる。 

    ・認知症高齢者グループホーム 826床(45カ所)→ 862床(47カ所) 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
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利用者数 37人／月（2カ所）→利用者数 57人／月（3カ所） 

④ 医療従事者の確保 

小児救急医療電話相談事業により、小児救急医療に係る医療機関の負担が軽減さ

れた。また、看護師養成所運営費補助金により、看護師養成所の学生に対する教育

環境改善に寄与した。 

 

２）見解 

医療分について、在宅歯科診療による医科歯科連携、在宅医療の推進が図られ、ま

た看護師養成所の運営費補助により教育の質を向上させ、優秀な人材を養成すること

により、地域医療を支える人材の育成につながった。 

介護分について、認知症高齢者グループホーム（２カ所36床）の整備を実施し、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所1カ所についても、他年度の基金計画に変更

の上、整備した。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、今後も同地域の地域医療構想を踏まえた事業を継続して実施する

必要がある。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性が

ある。地域のニーズを踏まえて再検討し、目標の見直しを実施する。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■今治圏域 

１）今治圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

   医療分について、今治圏域では、保健所が調整役となり、各市町、郡市医師会、医

療機関に要望調査を実施した上で、医師会が中心となって事業要望を取りまとめた結

果、地域の課題は、病床機能分化の推進、地域の実情に沿った病床機能の連携、在宅

医療に係る人材不足、在宅急変患者の受入れ病院不足のほか、疲弊している救急医療

対策を維持するための医師不足などであり、これら諸課題を解決するため、次の事業

を実施する。 

   介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援

計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

  ・地域密着型特別養護老人ホーム     58床（２カ所）→   87床（３カ所） 

  ・認知症高齢者グループホーム     432床（25カ所） → 504床（29カ所） 
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【実施事業】 

＜医療分＞・病床機能分化連携基盤整備事業（医師派遣）（圏域事業） 

・在宅歯科医療連携室整備事業（全県事業） 

        ・看護師等養成所運営費補助金（全県事業） 

・小児救急電話相談事業（全県事業） 

＜介護分＞・地域密着型特別養護老人ホーム 

・認知症高齢者グループホーム 

 

２）計画期間 

＜医療分＞平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

＜介護分＞平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

 

□今治圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

27年度基金を使った圏域事業なし 

【定量的な目標値】（病床数は平成 29年７月１日時点） 

     高度急性期   ２３床（目標との差 ９６床不足） 

     急性期     １，３８９床（目標との差 ７０７床超過） 

     回復期     １７６床（目標との差 ５３２床不足） 

慢性期     ７０６床（目標との差 ２７６床超過） 

② 居宅等における医療の提供 

在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科診療の実施及び普及促進により、在宅医療

の充実を図った。 

③ 介護施設等の整備 

  地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設の整備が進んでい

る。 

  ・地域密着型特別養護老人ホーム   58床(２カ所)→87床(３カ所) 

  ・認知症高齢者グループホーム   432床(25カ所)→504床(29カ所) 

④ 医療従事者の確保 

小児救急医療電話相談事業により、小児救急医療に係る医療機関の負担が軽減され

た。また、看護師養成所運営費補助金により、看護師養成所の学生に対する教育環境

改善に寄与した。 

 

２）見解 

医療分について、本県では、救急を担う医師や看護師等の医療人材不足の中、今あ

る医療人材を有効活用しながら、急性期を担う病院が安心して高度急性期への病床転

換が行える環境整備をするため、病床転換が可能と思われる医療機関を中心に医師派

遣や地域連携等により地域や診療科にみられる医療人材の偏在の調整を行っており、



10 

 

この事業の実施により、当圏域内の病床機能が維持可能となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域に密着した小規模型

の特別養護老人ホーム（１カ所29床）及び認知症高齢者グループホーム（４カ所72

床）の整備が進んでおり、目標を達成した。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、圏域内で病床転換が行える環境を整備するため、新たな医療人材

を育てる事業を行いながら、医師派遣や地域連携等により地域や診療科にみられる医

療人材の偏在の調整し、同地域の地域医療構想を踏まえたバランスの取れた医療提供

体制の整備に向けて、今後も圏域内の施設間で引き続き協議し、事業を継続して実施

する必要がある。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性が

ある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■松山圏域 

１）松山圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    医療分について、松山圏域では、保健所が調整役となり、各市町、郡市医師会、

郡市歯科医師会、医療機関に要望調査を実施した上で、ヒアリングを実施した結果、

地域の課題は、病床機能分化の推進、在宅医療支援拠点の整備、在宅歯科診療の推

進、圏域の診療機能を維持するための医師やスタッフの不足などであり、これら諸

課題を解決するため、次の事業を実施する。 

    介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支

援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備を行うとともに、特

養多床室のプライバシー保護のための改修を行う。 

【定量的な目標値】 

  ・地域密着型特別養護老人ホーム  370 床（ 14 カ所） →   515 床（ 19 カ所） 

  ・認知症高齢者グループホーム  2,351 床（143 カ所） → 2,459 床（149 カ所） 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所  489 床（ 62 カ所） →   503 床（ 64 カ所） 

  ・特別養護老人ホーム(定員 30 人以上） 2,070 床(34 カ所) → 2,076 床（34 カ所） 

  ・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 （整備数）66 床（３カ所） 

 【実施事業】 

   ＜医療分＞・病床機能分化連携基盤整備事業（施設整備）（圏域事業） 

・病床機能分化連携基盤整備事業（医師派遣）（圏域事業） 
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・在宅歯科医療連携室整備事業（全県事業） 

        ・看護師等養成所運営費補助金（全県事業） 

・小児救急電話相談事業（全県事業） 

   ＜介護分＞・地域密着型特別養護老人ホーム 

        ・認知症高齢者グループホーム 

        ・小規模多機能型居宅介護事業所 

        ・特別養護老人ホーム(定員30人以上） 

        ・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 

２）計画期間 

＜医療分＞平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

＜介護分＞平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

 

□松山圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

【定量的な目標値】（病床数は平成 29 年７月１日時点） 

高度急性期  １，０１８床（目標との差 ２３７床不足） 

急性期    ４，０３０床（目標との差 ２，０３５床超過） 

回復期    １，２００床（目標との差 ８６７床不足） 

慢性期    ２，４０１床（目標との差 １，０１５床超過） 

② 居宅等における医療の提供 

在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科診療の実施及び普及促進により、在宅医療

の充実を図った。 

③ 介護施設等の整備 

  地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設の整備が進んでい

る。 

  ・地域密着型特別養護老人ホーム 370床(14カ所)→515床(19カ所) 

  ・認知症高齢者グループホーム  2,351床(143カ所)→2,459床(149カ所) 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所  489床(62カ所)→503床(64カ所) 

  ・特別養護老人ホーム(定員 30人以上）  2,070床(34カ所)→2,076床(34カ所) 

  ・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 (整備数)66床(３カ所) 

④ 医療従事者の確保  

小児救急医療電話相談事業により、小児救急医療に係る医療機関の負担が軽減さ

れた。また、看護師養成所運営費補助金により、看護師養成所の学生に対する教育

環境改善に寄与した。 

 

２）見解 

医療分について、当年度に病床機能転換を伴った施設整備を行ったことにより、同
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地域の地域医療構想を踏まえた病床機能分化を進めることができた。 

また、本県では、救急を担う医師や看護師等の医療人材不足の中、今ある医療人材

を有効活用しながら、急性期を担う病院が安心して高度急性期への病床転換が行える

環境整備をするため、病床転換が可能と思われる医療機関を中心に医師派遣や地域連

携等により地域や診療科にみられる医療人材の偏在の調整を行っており、この事業の

実施により、当圏域内の病床機能が維持可能となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域に密着した小規模型

の特別養護老人ホーム（５カ所145床）、認知症高齢者グループホーム（６カ所108

床）、特別養護老人ホーム（０カ所６床）、既存の多床室のプライバシー保護のため

の改修（３カ所66床）の整備が進んでいる。小規模多機能型居宅介護事業所は、他年

度の基金計画に変更の上、整備を行った。 

 

３）改善の方向性 

   医療分について、同地域の地域医療構想を踏まえた病床機能分化をさらに進めるた

め、各事業を継続して実施する必要がある。 

   介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性

がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■八幡浜・大洲圏域 

１）八幡浜・大洲圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    医療分について、八幡浜・大洲圏域では、保健所が調整役となり、各市町、郡市

医師会、医療機関に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結

果、地域の課題は、病床機能分化の推進、地域の実情に沿った病床機能の連携等や

在宅医療支援拠点の整備、圏域の診療機能を維持するための医師やスタッフの不足

などであり、これら諸課題を解決するため、次の事業を実施する。 

    介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支

援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム   87 床（３カ所） → 174 床（６カ所） 

  ・認知症高齢者グループホーム   737 床（45 カ所） → 773 床（47 カ所） 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(０カ所)→利用者数 24 人/月(１カ所） 

 【実施事業】 

＜医療分＞・病床機能分化連携基盤整備事業（医師派遣）（圏域事業） 
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・在宅歯科医療連携室整備事業（全県事業） 

・看護師等養成所運営費補助金（全県事業） 

・小児救急電話相談事業（全県事業） 

＜介護分＞・地域密着型特別養護老人ホーム 

・認知症高齢者グループホーム 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 

２）計画期間 

＜医療分＞平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

＜介護分＞平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

 

□八幡浜・大洲圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

【定量的な目標値】（病床数は平成 29年７月１日時点） 

     高度急性期   ０床（目標との差 ５９床不足） 

     急性期     １，００３床（目標との差 ５１７床超過） 

     回復期     ２３５床（目標との差 ４５８床不足） 

慢性期     ５２４床（目標との差 ８１床超過） 

② 居宅等における医療の提供 

在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科診療の実施及び普及促進により、在宅医療

の充実を図った。 

③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型施設の整備が一定程度進んでい

る。 

・地域密着型特別養護老人ホーム  87床（3カ所）→ 174床（6カ所） 

   ・認知症高齢者グループホーム  737床（45カ所）→ 773床（47カ所） 

   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (0カ所)→利用者数 24人/月(1カ所） 

④ 医療従事者の確保  

小児救急医療電話相談事業により、小児救急医療に係る医療機関の負担が軽減さ

れた。また、看護師養成所運営費補助金により、看護師養成所の学生に対する教育

環境改善に寄与した。 

 

２）見解 

医療分について、本県では、救急を担う医師や看護師等の医療人材不足の中、今あ

る医療人材を有効活用しながら、急性期を担う病院が安心して高度急性期への病床転

換が行える環境整備をするため、病床転換が可能と思われる医療機関を中心に医師派

遣や地域連携等により地域や診療科にみられる医療人材の偏在の調整を行っており、



14 

 

この事業の実施により、当圏域内の病床機能が維持可能となっている。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域に密着した小規模型

の特別養護老人ホーム（３カ所 87床）、認知症高齢者グループホーム（２カ所 36床）、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（１カ所 24 人/月）の整備を行うなど計画

が進んでいる。 

 

３）改善の方向性 

   医療分について、圏域内で病床転換が行える環境を整備するため、新たな医療人材

を育てる事業を行いながら、医師派遣や地域連携等により地域や診療科にみられる医

療人材の偏在の調整し、同地域の地域医療構想を踏まえたバランスの取れた医療提供

体制の整備に向けて、今後も圏域内の施設間で引き続き協議し、事業を継続して実施

する必要がある。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性

がある。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇和島圏域 

１）宇和島圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    医療分について、宇和島圏域では、地元保健所が調整役となり、各市町、郡市医

師会、医療機関等に要望調査を実施した上で、ヒアリング及び検討会を実施した結

果、地域の課題は、小児・周産期医療に係る医師不足、在宅医療に係る人材不足、

救急医療等に係る医師やスタッフ不足などであり、これら諸問題を解決するため、

次の事業を実施する。 

    介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備を行うととも

に、特養多床室のプライバシー保護のための改修を行う。 

【定量的な目標値】 

  ・認知症高齢者グループホーム 360床（ 23カ所） → 387床（ 25カ所） 

※うち９床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上。 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (０カ所)→利用者数 15人/月(１カ所） 

  ・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修（整備数）40床（１カ所） 

 【実施事業】 

＜医療分＞・地域医療体制確保医師派遣事業（全県事業） 

・在宅歯科医療連携室整備事業（全県事業） 
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・看護師等養成所運営費補助金（全県事業） 

＜介護分＞・小児救急電話相談事業（全県事業） 

・認知症高齢者グループホーム 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 

 

２）計画期間 

＜医療分＞平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

＜介護分＞平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

 

□宇和島圏域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

  【定量的な目標値】（病床数は平成 29年７月１日時点） 

     高度急性期     ３０床（目標との差 ９０床不足） 

     急性期    １，０８２床（目標との差 ６６４床超過） 

     回復期      １６８床（目標との差 ２８６床不足） 

慢性期      ５６４床（目標との差 ２５９床超過） 

② 居宅等における医療の提供 

在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科診療の実施及び普及促進により、在宅医

療の充実を図った。 

③ 介護施設等の整備 

・認知症高齢者グループホーム 360床（ 23カ所）→ 387床（ 25カ所） 

※うち９床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(０カ所)→利用者数 15人/月(１カ所） 

・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 （整備数）40床（１カ所） 

④ 医療従事者の確保  

小児救急医療電話相談事業により、小児救急医療に係る医療機関の負担が軽減さ

れた。また、看護師養成所運営費補助金により、看護師養成所の学生に対する教育

環境改善に寄与した。 

 

２）見解 

   医療分について、本県では、救急を担う医師や看護師等の医療人材不足の中、今あ

る医療人材を有効活用しながら、急性期を担う病院が安心して高度急性期への病床転

換が行える環境整備をするため、病床転換が可能と思われる医療機関を中心に医師派

遣や地域連携等により地域や診療科にみられる医療人材の偏在の調整を行っており、

この事業の実施により、当圏域内の病床機能が維持可能となっている。 

   介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホ
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ーム（２カ所 27床）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（１カ所 15人/月）、

既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修（１カ所 40 床）の整備を行うな

ど計画が進んでいる。小規模多機能型居宅介護事業所についても、多年度の基金計画

に変更の上、整備を行った。 

 

３）改善の方向性 

医療分について、圏域内で病床転換が行える環境を整備するため、新たな医療人材

を育てる事業を行いながら、医師派遣や地域連携等により地域や診療科にみられる医

療人材の偏在の調整し、同地域の地域医療構想を踏まえたバランスの取れた医療提供

体制の整備に向けて、今後も圏域内の施設間で引き続き協議し、事業を継続して実施

する必要がある。 

介護分について、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き、介護保険事業

支援計画等において予定している地域密着型サービス施設の整備に取り組む必要性が

ある。地域のニーズを踏まえて再検討し、目標の見直しを実施する。 

 

４）目標の継続状況 

   ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３－１．事業の実施状況(医療分) 

平成27年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の

実施状況を記載。 

事業の区分 
１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業（病床の機能分化・連携） 

事業名 
【27年度】No.1 

病床機能分化連携基盤整備事業 

【総事業費】 

1,557,213千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 医療機関、県医師会等 

事業の期間 
平成２７年４月１日～平成３７年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医療機関等が行う病床の転換等を伴う施設・整備事業等に対して補

助を行い、病床の機能分化・連携を推進する。 

アウトカム指標 高度急性期病床の機能強化を行った病院数：１、

急性期病床の機能強化を行った病院数：２、回復期病床の機能強化

を行った病院数：４ 

事業の内容 

（当初計画） 

○病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備       ５箇所 

○病床の機能分化・連携に関する事業          ４箇所 

○ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの基盤整備 等 ２箇所 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

高度急性期、急性期及び回復期病床を機能強化し、将来転換を促進

する施設・設備整備数（７機関） 

アウトプット指標 

（達成値） 

高度急性期、急性期及び回復期病床を機能強化し、将来転換を促進

する施設・設備整備数（３機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 確認できた 
高度急性期病床の機能強化を行った病院数：０、急性期病床の機能強
化を行った病院数：０、回復期病床の機能強化を行った病院数：３ 

（１） 事業の有効性 

回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟などへの病床

機能の転換など、地域包括ケアシステム構築に向けた機能分化が図

られた。 

（２）事業の効率性 

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域

において総合的に確保できるように病床の機能分化が促されること

が期待できる。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業(在宅医療・介護サービスの充実) 

事業名 
【27年度】No.7 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費】 

128,844千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 県歯科医師会等 

事業の期間 
平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者の口腔ケアの推進を図るため、医療・介護との連携窓口、在宅

歯科診療や口腔ケア指導などを行う歯科診療所等の紹介、在宅歯科

診療希望者の受付等を行う連携室の運営について補助する。 

アウトカム指標：在宅での歯科治療件数の増加 

訪問歯科診療件数の増加（H28:41,582件→H30:43,661件(５％増)） 

事業の内容 

（当初計画） 

・各連携機関との調整窓口 

・在宅歯科医療希望者等の相談窓口 

・在宅歯科医療や口腔ケア指導等の実施歯科診療者等の紹介 

・居宅患者に対する歯科診療者の派遣 

・離島・無歯科医地区に対する口腔ケア対策事業 

・在宅歯科医療に関する広報・啓発 

・歯科医師及び歯科衛生士に対する研修 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
連携室による相談対応件数の増加 H29：2,590件→H30：3,034件 

アウトプット指標

（達成値） 
連携室による相談対応件数の増加 H29：2,590件→H30：1,403件 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 確認できた 

在宅での歯科治療件数の増加、訪問歯科診療件数の増加 

（H29:43,115件→H30実績:50,445件(17％増)） 

（１）事業の有効性 

相談件数は事業開始後一定期間経過したことから、当初の目標値

を達成できなかったが、歯科医院への直接依頼が増えており、在宅歯

科医療が浸透した結果ととれる。今後も医療・介護と連携し、通院困

難な高齢者、要介護者等への在宅歯科医療の利用普及に勤める。 

（２）事業の効率性 

連携室を既存の歯科医院内に設置することにより、スムーズに窓

口業務や機器の管理を行うことができた。 

備考  
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事業の区分 
１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業（病床の機能分化・連携） 

事業名 

【27年度】No.10 

病床機能分化連携基盤整備事業 

（地域医療体制確保医師派遣事業） 

【総事業費】 

90,214千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 郡市医師会、県医師会、愛媛大学医学部 

事業の期間 
平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

病床の機能分化・連携や在宅医療・介護の推進に対応するため、各圏域の

医療機関等が協力し、医師を派遣する体制を構築する。 

アウトカム指標： 

・支援を受け体制を確保できた医療機関数（目標：25機関） 

・退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した患者数の割合（病床機能

報告制度）（H29:78.5％→H30:78.7％） 

事業の内容 

（当初計画） 

協力医療機関から要支援医療機関に医師を派遣し、協力医療機関に対して

医師派遣調整金を支給する（12千円／時間）。 

【協力医療機関】 

・２人体制の開業医など、診療日等によっては医師の派遣が可能な医療機関  

【要支援医療機関】 

・医師不足等により診療日等によっては医師の派遣を必要とする医療機関 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

・協力医療機関から要支援機関に派遣された医師の診療時間（10,000時間

以上） 

・地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（１圏域） 

アウトプット指標 

（達成値） 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師の診療時間（H30 実績：

8,451時間） 

○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（H30実績：１圏域） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 一部確認できた 

・支援を受け体制を確保できた医療機関数→（H30実績：21機関） 

・退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した患者数の割合（病床機能

報告制度）→確認できた（H29:78.5％→H30:78.7％） 

（１）事業の有効性 

 転換可能な病院に対し、高度急性期への病床転換を促進させるため、地

域連携により現状の人材を活用しながら、医師偏在を調整することが必要。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想に即した機能分化や連携推進を図るため、潜在的に転換可能

な病院に対する医師派遣と並行し、救急医療体制の充実のため、「t-PA ホ

ットライン」や「急性冠症候群(ASC)ネットワーク」の体制を取り入れ、実

績が上がっている。 

備考  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業(医療従事者等の確保・養成) 

事業名 
【27年度】No.21 

看護師等養成所運営費補助金 

【総事業費】 

174,591千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 看護専門学校等 

事業の期間 
平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

看護師等養成所の運営費を補助することにより、教育内容の充実を

図る。 

アウトカム指標：卒業者に占める県内就業率の増加（H29:75.1％→

H30:75.5％） 

事業の内容 

（当初計画） 

看護師等養成所の運営に必要な次の経費を支援。 

・教員経費 

・事務職員経費 

・生徒経費 

・研修経費 等 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 
補助施設数（８カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 
補助施設数（H30実績：８カ所） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 → 確認できた 

卒業者に占める県内就業率の増加（H30実績:73.1％） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、当該養成所における質の高い看護教育の提

供が行えたと考える。 

（２）事業の効率性 

看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所の運

営に対する補助を行うことが、より質の高い看護教育の提供に繋が

り、県内における看護職員の新規確保及び質の高い医療の提供が行

える。 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【27年度】No.22 

小児救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

42,914千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

小児医療に携わる医療機関及び医師の負担軽減等を図るとともに、

小児の急な病気や怪我等に関する保護者の育児不安を緩和する。 

アウトカム指標：年間電話相談件数（10,000件） 

事業の内容 

（当初計画） 

小児の急な病気やケガに関する保護者の相談に対し、医師、看護師が

電話相談に応じる。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 
電話相談者満足度（目標：100％） 

アウトプット指標

（達成値） 
電話相談者満足度（H30実績：99.6％） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：年間電話相談件数 

→ 確認できた（H30実績：13,162件） 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により、愛媛県の全域において、保護者の育児不安の

緩和を図るとともに、症状に応じた適切な受診を促すことにより、患

者・医療機関の負担軽減が図られたと考える。 

（２）事業の効率性 

本事業は、民間サービス業者に委託して実施している。 

その他  
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３－２－１．事業の実施状況(介護分・施設整備) 

平成27年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度計画終了時における施設整

備事業の実施状況を記載。 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】 

介護基盤整備事業 

介護施設開設準備経費助成事業 

【総事業費】 

2,517,320 

千円 

事業の対象となる区域 新居浜・西条圏域、今治圏域、松山圏域、八幡浜・大洲圏域、

宇和島圏域 

事業の実施主体 民間事業者 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせる社会づくりを推進す

る。 

アウトカム指標：  

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １７，８００人 

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援

を行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対

して支援を行う。 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム      261床（11

カ所） 

認知症高齢者グループホーム        279床

（16カ所） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  39人/月（２カ所） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サー

ビス施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に

応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム  

921床(33カ所)→ 1,182床(42カ所) 

・認知症高齢者グループホーム  

4,887床(296カ所) → 5,166床(312カ所) 

    ※うち９床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  
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利用者数 34人/月（３カ所） → 73人/月（５カ所） 

・特別養護老人ホーム（定員 30人以上） 

6,126床（105カ所） → 6,132床（105カ所） 

・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 

（整備数）106床（４カ所） 

アウトプット指標（達成

値） 

 地域密着型サービス施設等の整備及び特養多床室のプラ

イバシー保護のための改修が進んでいる。 

・地域密着型特別養護老人ホーム  

921床(33カ所)→ 1,182床(42カ所) 

・認知症高齢者グループホーム  

4,887床(296カ所) → 5,166床(312カ所) 

    ※うち９床（１カ所）はＨ28年度計画にも計上。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  

利用者数 34人/月（３カ所） → 73人/月（５カ所） 

・特別養護老人ホーム（定員 30人以上） 

6,126床（105カ所） → 6,132床（105カ所） 

・既設の特養多床室のプライバシー保護のための改修 

 （整備数）106床（４カ所） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １７，８００人 

  指標：１７，１５９人から６４１人増加した。 

（１）事業の有効性 

  介護保険制度の保険者である市町が、日常生活圏域の

ニーズ等を踏まえて策定した計画に基づき必要とする施

設・設備の不足を補うものであり、地域包括ケアシステム

の構築に向けて、大いに効果が期待できるものである。 

（２）事業の効率性 

  地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要とされる

施設・設備整備に取り組む介護事業者に対し、市町を通じ

て補助することにより、最小限の財政支援で効果的な施

設・設備整備を行っている。 

その他  
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３－２－２．事業の実施状況(介護分・人材確保) 

平成27年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度計画終了時における人材確

保事業の実施状況を記載。 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.1】 

 福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置等） 

【総事業費】 

4,828千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

増加する福祉・介護人材の需要に対して、効果的な人材確保

対策を実施するため、関係機関の連携体制を構築し、既存事
業の改善及び新規事業の検討を行う。 

アウトカム指標：既存事業の改善状況及び新規事業の実施
状況 

事業の内容（当初計画） 県社会福祉協議会を中心として、行政関係者、有識者、種別
協議会、事業所、その他関係機関における検討会議を設置、
介護現場で必要とされる人材確保について計画的な取組強
化を検討、実現するため連携等に取り組むほか、福祉人材セ
ンターにコーディネーターを配置し、介護等人材に係る分
析データを関係機関等に提供し関係機関が連携し検討を進
める。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

協議会の開催回数：２回 

アウトプット指標（達成

値） 

協議会の開催回数：２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：既存事業の改善状
況及び新規事業の実施状況 
事業の改善に努め、28 年度は以下のとおり新規事業を実施
した。 
・中高生向けの冊子の介護の魅力を伝える冊子の作成 
・冊子を活用した出前授業の実施 

（１）事業の有効性 
有識者、種別協議会、事業所、関係機関等が顔の見え

る関係を築き、連携が促進されたことで、県内の福祉・

介護人材確保について各方面で抱える問題を共有し、必
要な取組みや改善点について検討することができた。 

（２）事業の効率性 
議題に応じた出席者の入れ替えや議題についての事

前の聴取などを行い、効率的に会議を実施している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕

事魅力発信事業） 

【総事業費】 

5,760千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、福祉・介護業界の魅
力発信、イメージ向上を図り、将来の人材確保につなげる。 
アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計画） 介護等の仕事の魅力を発信するセミナーやブースなど様々
なコーナーで介護の魅力を発見してもらう事業を実施す
る。 
また、中高生に職業として介護職の重要性や魅力について
理解を促進するためのＤＶＤを作成し、コーディネーター
が各学校訪問の上発信を促進するほか、介護職に係るポジ
ティブなイメージを、各種広報を通じて発信するなど人材
確保に向けた取組姿勢を示し啓発に努める。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

セミナー参加：事業所８０ヶ所、参加者４００名 
ＤＶＤ製作及び配布：５００部 

アウトプット指標（達成

値） 

セミナー参加：事業所１２ヶ所、参加者約７０名 
ＤＶＤ製作及び配布：５００部 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：－  
（１）事業の有効性 

マスメディアを活用した広報、教材用ＤＶＤの製作、
セミナーの開催を通じて、福祉・介護分野の仕事の魅力
を発信することで、福祉・介護分野に関心を持っていな
かった県民の目や耳に触れる機会が増えている。 

（２）事業の効率性 
福祉・介護分野の現場で働く方の声を伝える広報等の

内容としたことで、福祉・介護分野の仕事における最も
伝えたい魅力を適切に周知することができた。 

その他 開催地域、見学・体験先施設、開催時間、体験・見学のプ
ログラムを見直し、参加しやすい内容に改善する。 
また、福祉人材センター登録者、キャリア支援相談員への

相談者及び社人者研修参加者、高等学校等に対する周知は
引き続き徹底して実施する。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.3】 

 介護の仕事魅力発信事業（介護現場から

の発信） 

【総事業費】 

3,820千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県老人福祉施設協議会 

事業の期間 平成 27年 8月 17日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

増加を続ける介護サービス需要に対応するため、介護サー

ビスを担う次世代の人材の確保を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計画） 介護の日に合わせ、介護関係団体が連携して啓発活動やイ

ベントを開催するほか、県内の小中学校・高校の生徒等に地

域介護等に関する巡回型体験教室を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○介護の日啓発イベント：３地区 850人参加 

○巡回型介護教室：対象 50人×10回 

アウトプット指標（達成

値） 

○介護の日啓発イベント：２地区約 650人参加 

○巡回型介護教室：５回開催、792人参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

（１）事業の有効性 

介護の日（11/11）に合わせ、県内の老人福祉施設、

関係団体、地域住民等が連携して啓発イベント等を実施

したほか、中学・高等学校において地域介護の紹介や福

祉用具等の体験教室を実施したことにより、地域住民等

に対する理解促進や、将来の介護人材の発掘・育成を図

ることができた。 

（２）事業の効率性 

関係団体が緊密に連携して実施したことにより、広報

などを効率的に展開することができ、幅広い年齢層に対

し、介護の仕事の魅力を発信できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕

事魅力発見事業） 

【総事業費】 

1,802千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、事前の理解不足によ

る早期離職の防止や福祉・介護分野を将来の選択肢として

考える若年層の増加を図る。 

アウトカム指標：福祉・介護への入職希望者 

事業の内容（当初計画） 中高生やその保護者、教員等を対象として、介護事業所等

を見学・介護を体験するバスツアーを実施する。 

また、福祉人材センターの求職登録者や地域の潜在的な介

護の担い手である主婦層、第２の人生のスタートを控えた

中高年齢層を対象に、介護事業所等の職場体験を実施し、正

しい理解に基づく就職を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

バスツアー参加者：３ヶ所×３０人 

職場体験参加者：５０人×３回＝１５０人 

アウトプット指標（達成

値） 

バスツアー参加者：計２５人 

職場体験参加者：２３人×３日＝６９人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・バスツアー参加者に対するアンケートにおいて、将来福

祉、介護分野に入職したいと思う方が約９２％ 

・職場体験参加者の内、２名が職場体験事業所に就職 

※学校への進学のため等で時間をおいての就職となる者

がいるため、次年度以降も事業を継続する場合はバスツア

ーと同様のアンケートを実施予定 

（１）事業の有効性 

福祉・介護分野に関心を持っている県民への職場体験

を実施することで、参加者が福祉・介護分野への興味を

深め、事業所等への入職につながった。 

また、入職前に職場に対する正しい認識を持つこと

が、入職直後のギャップによる離職を防ぐ一助になって

いると思われる。 

（２）事業の効率性 
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広く募集を行うのみでなく、他の事業等で把握した求

職中の者にも情報提供等の働きかけを行うことで、効率

的に参加者及び入職者を確保している。 

その他 職場体験事業については、福祉人材センター登録者やキ

ャリア支援専門員への相談者、初任者研修参加者に対する

周知を徹底する。バスツアーについては、家庭科・福祉系の

教員への周知及び学校訪問時の周知を行う。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5】 

 介護雇用プログラム推進事業 

【総事業費】 

128,523千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（人材派遣会社） 

事業の期間 平成 27年 8月 18日～令和 3年 3月 31日 

☑継続 ／□終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護に関して一定の知識等を有し、即戦力となる介護人材
の確保を図る。 

アウトカム指標：介護職員初任者研修の修了者数 

事業の内容（当初計画） 求職活動を行っている者を対象に介護雇用プログラムに参

加する人を雇用し、介護事業所等へ紹介予定派遣を行い、参
加者が働きながら介護職員初任者研修を受講できるよう支
援するとともに、派遣終了後にも継続して派遣先で就業で
きるよう促す。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○派遣人数(Ｈ27)：30人 
○派遣人数(Ｈ28)：40人 
○派遣人数(Ｈ29)：40人 
〇派遣人数(Ｈ30)：40人 

アウトプット指標（達成

値） 

○派遣人数(Ｈ27)：36人 
○派遣人数(Ｈ28)：44人 
○派遣人数(Ｈ29)：47人 
〇派遣人数(Ｈ30)：45人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

○介護職員初任者研修修了者数：141人（H27：27人、H28：
38人、H29：37人、H30：39人） 
○派遣期間終了後、直接雇用となった人数：117人（H27:23
人、H28：31人、H29：27人、H30：29人） 

（１）事業の有効性 
介護資格を有する人材を一定数育成し、かつ就業に結

びつけたことにより、質の高い人材の不足に悩む介護事

業所にとって、即効性のある有効な対策となった。 
（２）事業の効率性 

介護施設への派遣に当たっては、派遣者の適性を十分
に見極めるとともに、派遣先施設との雇用条件等のすり
合わせを綿密に行ったことなどから、派遣期間終了後に

直接雇用につながった方が多かった。 

その他 本事業終了後、介護事業所に就業した者が、一定期間経過後
も継続して就労しているかどうか等、Ｈ28 年度に実態調査
を行った。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材

マッチング事業） 

【総事業費】 

10,184千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、求職者と求人事業所
の相互の情報不足のために就業に至らない状態を解消す
る。 

アウトカム指標：福祉人材センターを通じた就職者 

事業の内容（当初計画） 県内７か所のハローワークなどにキャリア支援専門員を派
遣し、出張相談を行うほか、各事業所を戸別訪問し、迅速か
つ適切な求人求職支援を行い、ハローワークとの連携を深
め、各地域における介護人材確保につなげる。 
また、関係機関との事業連携を強化するために、福祉人材セ
ンター内にコーディネーターを配置する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：１ヶ所あたり４５回 

アウトプット指標（達成

値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：１ヶ所あたり約４６回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：福祉人材センター
を通じた就職者数６５名（27年度実績） 

（１）事業の有効性 
ハローワークに訪れる求職者に対して、福祉・介護分

野の職業を紹介し、具体的な職場へのマッチングを行う
ことで、他分野への流出を防ぎ、求職者に適した環境を
提示することができている。 
また、事業所等に対しても、相談を行い、求人活動及

び職場環境の改善を行い、入職や定着の支援を行ってい
る。 

（２）事業の効率性 
訪問者が多く相談がメインの時間帯と訪問者が少な

い時間帯を分析し、訪問者が少ない時間帯には地域の事

業所へ訪問を行い、求人の働きかけや、当事業の紹介を
行う等効率的に実施している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7】 

 介護支援専門員養成研修等事業 

【総事業費】 

2,366千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護保険制度の要である介護支援専門員の養成及び資質向

上は必要不可欠である。 

アウトカム指標：介護支援専門員実務研修における達成度

（修了評価）：５段階評価で平均３．０以上 

事業の内容（当初計画） ○介護支援専門員指導者検討会 

 介護支援専門員を対象とした法定研修（実務従事者基礎

研修、専門（更新）研修、実務研修、再研修、主任研修）

の実施方法、指導方針の協議を行い、研修の質の向上を図

る。 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の主任介

護支援専門員を対象とした研修・演習を行い、県内各地域に

おける主任介護支援専門員のリーダーを養成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：３回 

○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 

開催回数：１０回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修３回、地域別研修４回 

アウトプット指標（達成

値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：３回 

○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 

開催回数：１０回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修２回 

地域別研修（県内７地域で各５～９回実施） 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護支援専門員実

務研修における達成度（修了評価）：５段階評価で平均 4.0 

（１）事業の有効性 

平成 28 年度からの介護支援専門員の法定研修に係る

新カリキュラムに対応するため指導者検討会や研修向

上委員会等を開催し、研修の実施方法や指導方針、研修

資料の作成等を検討した。 

地域において介護支援専門員を指導・助言する立場に

ある主任介護支援専門員に対してリーダー研修を行う

ことにより、介護支援専門員全体のレベルアップにつな

がる。 

（２）事業の効率性 

リーダー研修を全体と地域別に開催することにより、

介護支援専門員の全体的な資質向上と地域ごとの適切

な課題対応につながる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

 介護職員等たん吸引等研修事業 

【総事業費】 

7,286千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療的行為である喀痰吸引等に関して一定の知識等を有

し、即戦力となる介護人材の確保を図る。 

アウトカム指標：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等

の介護職員を 88名養成 

事業の内容（当初計画） 介護保険施設等において、必要な医療的ケアをより安全に

提供するため、適切に喀痰吸引等を行うことができる介護

職員等を養成することを目的として、標記研修事業を実施

し、もって介護職員のキャリアアップを図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

喀痰吸引等研修の実施 

アウトプット指標（達成

値） 

喀痰吸引等研修の実施（平成２７年８月～２８年１月） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設等の介護職員を 88名養成 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により介護職員等による痰吸引等の実

施が可能となり、地域における介護人材の確保及び質の

向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

愛媛県立医療技術大学と連携のうえ適切な研修体制

を構築することにより、効率的かつ効果的に研修事業を

実施できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

 口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事

業 

【総事業費】 

10,063千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 平成 27年 7月 16日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療・介護の推進、介護従事者の確保・資質の向上等、

「効率的かつ質の高い介護サービス提供体制の構築」を図

る。 

アウトカム指標：口腔ケアに関して専門知識を有する介護

人材の確保 

事業の内容（当初計画） 歯科医師又は歯科衛生士が介護施設等を訪問し、介護職員

に対する口腔ケアを行うほか、多職種との連携研修や「口か

ら食べたい」をテーマにした講演会・シンポジウムを行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 5地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：7地区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：1地区 

アウトプット指標（達成

値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 3地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：3地区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：1地区 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：訪問研修の受講者

1,459人 

（１）事業の有効性 

歯科医師や歯科衛生士が、県内の介護事業所を訪問し

て、介護職員に対して口腔ケアの手法等を研修するな

ど、介護職種に対する質の向上に繋がったほか、「口か

ら食べたい」をテーマに口腔ケアに関する先進知見等を

披露する講演会及シンポジウムを開催したことにより、

摂食・嚥下障害への対処に悩む介護関係者にとって有効

であった。 

（２）事業の効率性 

積極的に介護事業所を訪問して口腔ケア研修を実施

した地区が、そのノウハウを他の区域に発信したため、

情報を共有化することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

 介護職員の資質向上研修事業 

【総事業費】 

692千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 27年 7月 21日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の資質向上、効率的かつ質の高い介護サービス

提供体制の構築を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計画） 県地域密着型サービス協会に属する介護職員等を対象に、

介護現場で必要とされる知識や技能習得の研修を各地区で

開催するほか、介護職員に必要な倫理観を考える機会や各

事業所の取組について情報交換を行うための合同研修会を

開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ブロック研修会：17回開催、910人参加 

○合同研修会：1回開催、100人参加 

アウトプット指標（達成

値） 

○ブロック研修会：17回開催、965人参加 

○合同研修会：1回開催、132人参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：－ 

（１）事業の有効性 

県内３地区でブロック研修会を複数回開催したこと

により、介護現場で必要な知識や技能等の習得に取り組

めたほか、合同研修会では、介護に関する講演とともに

新たな事案に積極的に取り組んだ事業所を表彰し、各事

業所職員のモチベーション向上の一助となった。 

また、研修終了後にはアンケート調査を実施し、効果

測定を行った。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに講師との調整など研修の準備を

行ったことから、定期的に多彩な内容の研修を開催する

ことができ、また広く周知したことから、多くの職員の

参加が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

 新人介護職員向け研修支援事業 

【総事業費】 

274千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県老人保健施設協議会 

事業の期間 平成 27年 7月 17日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の確保・資質向上等、「効率的かつ質の高い介護

サービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：新人職員 50人が参加 

事業の内容（当初計画） 老人保健施設の新人介護職員を対象に、職員として必要な

知識や技能の習得・向上を図るとともに、介護の魅力を感じ

てもらうため、新人職員にとって有益と考えられる研修会

に参加する経費の一部を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○県内外の８研修の参加経費を支援 

 

アウトプット指標（達成

値） 

○県内外の７研修の参加経費を支援 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 新人職員 33 人が

参加 

（１）事業の有効性 

介護現場に不慣れな新人介護職員が、県内外で開催す

る研修へ参加しやすい環境を整えるため、研修経費の一

部を助成して参加を促したことから、職員として必要な

知識や技能等の習得に取り組めた。 

（２）事業の効率性 

事務局が中心となって事業周知に努めたことから、会

員内で一定の周知の広がりをつくることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 

 中堅職員キャリアアップ研修事業 

【総事業費】 

1,081千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県老人保健施設協議会 

事業の期間 平成 27年 7月 17日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療・介護の推進、介護従事者の確保・資質向上等、「効

率的かつ質の高い介護サービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計画） 老人保健施設の中堅職員を対象に、介護の技術力の向上の

ほか、チームリーダーとして必要なマネジメント能力や認

知症ケア、サービス提供責任者として必要な知識等に関す

る研修会を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○中堅職員向け研修を８回開催、525人が参加 

 

アウトプット指標（達成

値） 

○中堅職員向け研修を８回開催、497人が参加 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：－ 

 

（１）事業の有効性 

中堅職員を対象に専門的で質の高い研修を複数回開

催したことにより、各事業所のチームリーダーとして必

要な技能習得やマネジメント能力の向上に有効であっ

た。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに団体内事業所や講師との調整な

ど研修の準備を行ったことから、多様な内容の研修を開

催することができ、また広く周知したことから、多くの

職員の参加が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 

 地域密着型サービス連携推進事業 

【総事業費】 

349千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 27年 7月 21日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の資質向上等、「効率的かつ質の高い介護サービ

ス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計画） 小規模多機能型居宅介護事業所が、フレキシブルな機能を

持つ居宅サービス拠点として地域の中でその役割を果たし

ていくために、行政機関や地域包括支援センター職員等を

交えた意見交換や情報交換を踏まえたサービスの質の向上

を図るための研修会を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○研修会・意見交換会：4回開催、220人参加 

 

アウトプット指標（達成

値） 

○研修会・意見交換会：4回開催、175人参加 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：－ 

（１）事業の有効性 

地域包括ケアの推進において、「通い」「訪問」「泊ま

り」の機能を有する小規模多機能型居宅介護事業所は、

地域密着型サービスの拠点であることから、自治体関係

者、地域包括支援センターなど関係機関との意見交換や

情報交換等を通じて連携を強化し、サービスの質の向上

を図ることができた。 

また、研修終了後にはアンケート調査を実施し、効果

測定を行った。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに関係機関との調整等の準備を進

めたことから、定期的に研修を開催することができ、ま

た幅広く周知したことから、多くの職員が参加し、連携

強化に努めることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

 認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 

1,462千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の認知症高齢者の増加が見込まれることから、関係団

体等と連携の下、各地域における早期診断・早期対応のため

の体制整備を推進する。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チーム設置数：１市町 

事業の内容（当初計画） 身近なかかりつけ医が適切な認知症診断の知識・技術等を

修得できるための研修及びかかりつけ医への助言その他の

支援を行う認知症サポート医の養成を行うとともに、病院

勤務の医療従事者が認知症ケアについて理解し適切な対応

をできるようにするための研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○認知症サポート医養成研修：５名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：５０名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：２００名 

○病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修：２５０名 

アウトプット指標（達成

値） 

○認知症サポート医養成研修：５名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：３０名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：２３０名 

○病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修：１５０名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症初期集中支

援チーム設置数：１市町 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、愛媛県下の医師に対しては認知

症診断の知識・技術等の習得、病院勤務の医療従事者に

対しては認知症ケアについて理解し適切な対応ができ

る研修を実施し、認知症医療の資質の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

愛媛県医師会と連携して実施したことにより、地域に

おける医療と介護が一体となった認知症の方への支援

体制の構築に向け効果的な実施が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15】 

 認知症介護従事者養成事業 

【総事業費】 

1,007千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症高齢者の増加に伴い、認知症高齢者に対する介護サ

ービスの充実を図るほか、認知症施策推進総合戦略（新オレ

ンジプラン）において、良質な介護を担う人材の確保及び計

画的な養成を行うこととされている。 

アウトカム指標：認知症指導者養成研修修了者（累計） 

２０名 

事業の内容（当初計画） 認知症高齢者に対しては、適切な認知症介護に関する知識・

技術を持って当たることが重要であることから、介護実務

者及びその指導的立場にある者に対する実践的な研修や、

事業所を管理する立場にある者等に対する適切なサービス

の提供に関する知識等の修得のための研修を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：２００名 

○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：５０名 

○認知症対応型サービス事業開設者研修：３０名 

アウトプット指標（達成

値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：１９２名 

○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：５０名 

○認知症対応型サービス事業開設者研修：１３名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症指導者養成

研修修了者（累計）２２名 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、高齢者介護の実務者及びその指

導的な立場にある者に対し、実践的な研修や適切なサー

ビスの提供に関する知識等の習得のための研修を実施

し、認知症ケアに携わる人材・事業所の質の向上が図ら

れた。 

（２）事業の効率性 

介護施設の管理者等である認知症介護指導者養成研

修修了者の協力の下に各研修を実施したことで、より実

践的な研修の展開が可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.16】 

 地域包括ケア人材育成事業 

【総事業費】 

548千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

平成29年４月に完全移行される新しい総合事業への円滑な

実施に向けて、中心的役割を果たす地域包括支援センター

等職員の資質の向上を図る。 

アウトカム指標：総合事業へ移行した市町：４市町 

事業の内容（当初計画） 新しい総合事業を実施するために、地域で必要とされるサ

ービスの創出やそれをコーディネートする人材の養成、さ

らには、中核となる地域包括支援センター等職員を対象と

した研修を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○地域包括ケア実践研修：県下で計３回開催 

○生活支援コーディネーター養成研修：県下で計３回開催 

○対象者：３００名 

アウトプット指標（達成

値） 

○地域包括ケア実践研修：県下で計４回開催 

○生活支援コーディネーター養成研修：県下で計１回開催 

○参加者：４５７名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：総合事業へ移行し

た市町 ４市町 

（１）事業の有効性 

新しい総合事業の移行に関する具体的な内容の研修

を、市町・地域包括支援センター職員等に実施すること

で、制度及び実践について理解を深め、移行に向けて加

速化が図られた。（平成 27年度に４市町移行） 

（２）事業の効率性 

研修の対象者は、市町・地域包括支援センターの職員

に限らず、介護支援専門員等も対象とし、市町の新しい

総合事業に関わるものとの情報提供、情報共有等が効率

的に行われた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】 

 地域包括ケア人材育成等支援事業 

【総事業費】 

2,994千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県立医療技術大学・県 

事業の期間 平成 27年 10月 9日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保等、「効率

的かつ質の高い医療介護サービス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：地域包括ケア人材育成プログラムを県内

20市町へ普及 

事業の内容（当初計画） 医療技術大学が西予市と連携して行う地域包括ケアシステ

ムを担う人材育成プログラムの開発を支援するとともに、

それらを県内に広く普及・活用させる。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○事業推進会議の設置 委員 10名 

○研修プログラムの作成 

アウトプット指標（達成

値） 

○開発会議の設置 委員 11名 

○研修プログラム試案の検討 

○地域包括ケアを考える研修の開催 2回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：西予市で人材育成

プログラムを開発検討 

（１）事業の有効性 

少子高齢化の進行が顕著で、介護人材の確保が深刻な

南予地域において、関係団体・機関が連携して人材育成

プログラムを開発するための会議を設置し、議論を深め

ることができた。また、地域包括ケアシステムを担う介

護・看護職、ケアマネ等を対象に地域包括ケアを考える

研修を開催し、中心的な介護人材への意識付けによる機

運醸成と技能向上を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

南予地域の中心に位置する西予市において、類似の課

題を抱える近隣市町にとっても参考となる介護人材プ

ログラムの開発を行うことで、南予地域から県内全域へ

と横軸での連携、波及が期待される。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18】 

 市民後見推進事業 

【総事業費】 

3,710千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 松山市（松山市社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

成年後見制度の担い手として期待されている市民後見人の

活用が必ずしも十分に進んでいない実態があることから、

市民後見人の育成及び活用をより促進する。 

アウトカム指標：法人成年後見事業支援員の質の確保 

事業の内容（当初計画） 認知症高齢者や単身高齢者の増加に伴い、成年後見制度の

必要性が一層高まっていきていることから、成年後見制度

における後見人となれる人材を確保することを目的に、市

民後見人養成講座を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○市民後見人養成講座：４２時間（２０人） 

○啓発研修会：１回 

○フォローアップ研修：１５時間 

○法人後見事業支援員の登録：９名 

アウトプット指標（達成

値） 

○市民後見人養成講座：１５名参加 

○法人成年事業支援員フォローアップ研修：２回 

○成年後見制度実務者研修：６名参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：法人成年後見事業

支援員の質の確保 

（１）事業の有効性 

市民後見活動に興味を持つ地域住民に対し、市民後見

人としての活動に結びつける研修を実施し、後見等の業

務を適正に行うことができる人材の育成・活用が図られ

た。 

（２）事業の効率性 

社会福祉協議会と連携して実施することで、社会福祉

協議会が受任する法人後見の金銭管理等の実務に移行

できるなど、研修後の活動についても継続して支援する

ことが可能である。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19】 

 新人介護職員職場定着促進事業 

【総事業費】 

8,191千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（介護労働安定センター） 

事業の期間 平成 27年 7月 14日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護分野では、離職者のうち３年未満に辞める方が３分の

２を占めることから、勤務環境の改善等を通じて新人職員

の離職防止・定着促進を図る。 

アウトカム指標：エルダー・メンター制度導入事業所の拡充 

事業の内容（当初計画） 県内 15介護サービス事業所を対象に、エルダー・メンター

制度の導入支援等により、職場内の相談支援体制の充実を

図るとともに、新人職員に対する職業意識向上等に関する

研修や個別面談を行うことにより、職場内環境の改善に努

める。また、事業終了後には、参加事業所の実施報告会を行

い、他事業所へ本取組の普及を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○新人介護職員定着促進プロジェクト講習会：３回 

○マネジメント能力向上研修：15事業所×２回 

○管理者フォローアップ面談：15事業所×２回 

○新人介護職員等研修：15事業所×２回 

○新人介護職員個別面談：15事業所×１回 

○実施報告会：３回 

アウトプット指標（達成

値） 

○新人介護職員定着促進プロジェクト講習会：３回 

○マネジメント能力向上研修：３箇所×２回 

○管理者フォローアップ面談：15事業所×２回 

○新人介護職員等研修：15事業所×２回 

○新人介護職員個別面談：15事業所×１回 

○実施報告会：３回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：15 事業所がエルダ

ー・メンター制度を導入 

（１）事業の有効性 

介護事業所の管理者等を対象に、職場内でのエルダ

ー・メンターの導入支援のための各種取組や面談を行う

と同時に、新人職員を対象にした各種研修や個別面談等

を実施することにより、職員が働きやすい職場環境に改

善することができた。また、実施報告会等を通じ、本事
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業での取組を普及することができた。 

（２）事業の効率性 

選定事業所の訪問面談や研修に当たっては、同じ日に

複数事業所を訪問するよう講師等とのスケジュール調

整を行った結果、短期間で効率的に事業を進めることが

できた。 

その他 職員の離職防止・定着促進は、短期間で成果が現れにくいも

のであることから、27 年度に参加した事業所に対しては引

き続き、相談等のフォローを行う。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.20】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材

定着支援事業） 

【総事業費】 

2,131千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、従事者が安定して働

き続けることができるように、職場環境の向上を図る。 

アウトカム指標：事業所の労務環境の改善や経営基盤の強

化 

事業の内容（当初計画） 社会保険労務士や税理士など専門家をアドバイザーとして

派遣し、労働環境の改善や経営基盤の強化等のため、管理的

専門助言を行い、職場環境の向上への支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

社会保険労務士派遣回数：２０回 

税理士派遣回数：２０回 

アウトプット指標（達成

値） 

社会保険労務士派遣回数：２２回 

税理士派遣回数：１６回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：事業所における労

使間のトラブル等にアドバイスをし、事業所が抱えている

問題の一定の解決につながっている。 

※次年度以降も事業を継続する場合は利用事業所へのアン

ケート等により、事業の成果をさらなる把握に努める 

（１）事業の有効性 

会計、経営基盤、労務管理や人材確保に課題を抱えて

いるが、専門家へ依頼したことが少なく、費用も捻出す

ることができない事業所等に対して専門家を派遣し、専

門的な助言を行うことで職場環境の改善につなげるこ

とができた。 

（２）事業の効率性 

早期に県下全域への周知活動を行い、専門家を必要と

している事業に適切に派遣することができた。また、依

頼を受けて派遣を行う形式であるため、柔軟な派遣を実

施することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.21】 

 介護職員の相談窓口設置事業 

【総事業費】 

424千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 27年 7月 21日～平成 28年 3月 31日 

□継続 ／☑ 終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の離職原因に対応し、介護従事者の確保・勤務環

境の改善等、「効率的かつ質の高い介護サービス提供体制の

構築」を図る。 

アウトカム指標：介護従事者が職場で抱える悩みや疑問等

を相談できるよう、電話受付窓口を設置 

事業の内容（当初計画） 県地域密着型サービス協会事務局内に、電話による相談窓

口（介護職員ホットライン）を設置する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○電話窓口を月２回開設し、応対 

 

アウトプット指標（達成

値） 

○電話窓口を月２回開設し、応対 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：相談窓口を１箇所

設置 

（１）事業の有効性 

電話相談窓口を設置したことで、件数は少ないもの

の、相談者の職種や相談事項、相談日などの分析を行う

ことで、職員の離職防止に向けた対策に有効であった。 

（２）事業の効率性 

介護に関する知識が豊富で、傾聴に優れた産業カウン

セラー等の資格を有する理事が交代で応対することで、

相談しやすい環境を整えることができた。 

その他 27 年度は相談窓口のニーズや相談内容等を把握するために

試験的に実施したが、相談の受け皿として一定の必要性が

感じられたことから、28 年度は団体の独自事業として月１

回開設し、引き続き、職員相談に対応する予定。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.22】 

 介護人材育成事業所認証評価制度等推進

事業（認証制度） 

【総事業費】 

358千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～令和２年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の育成・確保に取り組む介護事業者の取組状況を

求職者等から「見える化」し、介護事業者の意識改革を促す

ため、人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度を

構築する。 

アウトカム指標：介護事業所における介護人材確保 

事業の内容（当初計画） 人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度を実施す

る。初年度は、有識者等により、当該制度に係る認証基準

や評価事業の実施方法等について検討を行い、次年度以

降、毎年、認証評価事業を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認証評価を受ける事業所の増加 

 

アウトプット指標（達成

値） 

実績なし 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：実績なし 

（１）事業の有効性 

実績なし 

（２）事業の効率性 

 実績なし 

その他 27～29 年度において事業実施には至っていないが、今後事

業実施に向け、認証基準や評価事業の実施方法等について

検討を行っていく。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23（介護分）】 

働く家族の介護力強化事業 

【総事業費】 

47,004千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県法人会連合会） 

事業の期間 平成 28年 8月 1日～令和２年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

現役で働く家族（現役の労働者）の既存の普及啓発事業への
参加率は低く、介護に関する情報や支援が届かないことが
課題となっていることから、働く家族向けに特化したセミ
ナー等の開催により、現役世代の介護への理解促進を図る。 

アウトカム指標：セミナーの受講により介護への理解を深
め、介護力を強化した働く家族を 2,900名以上養成する。 
（28 年度 280 名、29 年度 640 名、30 年度 900 名、31 年度

1,080名） 

事業の内容（当初計画） 少子高齢化の進展するなか、介護を社会全体で支えていく
ためには、現役で働く家族（労働者）も家庭や地域の一員と
して介護に関する理解や意識改革が不可欠であることか
ら、働く家族や経営者等に対する介護力強化セミナーの開
催等により、突然介護に直面した場合にも役立つ介護サー
ビス等の具体的情報について周知を強化し、介護への理解
を深めるとともに、将来の地域の貴重な人材（即戦力）とし
て、介護や生活支援の担い手養成を目指す。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○介護力強化セミナーの開催 

＜経営者・人事管理者向け＞13回 
（28～29年度：3回、30年度：4回、31年度：3回） 

＜従業員向け＞24回 
（28・30年度：6回、29年度：9回、31年度：3回） 

  ＜出前セミナー（専門家派遣）＞75回 
（28年度：5回、29～30年度：20回、31年度：30回） 

〇介護力強化シンポジウムの開催 30・31年度：1回 

アウトプット指標（達成

値） 

【平成 28年度実績】 
○介護力強化セミナーの開催 

＜経営者・人事管理者向け＞3回、＜従業員向け＞6回 
＜出前セミナー（専門家派遣）＞10回  計 19回開催 

【平成 29年度実績】 

○介護力強化セミナーの開催 
＜経営者・人事管理者向け＞3回、＜従業員向け＞9回 
＜出前セミナー（専門家派遣）＞21回  計 33回開催 

【平成 30年度実績】 
○介護力強化セミナーの開催 

＜経営者・人事管理者向け＞4回、＜従業員向け＞6回 
＜出前セミナー（専門家派遣）＞25回  計 35回開催 
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〇介護力強化シンポジウムの開催 1回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：セミナーの受講に
より介護への理解を深め、介護力を強化した働く家族 
 ： 496名（平成 28年度実績） 
 ： 924名（平成 29年度実績） 
 ：1,311名（平成 30年度実績）うちシンポジウム 364名 

（１）事業の有効性 
当初計画していた「介護力強化セミナー」に加え、専

門家派遣による企業等での出前セミナーを、県下各地で
開催することができた。30 年度には、第１回介護力強
化シンポジウムを開催し、県外講師による特別講演のほ
か、有識者によるパネルディスカッションにより、介護

への理解を深める第一歩を後押しした。 
 〇受講者：H28計画 280名→実績 496名 
     H29計画 640名→実績 924名 
     H30計画 900名→実績 1,311名 

受講者の満足度は高く（H30受講者アンケートで 91％
が「とても良かった」「良かった」と回答）、95％の受講
者から「介護について理解できた」「まあまあ理解でき
た」との回答を得ていることから、現役世代に特化した
介護力強化セミナーは、介護の理解促進と介護人材のす
そ野の拡大に有効な取り組みであると分析している。ま
た、協議会での検討を経て「介護への備え ガイドブッ
ク～仕事と介護の両立を目指して～」を発行し、好評を
いただいている。 

（２）事業の効率性 
愛媛県在宅介護研修センターとの連携により、介護力

強化セミナーの開催や介護の専門家派遣、広報等を効率
的に実施することができた。 
また、従業員等が介護力を強化するためには、使用者

側の理解と協力が必要であることから、多くの企業等を
束ね、経営者等へ効果的に働きかけを行うことができる
団体へ事業を委託しており、介護の理解促進が離職防止
など経営上のメリットももたらすことを、まず使用者等
へ理解していただくことにより、効率的に企業ぐるみで
の積極的な参加を促している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.24（介護分）】 

地域の介護人材参入・定着促進事業（中高年

齢者対象の入門研修・就労支援事業） 

【総事業費】 

11,060千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28年 7月 25日～令和２年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の確保対策を加速させるため、シニアや子育てを

終えた主婦をはじめとする中高年齢者等、多様な人材を補

助的な介護業務の担い手として新たに育成することによ

り、介護現場の慢性的な人材不足を解消し、コア人材が本来

の専門的業務に専念できるよう、労働環境の改善と介護サ

ービスの質の向上を図る。  

アウトカム指標：補助的な介護業務の担い手として就労し

た介護従事者数 ２０人/年 

事業の内容（当初計画） ボランティアセンター、シルバー人材センター及び福祉人

材センター等との連携強化により、就労意欲のある中高年

齢者等を掘り起し、介護の入門研修や職場体験等の実施に

より円滑な就労の支援を行う。 

併せて求職時には、関係機関との連携により介護事業所と

の効果的なマッチングを図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

入門研修等を受講した中高年齢者数 ６０人/年 

 

アウトプット指標（達成

値） 

入門研修等を受講した中高年齢者数 

【実績】平成２８年度 １８人 

    平成２９年度 １９人 

    平成３０年度 ３９人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

補助的な介護業務の担い手として就労した介護従事者数 

平成２８年度３人、２９年度１人、３０年度１人 

（１）事業の有効性 

多様な人材を補助的な介護業務の担い手として新た

に育成することにより、介護現場の慢性的な人材不足の

解消に資する。また、研修実施施設は、研修を通じて受

講者を見ることができ、受講者は実習を通じて施設での

労働をイメージできる。 
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（２）事業の効率性 

介護施設の職員が講師をすることにより、研修の効率

的な実施や現場に即した研修が可能になる。また、地域

別に研修を実施することにより、県下全域から人材を発

掘することができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.25】 

地域の介護人材参入・定着促進事業（介護員

養成研修受講促進事業） 

【総事業費】 

19,312千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28年 7月 25日～令和２年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の介護事業所が、補助的業務等に従事している初任段
階の介護従事者に、介護職員初任者研修を受講させる人材

育成の取組に助成することにより、介護従事者の資質向上
と離職防止を図る。 

アウトカム指標：介護職員初任者研修を受講させる人材育
成に取り組む事業所数の増 

事業の内容（当初計画） 県内の介護事業所に勤務する介護職員が、介護職員初任者
研修を修了した場合に、当該研修の受講費用を助成する。 
（補助率 2/3、上限 5.5万円／人） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護職員初任者研修受講促進事業助成者数：350名 
（28年度 50名、29～31年度 100名／年） 

アウトプット指標（達成

値） 

介護職員初任者研修受講促進事業助成者数 
【実績】平成２８年度  ４０名 
    平成２９年度 １３０名 

    平成３０年度  ９４名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
介護職員初任者研修を受講させる人材育成に取り組む事業
所数の増 
平成２８年度２７事業所、平成２９年度８１事業所、平成３
０年度６２事業所 

（１）事業の有効性 
介護事業所に勤務する無資格の介護職員が介護職員

初任者研修を受講することにより、介護職員の資質の向
上に資するとともに、安易な離職の防止やキャリアアッ
プの意欲の向上につながり、施設全体の介護の質的向上
が図られる。また、人材育成に取り組む事業所が増える
ことにより、新たな介護人材の掘り起しにつながる。 

（２）事業の効率性 
補助率 2/3、上限 5.5万円／人で介護事業者の負担が

少なく、研修事業者も積極的に受講の働きかけを行うこ
とができ、介護事業所における有資格者の増加につなが
る。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（介護分）】 

介護施設で働く看護職員の研修支援事業 

【総事業費】 

4,241千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県看護協会 

事業の期間 平成２８年８月１日～令和２年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化が進展する中、介護施設では入所者の人生の最期ま
で支援していく施設が増えてきており、人生の最期にある
入所者及び家族の意思を尊重しながら、安全で良質なケア
を提供し、施設での高齢者の支援体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護施設における看護ケアの向上 

事業の内容（当初計画） ①看取り研修 
介護施設において看護職員が、他職種と協働して看取り

支援ができるように研修を実施する。 
②看護リーダー研修 
介護施設において、安全で良質なケアを提供するための

看護リーダー研修を開催し、自施設で多職種と連携して「終
末期ケア」等の方針、基準手順作成を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

各施設での安全で良質なケアの提供するためのリーダーを 
養成（80名/年）・看取り研修修了者（200名／年） 

アウトプット指標（達成

値） 

各施設での安全で良質なケアの提供するためのリーダーを 
養成（平成 28年度 58名、29年度 63名、30年度 48名） 

看取り研修修了者 
（平成 28年度 98名、29年度 135名、30年度 134名） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護施設における
看護ケアの向上 

（１）事業の有効性 
   介護施設の中でも、医療技術や知識を有する看護職

員に対して看取り研修を実施するとともに、各施設の
チームリーダーを育成する研修実施により、看護職員
のキャリアアップ及びリーダーが自施設において介護
職員等に対する研修を実施することで施設全体の終末
期ケアの質の向上を図ることができる。 

（２）事業の効率性 
看護協会の研修事業に補助することで、３圏域できめ

細かな人材育成ができ、効率的な地域包括ケアの推進が
できる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO27】 

 介護福祉士等応援コミュニティ設置等事

業 

【総事業費】 

28,241千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28年 7月 20日～令和２年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の需要が増加する中で、知識や経験を有し、介護現
場で直ちに活躍が期待できる離職した介護人材の再入職を
促す。 

アウトカム指標：再入職希望者数 

事業の内容（当初計画） 平成２９年４月から、離職した介護人材の届出システムに
よる情報提供や相談等の円滑なスタートを見据え、介護福
祉士等応援コミュニティ「ケアワーカーズカフェ」＜ラジオ
版・ミーティング版＞を「実施し、介護の魅力や離職ゼロに
向けた各種取り組みを幅広く周知するとともに、介護福祉
士等に対する情報提供の強化、介護福祉士等応援コミュニ
ティの構築を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○届出システムの登録者数 650名 
○ミーティングの参加者数 120名（28年度実施分）        
 

アウトプット指標（達成

値） 

○届出システムの登録者数 90名（30年度末時点） 

○ミーティングの参加者数 39名（28年度実施分） 
             34名（29年度実施分） 
             26名（30年度実施分） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：122名 

（１）事業の有効性 
ラジオ番組やミーティングにおいて、介護の魅力や、

介護業界からの離職防止に向けた各種取組みの情報を
提供することで、介護職員が抱える悩みや課題、再就職
への不安解消を図ることができた。 

（２）事業の効率性 
ラジオによる情報発信を行うことで、潜在介護人材に

対し、働きやすい環境づくりや届出システムなど復職支
援情報を届けることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28（介護分）】 

高齢者まるごと支援ねっと構築事業 

【総事業費】 

35,243千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

事業の実施主体 愛媛県 

事業の期間 平成２８年８月１日～令和２年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行に伴い、単身・高齢者夫婦のみの高齢者世帯や認知
症高齢者が増加する中、高齢者だけでなく、その家族が安心して
生活できる環境整備が必要であるが、サービスや制度に関する情
報が充足しているとは言い難く、介護に直面した家族等が速やか
に有用な情報が得られる体制整備を構築する。 
アウトカム指標：介護に関する相談窓口の機能強化・充実 

事業の内容 介護に直面した働く県民や、介護に悩んでいる介護者、高齢者、
及び介護従事者等に有用な情報を提供する環境を整えるために
ＩＣＴを導入し、介護サービスを活用した柔軟な働き方の確保
や、介護に関する不安、介護者等の負担軽減、介護職員への業務
支援等の情報を盛り込んだアプリ開発により、県民の「介護離職
ゼロ」を目指すとともに、県民、介護従事者等の情報共有、連携
により「地域包括ケア」の推進を図る。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

スマホアプリ利用者登録者数 ３，０００件 

アウトプット指標（達成値） スマホアプリ利用者登録者数： 
１８１件（平成２８年度） 
３，７５２件（平成２９年度） 
４，２３１件（平成３０年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
ＰＣ：２７２ページビュー（平成２８年度） 
スマホ：７５０ページビュー（平成２８年度） 
ＰＣ：４５，８１１ページビュー（平成２９年度） 
タブレット：１１，６４１ページビュー（平成２９年度） 
スマホ：７９，５１５ページビュー（平成２９年度） 
ＰＣ：５３，１２０ページビュー（平成３０年度） 
タブレット：１１，０５７ページビュー（平成３０年度） 
スマホ：７４，７６０ページビュー（平成３０年度） 
（１）事業の有効性 
 介護サービス、介護に関する知識、介護職員への業務支援等の
情報を手軽に検索できることで、業務効率の向上や介護に関する
不安・介護者等の負担軽減を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 新着情報や注意喚起したい情報を、プッシュ機能によりタイム
リーに周知できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29（介護分）】 

リハビリテーション専門職のための地域包

括ケア推進人材育成事業 

【総事業費】 

4,685千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県リハビリテーション専門職協会 

事業の期間 平成２８年８月１日～令和２年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が健康で生きがいを持って生活していくためには、

社会参加・社会的役割を持つことが重要であるため、リハビ

リテーション専門職等を活かした取組みを進め、各市町の

介護予防の推進に資する。 

アウトカム指標：リハ専門職による市町の介護予防事業へ

の参画 １０市町（２か年で２０市町） 

事業の内容（当初計画） 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のリハ専門職を対象

に以下の研修を実施し、介護予防、地域包括ケアを推進す

る人材を育成する。 

①介護予防推進リーダー、地域包括ケア推進リーダー研修 

②地域包括ケアシステム研修 

③活動・参加に向けた訪問リハビリテーション実務者育成

研修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー研修

受講者：各 50名／年 

○地域包括ケア推進人材育成研修受講者：150名／年 

○活動・参加に向けた訪問リハビリテーション実務者育成 

研修受講者：100名／年 

アウトプット指標（達成

値） 

○介護予防推進リーダー研修受講者 

   H28；21名 /H29；15名 /H30;22名  

○地域包括ケア推進リーダー研修受講者 

H28；20名 /H29；29名 /H30；25名 

○地域包括ケア推進人材育成研修受講者  

H28:97名 /H29；90名 /H30；79名 

○活動・参加に向けた訪問リハビリテーション実務者育成

研修受講者 H28；93 /H29; 99名 /H30；73名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： リハ専門職による

市町の介護予防事業への参画 17市町 

（１）事業の有効性 

   リハ専門職が地域における介護予防推進リーダーと
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して活動することで、高齢者の居場所づくりや住民運

営の通いの場等の普及展開や在宅でのリハビリの推進

を図ることができる。 

（２）事業の効率性 

リハ専門職及び関係機関職員をともにリーダーとし

て育成することで、連携を図りながら地域包括ケアの推

進ができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO30】 

 福祉・介護関係事業所合同入職式 

【総事業費】 

4,720千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 29年 4月 1日～令和２年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が高まる中で、将来の中心的担い手と

なる入職間もない人材の離職を防ぐ。 

アウトカム指標：合同入職式参加者の離職数 

事業の内容（当初計画） 県内の福祉・介護関係事業所へ入職した新任職員を集め、関

係機関代表者からの激励、新任職員の決意表明、先輩職員か

らの応援、記念撮影をプログラムとした式典、福祉・介護分

野の専門家等による講演会、参加者の交流会を行い、新入職

員のモチベーションの向上、やりがいの発見、ネットワーク

の構築を図る。また、入職式から一定期間後にはフォローア

ップを行い、継続した離職防止・定着促進を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○合同入職式参加者数 200名（29年度実施分） 

アウトプット指標（達成

値） 

○合同入職式参加者数 111名（29年度実施分） 

           120名（30年度実施分） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：29 年度からの事業

であり、追跡調査はまだ行っていないが、今後参加事業所へ

のアンケート調査等による把握を検討。 

（１）事業の有効性 

福祉・介護事業所に入職した新任職員の仕事に対する

誇りやモチベーションを高め、分野・職種・職場の垣根

を越えたネットワークを構築することができた。 

（２）事業の効率性 

社協が持つネットワークを活用し、県内各地から広く

参加者を募集したため、圏域を越えた事業所間の交流が

図れた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.31】 

 介護人材育成事業所認証評価制度等推進

事業（表彰事業） 

【総事業費】 

179千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 愛媛県 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～令和２年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の確保のため、介護事業所における優良な雇用改

善の取組の促進を図る。 

アウトカム指標：介護事業所における雇用改善の取組みに

よる介護人材の確保 

事業の内容（当初計画） 優良な雇用改善の取組を行っている介護事業所をコンテス

ト・表彰する。初年度は、有識者等により当該事業の方向性

や内容について検討を行い、次年度以降、毎年、コンテスト

及び表彰事業を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

優良な雇用改善の取組を実施する介護事業所の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

実績なし 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：実績なし 

（１）事業の有効性 

 実績なし 

（２）事業の効率性 

 実績なし 

その他 27～29 年度において事業実施には至っていないが、今後事

業実施に向け、コンテストの実施方法、内容等について検討

を行っていく。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.32】 

介護業務支援機器導入促進事業 

【総事業費】 

25,515千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 介護サービス事業所、愛媛県（愛媛県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28年 7月 1日～令和２年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の身体負担を軽減し、働きやすい職場環境を推
進する。 

アウトカム指標：介護ロボット導入により介護従事者の負
担軽減につながった事業所数の増 

事業の内容（当初計画） 介護従事者の負担の軽減を図るなど、働きやすい職場環境
を推進するため、介護ロボットを計画的に導入し、その効
果を検証する先駆的な取組を行う介護事業者に対して、介
護ロボット導入経費を補助する。 
併せて、広く県内事業所による取組の参考となるセミナー
を開催し、普及を促進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内介護事業所の介護ロボット導入台数 
 平成２８～３１年度 ４０台/年 計１６０台 

アウトプット指標（達成

値） 

県内介護事業所の介護ロボット導入台数 
【実績】平成２８年度 １９台 

平成２９年度 ３８台  

平成３０年度 ３５台 計９２台 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
介護ロボット導入により介護従事者の負担軽減につながっ
た事業所数： 
平成２８年度 ４事業所、平成２９年度 ９事業所、平成３
０年度 １７事業所 

（１）事業の有効性 
最先端の介護ロボットを導入することにより、介護従

事者の介護負担軽減に資する。 
（２）事業の効率性 

介護ロボットの導入目標や期待する効果を事前に検
討するとともに、メーカー等からのフォローアップ体制

を構築することにより、介護ロボットの効果的な利用を
継続する。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ・令和元年 11月６日 愛媛県保健医療対策協議会において議論 

  ※ 介護分は当該年度基金を活用した事業なし 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・指摘なし 
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２．目標の達成状況 

平成26年度愛媛県計画に規定する目標を再掲し、平成30年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

□愛媛県全体 

① 愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

「新たな財政支援制度」の対象事業（３本柱※１）について、医師会等関係団体からの

提案を基に、関係団体との協議（※２）を重ね、施策化した事業に取り組むことによ

り、地域の課題を解決するとともに、医療と介護の総合的な確保を図ることとする。 

なお、下記の提案事業のほか、平成26年度から、国の補助事業の廃止に伴い、同制度で

対応することとなった事業（既予算化分〔Ｈ26当初〕）を含めた計画となっている。 

 

 ※１ 新たな財政支援制度の対象事業（３本柱） 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

（病床の機能分化・連携） 

②居宅等における医療の提供に関する事業（在宅医療・介護サービスの充実） 

③医療従事者の確保に関する事業（医療従事者等の確保・養成） 

（介護関係については、平成27年度から実施） 

※２ 関係団体からの提案事業を「医療圏事業」と「全県事業」に区分し、「医療圏事

業」は地域の関係団体と、「全県事業」は全県レベルの関係団体と協議（検討会の開催

等）を行い、優先事業を選定。 

 

② 計画期間 

  平成26年４月１日～平成31年３月31日 

 

③ 実施事業（30年度分） 

   ・看護師等養成所運営等事業 

 

■愛媛県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   26年度基金を使った事業なし 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

26年度基金を使った事業なし 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

看護師等養成所の運営費を補助することにより教育内容の充実を図る。 
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２）見解 

看護専門学校の運営に対して補助を行うことで、より充実した教育体制を構築で

きることから、質の高い看護を提供できる看護職員の養成に繋がる。 

 

３）改善の方向性 

   今後も各圏域の計画及び県地域医療計画を踏まえた事業を継続して実施する必要

がある。 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和元年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和元年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

    ※26年度基金については、30年度で全て使い切った。 

 

■宇摩圏域 

  26年度基金を使った圏域事業なし 

■新居浜・西条圏域 

 26年度基金を使った圏域事業なし 

■今治圏域 

26年度基金を使った圏域事業なし 

■松山圏域 

  26年度基金を使った圏域事業なし 

■八幡浜・大洲圏域 

26年度基金を使った圏域事業なし 

■宇和島圏域 

26年度基金を使った圏域事業なし 
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３．事業の実施状況 

平成26年度愛媛県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

 

事業の区分 ３ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
26年度 【No.26】 

看護師等養成所運営等事業 

【総事業費】 

191,487千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 31年３月 31日 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

看護師等養成所の運営費を補助することにより教育内容の充実を

図る。 

アウトカム指標： 

卒業者に占める県内就業率の増加(H29：75.1%→H30：75.5％) 

事業の内容 

（当初計画） 
看護師等養成所への運営費補助 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
アウトプット指標：補助施設数（８カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 
アウトプット指標：補助施設数（８カ所） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：卒業者に占める県内就業

率→ 確認できた（H30実績：73.1％） 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、当該養成所における質の高い看護教育の

提供が行えたと考える。 

（２）事業の効率性 

看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所の

運営に対する補助を行うことが、より質の高い看護教育の提供に

繋がり、県内における看護職員の新規確保及び質の高い医療の提

供が行える。 

その他  

 


